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１ 主要災害記録 （危機管理局） 
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Ⅰ 災害事例 

Ⅰ-3 

２ 札幌における震度４以上の地震 （危機管理局） 

発生日時 震源 
マグニ 

チュード 
概要 

昭和 7 年 11 月 26 日 

13 時 23 分 

日高支庁中部 

42゜1′ 

142゜28′ 

6.9 ◆震度５ 

浦河 

◆震度４ 

札幌、函館、室蘭、帯広 

※日高支庁管内で器物の破損・壁の脱落等被害あり。 

昭和 27 年 3 月 4 日 

10 時 22 分 

釧路沖 

41゜42′ 

144゜09′ 

8.2 ◆震度５ 

浦河、帯広、釧路 

◆震度４ 

札幌、苫小牧、函館、森、小樽、岩見沢、富良野、日高門別、

根室 

※被害は、死者 28 人、行方不明 5 人、負傷者 295 人、家屋

被害 1,332 棟。札幌市内では家屋一部破損 1 棟、煙突損壊 4

棟発生した。 

昭和 33 年 11 月 7 日 

07 時 58 分 

択捉島付近 

44゜18′ 

144゜09′ 

8.1 ◆震度５ 

釧路 

◆震度４ 

札幌、浦河、帯広、根室 

※根室管内で電話障害 27 件、花咲湾岸壁にヒビ割れなどの

被害あり。 

昭和 43 年 5 月 16 日 

09 時 48 分 

「1968 年十勝沖地

震」 

三陸沖 

40゜44′ 

143゜35′ 

7.9 ◆震度５ 

広尾、浦河、苫小牧、函館 

◆震度４ 

札幌、釧路、帯広、小樽、寿都、江差、森、倶知安、岩見沢、

旭川、北見、室蘭、日高門別、糠平、根室 

※道内の被害は死者 2 人、重傷者 23 人、軽傷者 110 人、全

壊 110 棟、半壊 11 棟、一部破損 123 棟、道路橋梁 3 ヶ所、

農業被害 6 件、衛生施設 91 件、文教施設 28 件、団地被害 3

地区、被害金額 56,476 千円。なお、北大の調査では市の北

東地域では震度 5 であったことが確かめられている。また、

本地震後 6 月末まで余震があり、有感回数 140 回、無感回数

1、103 回、そのうち最大のものは 5 月 16 日、19 時 39 分、

41°25′Ｎ、142°51′E、Ｍ7.5 で浦河、広尾で震度 5、苫

小牧 4、札幌では 3 であった。 

 

  



Ⅰ 災害事例 
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発生日時 震源 
マグニ 

チュード 
概要 

昭和 57 年 3 月 21 日 

11 時 32 分 

「昭和 57 年(1982

年)浦河沖地震」 

浦河沖 

42゜4′ 

142゜36′ 

7.1 ◆震度６ 

浦河 

◆震度４ 

札幌、帯広、広尾、苫小牧、小樽、岩見沢、倶知安 

※道内の被害は重傷者 22 人、軽傷者 145 人、全壊 13 棟、半

壊 28 棟、一部破損 675 棟、被害金額 10,360,765 千円。札幌

市内では、重傷者 2 人、軽傷者 15 人、全壊 1 棟、一部損壊

22棟、道路橋梁16ヶ所、文教施設53件などで被害金額99,178

千円。なお、北大と共同で実施した地震アンケート調査の解

析結果、東区雁来、白石区東米里、北郷地区では震度 5 であ

ることが確かめられている。 

平成 15 年 9 月 26 日 

04 時 50 分 

「平成 15 年(2003

年)十勝沖地震」 

 

釧路沖 

41゜47′ 

144゜05′ 

8.0 ◆震度６弱 

新冠、静内、浦河、鹿追、幕別、豊頃、釧路、厚岸 

◆震度５強 

帯広、厚真、足寄、本別、更別、広尾、弟子屈、音別、別海 

◆震度５弱 

音更、芽室、苫小牧、江別、夕張、訓子府、中富良野、栗山、

上士幌、清里、新篠津、岩見沢、北見、長沼、十勝清水、南

幌 

◆震度４ 

札幌、石狩、千歳、恵庭、函館、森、北斗、知内、上ノ国、

厚沢部、せたな、小樽、余市、真狩、倶知安、妹背牛、秩父

別、北竜、滝川、砂川、奈井江、浦臼、新十津川、雨竜、夕

張、美唄、三笠、剣淵、旭川、富良野、上富良野、南富良野、

美幌、斜里、大空、遠軽、伊達、洞爺湖、白老、平取、えり

も、中標津、羅臼、根室 

※札幌市内の被害は軽傷者 8名、一部損壊住戸 50 棟、非住家

6 棟。道路 10 件、水道被害 6件（断水 15 戸）学校施設 60件、

社会教育施設 2 件。 

平成 24 年 8 月 25 日 

23 時 16 分 

十勝地方南部 

42°19′ 

143°06′ 

6.1 ◆震度 5 弱 

浦河 、様似 、幕別 、浦幌 、更別 、大樹 、広尾 

◆震度 4 

札幌 、千歳 、函館 、厚真 、安平 、むかわ 、平取 、新冠 、

新ひだか 、浦河 、えりも 、鹿追 、新得 、帯広 、十勝清

水 、芽室 、十勝池田 、豊頃 、本別 、中札内 、十勝大樹 、

広尾 、釧路 、白糠 、別海 

 

  



Ⅰ 災害事例 

Ⅰ-5 

発生日時 震源 
マグニ 

チュード 
概要 

平成 30 年 9 月 6 日 

3 時 7 分 

「平成 30 年(2018

年)北海道胆振東部

地震」 

胆振地方中東部 

42゜41.4′ 

142゜00.4′ 

6.7 ◆震度７ 

厚真 

◆震度６強 

安平、むかわ 

◆震度６弱 

札幌（東）、千歳、日高、平取 

◆震度５強 

札幌（北,白石,手稲,清田）、江別、恵庭、三笠、長沼、苫小

牧、新冠、新ひだか 

◆震度５弱 

石狩、新篠津,札幌（豊平,西,厚別）、北広島、函館、岩見沢、

南幌、由仁、栗山、伊達、室蘭、登別、白老 

◆震度４ 

当別、札幌（中央,南）、長万部、七飯、鹿部、渡島森、上ノ

国、乙部、せたな、小樽、余市、赤井川、ニセコ、真狩、留

寿都、喜茂別、倶知安、深川、妹背牛、秩父別、北竜、沼田、

芦別、滝川、砂川、奈井江、浦臼、新十津川、夕張、美唄、

月形、剣淵、旭川、鷹栖、当麻、富良野、中富良野、南富良

野、占冠、留萌、増毛、壮瞥、洞爺湖、浦河、様似、鹿追、

新得、帯広、音更、清水、芽室、幕別、池田、浦幌、大樹、

釧路 

 

※道内の人的被害は死者 43 人、重傷者 48 人、中等傷 8 人、

軽傷者 726 人、住家被害は全壊 469 棟、半壊 1,660 棟、一部

破損 13,846 棟、被害金額 164,768（百万円）。札幌市内では、

死者 3 人（災害関連死 2 人を含む）、重傷者 1 人、軽傷者 294

人、全壊 97 棟、半壊 726 棟、一部損壊 5,040 棟。 

（北海道：平成 30 年北海道胆振東部地震災害検証委員会 検

証報告書（平成 31 年３月 3 日時点）より） 
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Ⅱ災害時拠点施設・資機材等 

Ⅱ-1 

１ 指定緊急避難場所兼指定避難所（基幹）一覧 （危機管理局） 

○：指定緊急避難場所である施設 

○※：避難場所は体育館以外の校舎を指定。危険区域に近接しているため、避難経路および周辺状況に注意を要す。 

×：指定緊急避難場所の基準を満たさない施設 

-：指定対象外の施設（対象となる災害が想定されない施設） 

 

区 施設名 所在地 

指定緊急避難場所の指定の有無 

洪水 

災害 

土砂 

災害 

地震 

災害 

大規模 

な火事 

中
央
区 

桑園小学校 北8条西17丁目 ○ - ○ ○ 

日新小学校 北8条西25丁目2-1 ○ - ○ ○ 

中央中学校 北4条東3丁目 ○ - ○ ○ 

中央体育館 北4条東6丁目 ○ - ○ × 

中央小学校 大通東6丁目12 ○ - ○ ○ 

二条小学校 南2条西15丁目 ○ - ○ ○ 

資生館小学校 南3条西7丁目1-1 ○ - ○ ○ 

啓明中学校 南9条西22丁目2-1 ○ ○ ○ ○ 

幌西小学校 南10条西17丁目1-1 ○ ○ ○ ○ 

緑丘小学校 南10条西22丁目3-1 ○ ○ ○ ○ 

円山小学校 北1条西25丁目1-8 ○ ○ ○ × 

向陵中学校 北4条西28丁目1-30 ○ ○ ○ ○ 

中島中学校 南12条西7丁目2-1 ○ - ○ × 

山鼻小学校 南14条西10丁目1-1 ○ ○ ○ ○ 

伏見中学校 南16条西17丁目1-35 ○ ○ ○ ○ 

伏見小学校 南18条西15丁目1-1 ○ ○ ○ ○ 

幌南小学校 南21条西5丁目1-1 × × ○ ○ 

柏中学校 南21条西5丁目1-2 × × ○ × 

山鼻中学校 南23条西13丁目1-1 ○ ○ ○ ○ 

山鼻南小学校 南29条西12丁目1-1 × × × ○ 

盤渓小学校 盤渓226番地 - × × ○ 

宮の森中学校 宮の森1条16丁目5-1 × × ○ ○ 

大倉山小学校 宮の森3条13丁目6-20 ○ ○※ ○ ○ 

宮の森小学校 宮の森4条6丁目1-1 ○ ○ ○ ○ 

三角山小学校 宮の森4条11丁目4-1 ○ ○ ○ ○ 

北
区 

北辰中学校 北18条西2丁目2-1 ○ － ○ ○ 

幌北小学校 北19条西2丁目1-1 ○ － ○ ○ 

白楊小学校 北24条西7丁目1-1 ○ － ○ ○ 

新陽小学校 北27条西14丁目1-1 ○ － ○ ○ 

北陽小学校 北31条西9丁目2-1 ○ － ○ ○ 

北陽中学校 北34条西7丁目3-1 ○ － ○ ○ 

和光小学校 北34条西7丁目3-2 ○ － ○ ○ 

新光小学校 新琴似1条12丁目1-1 ○ － ○ ○ 

新琴似南小学校 新琴似1条3丁目1-1 ○ － ○ ○ 

光陽中学校 新琴似4条11丁目7-1 ○ － ○ ○ 

光陽小学校 新琴似5条11丁目4-1 ○ － ○ ○ 

新琴似小学校 新琴似7条3丁目2-1 ○ － ○ ○ 

新琴似中学校 新琴似7条4丁目1-1 ○ － ○ ○ 



Ⅱ災害時拠点施設・資機材等 

Ⅱ-2 

区 施設名 所在地 

指定緊急避難場所の指定の有無 

洪水 

災害 

土砂 

災害 

地震 

災害 

大規模 

な火事 

北

区 

北区体育館 新琴似8条2丁目1-25 ○ － ○ × 

新琴似北中学校 新琴似10条10丁目2-46 ○ － ○ ○ 

新琴似緑小学校 新琴似10条11丁目5-1 ○ － ○ ○ 

新琴似北小学校 新琴似11条6丁目1-1 ○ － ○ ○ 

新琴似西小学校 新琴似11条15丁目1-5 ○ － ○ ○ 

新川中央小学校 新川3条3丁目2-1 ○ － ○ ○ 

新川中学校 新川4条3丁目1-1 ○ － ○ ○ 

新川西中学校 新川4条15丁目1-1 ○ － ○ ○ 

新川小学校 新川5条15丁目1-1 ○ － ○ ○ 

屯田南小学校 屯田5条4丁目6-1 ○ － ○ ○ 

屯田西小学校 屯田6条10丁目3-1 ○ － ○ ○ 

屯田中央中学校 屯田6条8丁目1-1 ○ － ○ ○ 

屯田小学校 屯田7条6丁目2-2 ○ － ○ ○ 

屯田北小学校 屯田9条3丁目4-1 ○ － ○ ○ 

屯田北中学校 屯田9条4丁目2-1 ○ － ○ ○ 

太平南小学校 太平1条1丁目2-1 ○ － ○ ○ 

太平中学校 太平8条2丁目1-1 ○ － ○ ○ 

太平小学校 篠路1条2丁目6-20 ○ － ○ ○ 

篠路小学校 篠路4条9丁目3-1 ○ － ○ ○ 

篠路西小学校 篠路5条2丁目2-1 ○ － ○ ○ 

篠路西中学校 篠路6条2丁目1-50 ○ － ○ ○ 

茨戸小学校 東茨戸1条2丁目314-15 ○ － ○ ○ 

上篠路中学校 篠路町上篠路116番地14 ○ － ○ ○ 

篠路中学校 篠路町篠路368番地 ○ － ○ ○ 

拓北小学校 あいの里2条1丁目24-1 ○ － ○ ○ 

あいの里西小学校 あいの里2条3丁目9-1 ○ － ○ ○ 

あいの里東中学校 あいの里2条7丁目14-1 ○ － ○ ○ 

鴻城小学校 あいの里3条6丁目2-1 ○ － ○ ○ 

あいの里東小学校 あいの里3条7丁目11-1 ○ － ○ ○ 

百合が原小学校 百合が原6丁目5-1 ○ － ○ ○ 

北九条小学校 北9条西1丁目1 ○ － ○ ○ 

東
区 

東苗穂小学校 東苗穂 5 条 2 丁目 3-1 ○ － ○ ○ 

札苗中学校 東苗穂 7 条 1 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

札苗小学校 東苗穂 7 条 2 丁目 3-1 ○ － ○ ○ 

札苗北小学校 東苗穂 9 条 3 丁目 2-3 ○ － ○ ○ 

札苗北中学校 東苗穂 10 条 3 丁目 16-20 ○ － ○ ○ 

札苗緑小学校 東苗穂 13 条 4 丁目 9-30 ○ － ○ ○ 

栄町小学校 北 36 条東 13 丁目 3-1 ○ － ○ ○ 

栄町中学校 北 36 条東 14 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

栄南中学校 北 36 条東 16 丁目 1-1 ○ － ○ × 

栄南小学校 北 37 条東 20 丁目 3-1 ○ － ○ ○ 

栄西小学校 北 39 条東 4 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

栄小学校 北 42 条東 10 丁目 2-1 ○ － ○ ○ 

栄東小学校 北 46 条東 13 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

栄中学校 北 46 条東 6 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

栄北小学校 北 47 条東 6 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 



Ⅱ災害時拠点施設・資機材等 
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区 施設名 所在地 

指定緊急避難場所の指定の有無 

洪水 

災害 

土砂 

災害 

地震 

災害 

大規模 

な火事 

東

区 

栄緑小学校 北 51 条東 10 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

札幌小学校 伏古 1 条 2 丁目 1-31 ○ － ○ ○ 

札幌中学校 伏古 8 条 1 丁目 1-28 ○ － ○ ○ 

伏古小学校 伏古 8 条 5 丁目 2-1 ○ － ○ ○ 

伏古北小学校 伏古 11 条 1 丁目 2-10 ○ － ○ ○ 

丘珠小学校 丘珠町 593 番地 ○ － ○ ○ 

丘珠中学校 丘珠町 674 番地 ○ － ○ ○ 

福移小中学校 中沼町 240 番地 × － ○ ○ 

中沼小学校 中沼町 73-10 ○ － ○ ○ 

苗穂小学校 北 9 条東 13 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

北光小学校 北 12 条東 6 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

美香保中学校 北 17 条東 6 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

美香保小学校 北 18 条東 6 丁目 1-10 ○ － ○ ○ 

明園小学校 北 19 条東 14 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

開成小学校 北 21 条東 21 丁目 3-1 ○ － ○ ○ 

開成中等教育学校 北 22 条東 21 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

明園中学校 北 22 条東 12 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

元町小学校 北 25 条東 17 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

北園小学校 北 25 条東 4 丁目 3-1 ○ － ○ ○ 

東区体育館 北 27 条東 14 丁目 3-1 ○ － ○ × 

元町中学校 北 28 条東 20 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

元町北小学校 北 31 条東 14 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

北栄中学校 北 33 条東 2 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

北小学校 北 33 条東 4 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

東栄中学校 本町 1 条 7 丁目 2-7 ○ － ○ ○ 

東光小学校 本町 2 条 1 丁目 2-32 ○ － ○ ○ 

本町小学校 本町 2 条 7 丁目 1-30 ○ － × ○ 

白
石
区 

日章中学校 東札幌 4 条 5 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

東札幌小学校 東札幌 4 条 5 丁目 4-20 × － ○ ○ 

札幌コンベンションセンタ

ー 

東札幌 6 条 1 丁目 1-1 ○ － ○ × 

西白石小学校 中央 3 条 5 丁目 2-22 ○ － ○ ○ 

南白石小学校 南郷通 2 丁目南 6-35 ○ － ○ ○ 

白石区体育館 南郷通 6 丁目北 1-1 ○ － ○ × 

本郷小学校 南郷通 10 丁目南 3-1 ○ － ○ ○ 

東白石中学校 南郷通 15 丁目北 4-1 ○ － ○ ○ 

南郷小学校 本郷通 4 丁目南 3-1 ○ － ○ ○ 

白石中学校 本郷通 6 丁目南 1-1 ○ － ○ ○ 

白石小学校 本通 1 丁目北 4-1 ○ － ○ ○ 

東白石小学校 本通 14 丁目南 6-1 × － ○ ○ 

平和通小学校 本通 15 丁目北 3-1 ○ － ○ ○ 

大谷地小学校 本通 18 丁目南 1-1 ○ － ○ ○ 

柏丘中学校 平和通 8 丁目北 3-1 ○ － ○ ○ 

本通小学校 平和通 9 丁目南 1-1 ○ － ○ ○ 

幌東中学校 菊水 6 条 3 丁目 2-51 ○ － ○ ○ 

幌東小学校 菊水 6 条 3 丁目 2-65 ○ － ○ ○ 

東橋小学校 菊水 8 条 1 丁目 3-25 ○ － ○ ○ 

上白石小学校 菊水上町 1 条 3 丁目 52 ○ － ○ ○ 

菊水小学校 菊水元町 2 条 3 丁目 2-14 ○ － ○ ○ 

北都小学校 北郷 3 条 11 丁目 7-1 ○ － ○ ○ 

北郷小学校 北郷 4 条 5 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 



Ⅱ災害時拠点施設・資機材等 
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区 施設名 所在地 

指定緊急避難場所の指定の有無 

洪水 

災害 

土砂 

災害 

地震 

災害 

大規模 

な火事 

白

石

区 

北白石中学校 北郷 6 条 3 丁目 5-1 ○ － ○ ○ 

北白石小学校 北郷 6 条 3 丁目 5-2 ○ － ○ ○ 

川北小学校 川北 4 条 2 丁目 2-1 ○ － ○ ○ 

東川下小学校 川下 4 条 3 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

北都中学校 川下 749 番地 56 ○ － ○ ○ 

米里小学校 米里 1 条 3 丁目 8-1 ○ － ○ ○ 

米里中学校 米里 1 条 4 丁目 5-1 ○ － ○ ○ 

札幌白陵高校 東米里 2062 番地 10 ○ － ○ ○ 

厚
別
区 

小野幌小学校 厚別東 2 条 4 丁目 5-1 ○ ○ ○ ○ 

厚別中学校 厚別東 3 条 5 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

厚別東小学校 厚別東 4 条 8 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

厚別北中学校 厚別町小野幌 774 番地 5 × － ○ ○ 

もみじの丘小学校 もみじ台東 4 丁目 5-1 ○ ○ ○ ○ 

もみじ台中学校 もみじ台西 1 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

もみじの森小学校 もみじ台西 3 丁目 4-1 ○ ○ ○ ○ 

青葉中学校 青葉町 10 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

共栄小学校 厚別南 2 丁目 21-22 ○ ○ ○ ○ 

新札幌わかば小学校 厚別南 7 丁目 9-1 ○ ○ ○ ○ 

上野幌中学校 上野幌 2 条 3 丁目 10-1 ○ ○ ○ ○ 

ノホロの丘小学校 上野幌 2 条 4 丁目 5-1 ○ ○ ○ ○ 

大谷地東小学校 大谷地東 5 丁目 8-1 ○ ○ ○ ○ 

厚別南中学校 大谷地東 7 丁目 1-1 × × ○ ○ 

ひばりが丘小学校 厚別中央 2 条 4 丁目 3-1 ○ ○ ○ ○ 

厚別区体育館 厚別中央 2 条 5 丁目 1-20 ○ ○ ○ × 

信濃中学校 厚別中央 3 条 2 丁目 3-1 ○ ○ ○ ○ 

信濃小学校 厚別中央 4 条 3 丁目 6-1 ○ ○ ○ ○ 

厚別西小学校 厚別西 3 条 1 丁目 3-1 ○ － ○ ○ 

厚別通小学校 厚別西 4 条 3 丁目 10-30 ○ － ○ ○ 

厚別北小学校 厚別北 2 条 3 丁目 3-1 ○ ○ ○ ○ 

豊
平
区 

豊園小学校 美園 1 条 4 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

みどり小学校 美園 5 条 2 丁目 2-1 ○ ○ ○ ○ 

月寒小学校 月寒西 2 条 5 丁目 1-1 ○ ○ ○ × 

南月寒小学校 月寒西 4 条 8 丁目 2-1 ○ ○ ○ ○ 

西岡小学校 西岡 2 条 9 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

西岡中学校 西岡 3 条 12 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

西岡北小学校 西岡 3 条 6 丁目 7-20 ○ ○ ○ ○ 

西岡北中学校 西岡 3 条 8 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

西岡南小学校 西岡 4 条 12 丁目 7-1 ○ ○ ○ ○ 

羊丘中学校 福住 1 条 3 丁目 16-1 ○ ○ ○ ○ 

福住小学校 福住 3 条 5 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

あやめ野小学校 月寒東 1 条 11 丁目 7-32 × － ○ ○ 

羊丘小学校 月寒東 1 条 16 丁目 3-1 ○ ○ ○ ○ 

月寒中学校 月寒東 2 条 2 丁目 4-54 ○ ○ ○ ○ 

豊平区体育館 月寒東 2 条 20 丁目 4-15 ○ ○ ○ × 

月寒東小学校 月寒東 3 条 10 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

あやめ野中学校 月寒東 3 条 11 丁目 15-1 ○ － ○ ○ 

東月寒中学校 月寒東 3 条 18 丁目 1-72 ○ ○ ○ ○ 

しらかば台小学校 月寒東 4 条 18 丁目 10-43 ○ ○ ○ ○ 

東園小学校 豊平 1 条 12 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

豊平小学校 豊平 5 条 7 丁目 1-2 ○ － ○ ○ 

八条中学校 豊平 8 条 13 丁目 2-1 ○ ○ ○ ○ 
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豊

平

区 

旭小学校 水車町 3 丁目 1-22 × × ○ ○ 

中の島小学校 中の島 2 条 1 丁目 1-22 × × ○ ○ 

中の島中学校 中の島 2 条 3 丁目 9-1 ○ ○ ○ ○ 

平岸西小学校 平岸 1 条 15 丁目 2-1 ○ ○ ○ ○ 

平岸中学校 平岸 1 条 21 丁目 3-1 × × ○ ○ 

平岸小学校 平岸 2 条 14 丁目 1-28 ○ ○ ○ ○ 

東山小学校 平岸 4 条 11 丁目 6-1 ○ ○ ○ ○ 

美園小学校 平岸 5 条 7 丁目 2-21 ○ ○ ○ ○ 

平岸高台小学校 平岸 5 条 18 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

陵陽中学校 平岸 6 条 11 丁目 1-25 ○ ○ ○ ○ 

清
田
区 

三里塚小学校 里塚 2 条 6 丁目 7-1 － ○ ○ ○ 

真栄小学校 美しが丘 1 条 1 丁目 1-10 ○ ○ ○ ○ 

真栄中学校 美しが丘 1 条 1 丁目 2-10 ○ ○ ○ ○ 

美しが丘小学校 美しが丘 2 条 5 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

美しが丘緑小学校 美しが丘 4 条 5 丁目 8-1 ○ ○ ○ ○ 

有明小学校 有明 141-2 ○ ○ ○ ○ 

清田小学校 清田 1 条 4 丁目 3-30 ○ ○ ○ ○ 

清田中学校 清田 3 条 3 丁目 7-1 × × × ○ 

清田南小学校 清田 5 条 2 丁目 18-1 ○ ○ ○ ○ 

清田緑小学校 清田 7 条 3 丁目 12-30 ○ ○ ○ ○ 

北野平小学校 北野 2 条 3 丁目 7-1 ○ ○ ○ ○ 

北野中学校 北野 2 条 3 丁目 7-30 ○ ○ ○ ○ 

北野小学校 北野 3 条 2 丁目 10-1 ○ ○ ○ ○ 

北野台中学校 北野 4 条 4 丁目 13-1 ○ ○ ○ ○ 

北野台小学校 北野 4 条 5 丁目 4-80 ○ ○ ○ ○ 

清田区体育館 平岡 1 条 5 丁目 4-1 ○ ○ ○ × 

平岡中学校 平岡 2 条 5 丁目 4-10 ○ ○ ○ ○ 

平岡南小学校 平岡 2 条 6 丁目 2-1 ○ ○ ○ ○ 

平岡中央小学校 平岡 5 条 3 丁目 9-1 ○ ○ ○ ○ 

平岡中央中学校 平岡 5 条 4 丁目 7-1 ○ ○ ○ ○ 

平岡小学校 平岡 9 条 2 丁目 5-1 ○ ○ ○ ○ 

平岡公園小学校 平岡公園東 5 丁目 9-1 － ○ ○ ○ 

平岡緑中学校 平岡公園東 9 丁目 11-1 － － ○ ○ 

南
区 

澄川西小学校 澄川 2 条 5 丁目 7-2 × × ○ ○ 

澄川小学校 澄川 5 条 4 丁目 1-1 ○ ○※1 ○ ○ 

澄川南小学校 澄川 5 条 13 丁目 7-1 ○ ○ ○ ○ 

澄川中学校 澄川 6 条 6 丁目 1-10 ○ ○※1 ○ ○ 

真駒内中学校 真駒内幸町 3 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

真駒内桜山小学校 真駒内泉町 3 丁目 13-1 ○ ○ ○ ○ 

真駒内公園小学校 真駒内曙町 2 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

真駒内曙中学校 真駒内曙町 2 丁目 1-2 ○ ○ ○ ○ 

南小学校 南 31 条西 9 丁目 2-1 ○ ○ ○ ○ 

藻岩北小学校 川沿 2 条 3 丁目 7-1 ○ ○ ○ ○ 

南区体育館 川沿 4 条 2 丁目 2-1 ○ ○ ○ × 

藻岩小学校 川沿 7 条 2 丁目 3-1 ○ ○ ○ ○ 

藻岩中学校 川沿 7 条 3 丁目 4-1 ○ ○ ○ ○ 

藻岩南小学校 川沿 18 条 2 丁目 1-15 ○ ○ ○ ○ 

南が丘中学校 南沢 2 条 1 丁目 17-1 ○ ○ ○ ○ 

南の沢小学校 南沢 3 条 2 丁目 18-1 － ○ ○ ○ 

北の沢小学校 北ノ沢 1727-5 － ○ ○ ○ 

石山緑小学校 石山 1 条 4 丁目 1-1 × × ○ ○ 



Ⅱ災害時拠点施設・資機材等 

Ⅱ-6 

区 施設名 所在地 

指定緊急避難場所の指定の有無 

洪水 

災害 

土砂 

災害 

地震 

災害 

大規模 

な火事 

南

区 

石山中学校 石山 2 条 8 丁目 7-1 ○ ○ ○ ○ 

藤の沢小学校 石山 528 番地 ○ ○ ○ ○ 

常盤中学校 常盤 2 条 2 丁目 21-1 － ○ ○ ○ 

芸術の森小学校 常盤 2 条 3 丁目 1 ○ ○ ○ ○ 

駒岡小学校 真駒内 143 番地 × × × ○ 

簾舞小学校 簾舞 1 条 4 丁目 2-1 ○ ○ ○ ○ 

簾舞中学校 簾舞 3 条 3 丁目 3-33 ○ ○※2 ○ ○ 

藤野小学校 藤野 2 条 7 丁目 7-1 ○ ○ ○ ○ 

藤野南小学校 藤野 4 条 6 丁目 26-1 ○ ○ ○ ○ 

藤野中学校 藤野 5 条 6 丁目 3-1 ○ ○ ○ ○ 

定山渓小学校 定山渓温泉東 4 丁目 ○ ○※1 ○ × 

定山渓中学校 定山渓温泉西 1 丁目 31 ○ ○※1 ○ ○ 

豊滝除雪ステーション 豊滝 424 番地 1 ○ ○ ○ ○ 

西
区 

山の手南小学校 山の手 1 条 9 丁目 6-1 ○ ○ ○ ○ 

琴似中学校 山の手 4 条 2 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

山の手小学校 山の手 5 条 6 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

福井野小学校 福井 6 丁目 11-1 ○ ○ ○ ○ 

福井野中学校 福井 6 丁目 12-10 × × × ○ 

平和小学校 平和 3 条 8 丁目 2-1 ○ ○ ○ ○ 

西園小学校 西野 1 条 7 丁目 4-1 ○ ○ ○ ○ 

手稲東中学校 西野 2 条 5 丁目 3-1 ○ ○ ○ ○ 

宮の丘中学校 西野 3 条 10 丁目 9-1 × × × ○ 

手稲東小学校 西野 4 条 3 丁目 7-1 ○ ○ ○ ○ 

西野小学校 西野 8 条 4 丁目 4-1 ○ ○ ○ ○ 

西野第二小学校 西野 8 条 7 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

西野中学校 西野 8 条 7 丁目 5-1 ○ ○ ○ ○ 

手稲宮丘小学校 宮の沢 3 条 2 丁目 1-1 － ○※ ○ ○ 

陵北中学校 二十四軒 2 条 3 丁目 1-23 ○ － ○ ○ 

二十四軒小学校 二十四軒 2 条 3 丁目 1-37 ○ － × ○ 

琴似小学校 琴似 2 条 7 丁目 1-30 ○ ○ ○ × 

発寒南小学校 発寒 2 条 4 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

発寒中学校 発寒 5 条 7 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

発寒西小学校 発寒 5 条 7 丁目 1-2 ○ ○ ○ ○ 

西区体育館 発寒 5 条 8 丁目 9-1 ○ ○ ○ × 

西小学校 発寒 7 条 13 丁目 2-1 ○ ○ ○ ○ 

発寒小学校 発寒 10 条 4 丁目 1-62 ○ － ○ ○ 

発寒東小学校 発寒 15 条 2 丁目 2-1 ○ － ○ ○ 

西陵中学校 発寒 15 条 2 丁目 5-1 ○ － ○ ○ 

八軒西小学校 八軒 3 条西 5 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

八軒小学校 八軒 4 条西 1 丁目 1-8 ○ － ○ ○ 

八軒北小学校 八軒 8 条西 6 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

八軒中学校 八軒 8 条西 8 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

八軒東中学校 八軒 2 条東 3 丁目 1-20 ○ － ○ ○ 

琴似中央小学校 八軒 7 条東 1 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

手
稲
区 

西宮の沢小学校 西宮の沢 2 条 4 丁目 15-1 ○ ○ ○ ○ 

富丘小学校 富丘 1 条 6 丁目 4-1 ○ ○ ○ ○ 

手稲中学校 富丘 3 条 5 丁目 2-1 ○ ○ ○ ○ 

手稲中央小学校 手稲本町 3 条 2 丁目 6-1 ○ ○ ○ ○ 

稲穂中学校 稲穂 4 条 2 丁目 18-10 × × × ○ 

稲穂小学校 稲穂 4 条 5 丁目 12-5 × × ○ ○ 

手稲西小学校 金山 3 条 2 丁目 8-60 ○ ○ ○ ○ 
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手稲西中学校 金山 3 条 2 丁目 8-7 ○ ○ ○ ○ 

新発寒小学校 新発寒2条2丁目1115-307 ○ － ○ ○ 

新陵東小学校 新発寒 5 条 4 丁目 2-1 ○ － ○ ○ 

新陵中学校 新発寒 5 条 4 丁目 4-1 ○ － ○ ○ 

新陵小学校 新発寒 6 条 6 丁目 3-1 ○ － ○ ○ 

手稲鉄北小学校 前田 2 条 12 丁目 1-2 ○ ○ ○ ○ 

稲積中学校 前田 4 条 5 丁目 2-1 ○ ○ ○ ○ 

稲積小学校 前田 5 条 7 丁目 1-1 ○ ○ ○ ○ 

前田小学校 前田 6 条 11 丁目 3-1 ○ － ○ ○ 

前田中学校 前田 7 条 13 丁目 1-1 ○ － ○ ○ 

前田中央小学校 前田 8 条 12 丁目 2-1 ○ － ○ ○ 

前田北中学校 前田 10 条 15 丁目 8-1 ○ － ○ ○ 

前田北小学校 前田 10 条 18 丁目 4-1 ○ － ○ ○ 

手稲区体育館 曙 2 条 1 丁目 2-46 ○ ○ ○ × 

稲陵中学校 曙 7 条 2 丁目 6-50 ○ － ○ ○ 

手稲山口小学校 曙 11 条 2 丁目 7-1 ○ － ○ ○ 

星置東小学校 星置 2 条 1 丁目 6-1 ○ ○ ○ ○ 

星置中学校 星置 3 条 5 丁目 13-1 ○ ○ ○ ○ 

手稲北小学校 手稲山口 653-2 ○ ○ ○ ○ 

北海道科学大学 前田 7 条 15 丁目 4-1 ○ － ○ ○ 

 

 

 

 

 

  



Ⅱ災害時拠点施設・資機材等 

Ⅱ-8 

 

２ 指定避難所（地域）一覧 （危機管理局） 
 

区名 施設名 所在地 

中央区 札幌旭丘高校 旭ヶ丘 6 丁目 

中央区 札幌市教育文化会館 北 1 条西 13 丁目 

中央区 円山会館（円山まちづくりセンター・児童会館） 北 1 条西 23 丁目 

中央区 苗穂会館（苗穂まちづくりセンター・苗穂はるにれ児童会館） 北 1 条東 10 丁目 

中央区 札幌大通高校 北 2 条西 11 丁目 

中央区 札幌龍谷学園高校 北 4 条西 19 丁目 

中央区 ベルコ北円山ホール 北 5 条西 22 丁目 

中央区 桑園ふれあいセンター（桑園まちづくりセンター・児童会館） 北 7 条西 15 丁目 

中央区 サービス付き高齢者向け住宅「ウィステリア南 1 条」 南 1 条西 14 丁目 

中央区 中央区民センター 南 2 条西 10 丁目 

中央区 大通・西会館（大通・西まちづくりセンター） 南 2 条西 15 丁目 

中央区 北海道神宮頓宮 南 2 条東 3 丁目 

中央区 興正寺別院 南 2 条東 5 丁目 

中央区 北海寺 南 3 条東 4 丁目 

中央区 西創成会館（西創成まちづくりセンター） 南 5 条西 7 丁目 

中央区 豊水会館（豊水まちづくりセンター） 南 8 条西 2 丁目 

中央区 旭山公園通地区センター 南 9 条西 18 丁目 

中央区 南円山会館（南円山まちづくりセンター） 南 9 条西 21 丁目 

中央区 曙会館（曙まちづくりセンター） 南 11 条西 10 丁目 

中央区 幌西会館（幌西まちづくりセンター） 南 11 条西 14 丁目 

中央区 妙心寺 南 11 条西 9 丁目 

中央区 あけぼのアート＆コミュニティセンター 南 11 条西 9 丁目 

中央区 こうさい保育園 南 12 条西 16 丁目 1-5 

中央区 大光寺 南 12 条西 17 丁目 

中央区 誓願寺 南 13 条西 9 丁目 

中央区 伏見会館 南 14 条西 18 丁目 

中央区 瑞正寺 南 14 条西 8 丁目 

中央区 静修高校 南 16 条西 6 丁目 

中央区 札幌南高校 南 18 条西 6 丁目 

中央区 山鼻会館（山鼻まちづくりセンター） 南 23 条西 10 丁目 

中央区 山鼻福祉センター（山鼻児童会館） 南 24 条西 13 丁目 

中央区 中島児童会館 中島公園 1 番 1 号 

中央区 アンフィニ（サッカー場クラブハウス） 盤渓 433 番地 

中央区 円山西町町内会館 円山西町 3 丁目 

中央区 円山西町児童会館 円山西町 8 丁目 

中央区 曹洞宗大乗院薬王寺本堂 宮の森 1263 番地 

中央区 大倉山ジャンプ競技場本部棟 宮の森 1274 番地 

中央区 宮の森明和地区会館（宮の森まちづくりセンター） 宮の森 2 条 11 丁目 

中央区 宮の森会館（宮の森児童会館） 宮の森 2 条 5 丁目 

中央区 北海道森林管理局 宮の森 3 条 7 丁目 70 番 

中央区 札幌西高校 宮の森 4 条 8 丁目 

中央区 伏見稲荷神社 伏見 2 丁目 

中央区 ローズガーデンクライスト教会 伏見 3 丁目 

北区 拓北・あいの里地区センター（拓北・あいの里まちづくりセンター） あいの里 1 条 6 丁目 

北区 ベルコ麻生シティホール 麻生町 9 丁目 

北区 篠路コミュニティセンター 篠路 3 条 8 丁目 

北区 篠路会館（篠路茨戸まちづくりセンター） 篠路 4 条 7 丁目 

北区 篠路児童会館 篠路 4 条 9 丁目 

北区 篠路団地福祉会館 篠路 5 条 4 丁目 

北区 札幌英藍高校 篠路町篠路 372 
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北区 新琴似児童会館 新琴似 11 条 7 丁目 

北区 新琴似・新川地区センター 新琴似 2 条 8 丁目 

北区 三和福祉会館（新琴似西まちづくりセンター） 新琴似 7 条 14 丁目 

北区 プラザ新琴似（新琴似まちづくりセンター） 新琴似 7 条 4 丁目 

北区 双葉福祉会館 新琴似 9 条 14 丁目 

北区 新川地区会館（新川まちづくりセンター） 新川 1 条 4 丁目 

北区 札幌新川高校 新川 5 条 14 丁目 

北区 特定医療法人朋友会石金病院 新川 714 番地 2 

北区 札幌国際情報高校 新川 717 番地 1 

北区 新川公園会館 新川西 3 条 6 丁目 

北区 豊明高等養護学校 西茨戸 4 条 1 丁目 

北区 太平百合が原地区センター 太平 12 条 2 丁目 

北区 太平百合が原地区会館（太平百合が原まちづくりセンター・児童会館） 太平 8 条 7 丁目 

北区 屯田地区センター（屯田まちづくりセンター） 屯田 5 条 6 丁目 

北区 札幌北陵高校 屯田 7 条 8 丁目 

北区 有朋高校 屯田 9 条 7 丁目 

北区 鉄西会館（鉄西まちづくりセンター） 北 10 条西 4 丁目 

北区 藤女子大学北 16 条校舎・大学新館 1 期校舎 北 16 条西 2 丁目 

北区 サービス付き高齢者向け住宅「ウィステリア N17」 北 17 条西 3 丁目 

北区 幌北会館（幌北まちづくりセンター） 北 17 条西 5 丁目 

北区 幌北児童会館 北 17 条西 6 丁目 

北区 札幌工業高校 北 20 条西 13 丁目 

北区 北 24 条会館 北 24 条西 3 丁目 

北区 白楊幼稚園 北 24 条西 7 丁目 

北区 札幌北高校 北 25 条西 11 丁目 

北区 南新川会館 北 25 条西 13 丁目 

北区 北区民センター 北 25 条西 6 丁目 

北区 新陽会館 北 26 条西 15 丁目 

北区 北会館（北まちづくりセンター） 北 29 条西 7 丁目 

北区 麻生総合センター 北 39 条西 5 丁目 

東区 丘珠ふれあいセンター（丘珠まちづくりセンター） 丘珠町 183 番地 2 

東区 中沼モエレ会館（モエレ会館） 中沼町 104 番地 

東区 福移公民館 中沼町 237 番地 

東区 社会福祉法人北翔会「生活介護ひかり」 東雁来 8 条 1 丁目 

東区 豊畑町内会館 東雁来町 361 番地 

東区 札幌保健医療大学 3 号館 東区中沼西 4 条 2 丁目 

東区 札幌東陵高校 東苗穂 10 条 1 丁目 

東区 瑞穂会館 苗穂町 13 丁目 

東区 大導寺 苗穂町 2 丁目 

東区 苗穂東交流センター（苗穂東まちづくりセンター） 苗穂町 3 丁目 

東区 伏古児童会館 伏古 10 条 3 丁目 

東区 ふしこ地区センター 伏古 11 条 3 丁目 

東区 ふしこ団地集会所 伏古 3 条 4 丁目 

東区 伏古記念会館 伏古 7 条 2 丁目 

東区 信行寺 北 8 条東 3 丁目 

東区 新生児童会館 北 8 条東 7 丁目 

東区 札幌ベルコ会館 北 8 条東 18 丁目 

東区 瑞玄寺 北 9 条東 3 丁目 

東区 鉄東会館（鉄東まちづくりセンター） 北 9 条東 5 丁目 

東区 大覚寺 北 10 条東 11 丁目 

東区 東区民センター 北 11 条東 7 丁目 

東区 諏訪神社 北 12 条東 1 丁目 

東区 札幌光星高校 北 13 条東 9 丁目 
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東区 北東会館 北 14 条東 8 丁目 

東区 札幌北斗高校 北 15 条東 2 丁目 

東区 札幌大谷高校 北 16 条東 9 丁目 

東区 札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 北 16 条東 9 丁目 

東区 北光会館（北光まちづくりセンター・児童会館） 北 18 条東 5 丁目 

東区 大願寺 北 19 条東 3 丁目 

東区 元町会館（元町まちづくりセンター） 北 20 条東 20 丁目 

東区 元町児童会館 北 21 条東 18 丁目 

東区 アカシヤ若者活動センター 北 22 条東 1 丁目 

東区 北光白樺会館 北 23 条東 2 丁目 

東区 大谷派法照寺 北 24 条東 5 丁目 

東区 株式会社ライフサクライ第二営業所 北 24 条東 21 丁目 

東区 北栄会館（北栄まちづくりセンター） 北 25 条東 7 丁目 

東区 北 36 条会館 北 36 条東 5 丁目 

東区 栄地区センター 北 36 条東 8 丁目 

東区 ひのまる児童会館 北 38 条東 9 丁目 

東区 日の丸会館（栄東まちづくりセンター） 北 41 条東 14 丁目 

東区 栄町会館 北 41 条東 1 丁目 

東区 烈々布神社 北 42 条東 10 丁目 

東区 北栄寺 北 45 条東 1 丁目 

東区 札幌丘珠高校 北丘珠 1 条 2 丁目 

東区 丘珠みづほ団地町内会館 北丘珠 2 条 2 丁目 

東区 丘珠新栄団地会館 北丘珠 4 条 2 丁目 

東区 法国寺会館 本町 1 条 1 丁目 

東区 苗穂神社 本町 2 条 3 丁目 

東区 苗穂・本町地区センター 本町 2 条 7 丁目 

白石区 栄通児童会館 栄通 6 丁目 

白石区 菊水やよい児童会館 菊水 1 条 4 丁目 

白石区 菊水地区会館（菊水まちづくりセンター） 菊水 7 条 2 丁目 

白石区 札幌東高校 菊水 9 条 3 丁目 

白石区 菊水元町地区センター 菊水元町 5 条 2 丁目 

白石区 菊水元町南町内会館 菊水元町 7 条 2 丁目 

白石区 白菊会館（菊の里まちづくりセンター） 菊水元町 8 条 1 丁目 

白石区 菊水上町会館 菊水上町 4 条 1 丁目 

白石区 東川下町内会東川下記念会館 川下 3 条 5 丁目 

白石区 札幌白石高校 川北 2261 番地 

白石区 川北会館 川北 2 条 2 丁目 

白石区 白石中央福祉会館 中央 1 条 5 丁目 

白石区 東札幌会館（東札幌まちづくりセンター） 東札幌 2 条 4 丁目 

白石区 札幌市産業振興センター 東札幌 5 条 1 丁目 

白石区 東米里福祉会館 東米里 2157 番地 

白石区 南栄会館 南郷通 6 丁目南 

白石区 南郷福祉会館 南郷通 7 丁目南 

白石区 白石区民センター 南郷通 1 丁目南 8-1 

白石区 白石駅前会館 平和通 2 丁目北 

白石区 白石共栄福祉会館 平和通 7 丁目南 

白石区 旭町内会館 平和通 10 丁目北 

白石区 こころのリカバリー総合支援センター 平和通 17 丁目北 

白石区 大昌寺 北郷 2362 

白石区 北都地区会館（北東白石まちづくりセンター） 北郷 3 条 12 丁目 

白石区 北郷会館 北郷 3 条 3 丁目 

白石区 北郷東会館 北郷 3 条 6 丁目 

白石区 北白石地区センター 北郷 3 条 7 丁目 
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白石区 北郷児童会館 北郷 4 条 5 丁目 

白石区 本郷会館 本郷通 8 丁目北 

白石区 みつば会館 本郷通 10 丁目北 3-3 

白石区 白石会館（白石まちづくりセンター） 本通 1 丁目南 

白石区 乗善寺 本通 2 丁目南 

白石区 教照寺 本通 5 丁目南 

白石区 東白石会館（東白石まちづくりセンター） 本通 13 丁目南 

白石区 白石東地区センター 本通 16 丁目南 

白石区 白石東会館（白石東まちづくりセンター） 本通 18 丁目南 

白石区 ベルコ大谷地シティホール 本通 21 丁目南 

厚別区 もみじ台東第 1 集会所 もみじ台東 1 丁目 1 番 

厚別区 光生舎ゆいま～る・もみじ台 もみじ台南 3 丁目 4 番地 

厚別区 もみじ台北第 2 集会所 もみじ台北 4 丁目 7 番 

厚別区 星槎札幌もみじキャンパス・星槎国際高等学校・星槎もみじ中学校 もみじ台北 5 丁目 12-1 

厚別区 厚別西地区センター 厚別西 4 条 4 丁目 

厚別区 天理教羽幌分教会 厚別西 5 条 4 丁目 1-1 

厚別区 ベルコユアホール厚別西 厚別西 5 条 6 丁目 

厚別区 厚別区民センター 厚別中央 1 条 5 丁目 

厚別区 札幌市厚別老人福祉センター 厚別中央 1 条 7 丁目 17-25 

厚別区 智徳寺 厚別中央 3 条 4 丁目 8-20 

厚別区 大行寺 厚別中央 3 条 5 丁目 

厚別区 札幌東商業高校 厚別中央 3 条 5 丁目 

厚別区 厚別信濃会館（厚別中央まちづくりセンター） 厚別中央 4 条 3 丁目 

厚別区 北星学園大学附属高校 厚別町下野幌 38 番地 

厚別区 地域交流ホーム「ひまわり」（札幌報恩学園内） 厚別町上野幌 822 番地 

厚別区 小野幌会館（厚別東まちづくりセンター） 厚別東 4 条 4 丁目 

厚別区 札幌啓成高校 厚別東 4 条 8 丁目 

厚別区 厚別南会館（厚別南まちづくりセンター・児童会館） 厚別南 1 丁目 

厚別区 北星学園大学 大谷地西 2 丁目 

厚別区 大谷地団地町内会館 大谷地西 3 丁目 

厚別区 青葉会館 青葉町 3 丁目 2-26 

豊平区 北海学園札幌高校（旧札幌商業高校） 旭町 4 丁目 

豊平区 北海学園大学 旭町 4 丁目 

豊平区 北海高校 旭町 4 丁目 

豊平区 月寒児童会館 月寒西 1 条 6 丁目 

豊平区 札幌第一高校 月寒西 1 条 9 丁目 

豊平区 月寒神社 月寒西 3 条 4 丁目 

豊平区 月寒公民館（月寒まちづくりセンター） 月寒中央通 7 丁目 

豊平区 光徳寺 月寒東 1 条 2 丁目 

豊平区 札幌月寒高校 月寒東 1 条 3 丁目 

豊平区 東月寒地区センター 月寒東 3 条 18 丁目 

豊平区 東月寒白樺会館 月寒東 4 条 18 丁目 

豊平区 旭水会館 水車町 6 丁目 

豊平区 観照寺 西岡 2 条 11 丁目 

豊平区 西岡児童会館 西岡 3 条 6 丁目 

豊平区 札幌大学 西岡 3 条 7 丁目 

豊平区 にしおか会館（西岡まちづくりセンター） 西岡 4 条 5 丁目 

豊平区 西岡福住地区センター 西岡 4 条 9 丁目 

豊平区 中の島一区福祉会館 中の島 1 条 1 丁目 

豊平区 浄願寺 中の島 1 条 2 丁目 

豊平区 中の島会館（中の島まちづくりセンター） 中の島 1 条 4 丁目 

豊平区 中の島第三区会館 中の島 2 条 10 丁目 

豊平区 晟徳寺 中の島 2 条 1 丁目 
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豊平区 中の島児童会館 中の島 2 条 3 丁目 

豊平区 北海道科学大学高等学校（旧北海道尚志学園高等学校） 中の島 2 条 6 丁目 

豊平区 ベルコシティホール美園斎場 美園 3 条 2 丁目 

豊平区 豊龍寺 美園 5 条 6 丁目 

豊平区 美園会館（美園まちづくりセンター・児童会館） 美園 6 条 5 丁目 

豊平区 福住寺 福住 1 条 1 丁目 

豊平区 福住地区会館（福住まちづくりセンター） 福住 1 条 4 丁目 

豊平区 平岸三区集会所 平岸 1 条 2 丁目 

豊平区 大乗寺 平岸 1 条 8 丁目 

豊平区 平岸会館（平岸まちづくりセンター） 平岸 2 条 7 丁目 

豊平区 長専寺 平岸 3 条 16 丁目 

豊平区 浄土宗般若苑光明寺 平岸 4 条 5 丁目 

豊平区 平岸四区第一福祉会館 平岸 4 条 5 丁目 

豊平区 極楽寺平岸無常堂 平岸 5 条 13 丁目 

豊平区 札幌平岸高校 平岸 5 条 18 丁目 

豊平区 豊平区民センター 平岸 6 条 10 丁目 

豊平区 豊白支院 豊平 1 条 2 丁目 

豊平区 覚英寺 豊平 1 条 4 丁目 

豊平区 龍松禅寺 豊平 3 条 6 丁目 

豊平区 善道寺 豊平 4 条 11 丁目 

豊平区 豊平神社 豊平 4 条 13 丁目 

豊平区 経王寺 豊平 4 条 3 丁目 

豊平区 慧林寺 豊平 4 条 8 丁目 

豊平区 北海道立総合体育センター（きたえーる） 豊平 5 条 11 丁目 

豊平区 真言宗湯殿山弘周寺 豊平 5 条 1 丁目 

豊平区 豊平会館（豊平まちづくりセンター・児童会館） 豊平 6 条 7 丁目 

豊平区 豊平若者活動センター 豊平 8 条 11 丁目 

清田区 札幌真栄高等学校 真栄 236 番地 

清田区 真栄地区会館 真栄 2 条 2 丁目 

清田区 清田区民センター（清田まちづくりセンター） 清田 1 条 2 丁目 

清田区 清田児童会館 清田 1 条 4 丁目 

清田区 清田有楽町内会館 清田 2 条 2 丁目 

清田区 札幌国際大学 清田 4 条 1 丁目 

清田区 清田中央総合会館（清田中央まちづくりセンター・児童会館） 清田 6 条 2 丁目 

清田区 清武館 清田 7 条 2 丁目 

清田区 里塚町内会会館 美しが丘 1 条 8 丁目 

清田区 ベルコ清田シティホール 美しが丘 3 条 3 丁目 

清田区 厚別神社 平岡 2 条 1 丁目 

清田区 「遊楽館」平岡 平岡 4 条 1 丁目 12-4 

清田区 平岡児童会館 平岡 8 条 1 丁目 

清田区 光円寺 北野 1 条 2 丁目 

清田区 札幌清田高校 北野 3 条 4 丁目 

清田区 北野連合会館（北野まちづくりセンター） 北野 4 条 2 丁目 

清田区 有明会館 有明 106 番地 

清田区 里塚・美しが丘地区センター 里塚 2 条 5 丁目 

南区 南禅院 常盤 330 番地 3 

南区 常盤一区会館 常盤 6 条 2 丁目 

南区 駒岡会館（駒岡地区開拓記念会館） 真駒内 143 番地 

南区 札幌市保養センター駒岡 真駒内 600 番地 20 

南区 真駒内セキスイハイムアリーナ 真駒内公園 1-1 

南区 南区民センター 真駒内幸町 2 丁目 

南区 真駒内五輪児童会館 真駒内泉町 3 丁目 

南区 真駒内養護学校 真駒内東町 2 丁目 
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南区 北海道青少年会館コンパス 真駒内柏丘 7 丁目 

南区 澄川地区会館（澄川まちづくりセンター） 澄川 3 条 2 丁目 

南区 澄川南福祉会館 澄川 4 条 10 丁目 

南区 すみかわ地区センター 澄川 4 条 4 丁目 

南区 札幌新陽高校 澄川 5 条 7 丁目 

南区 札幌啓北商業高校 石山 1 条 2 丁目 

南区 石山会館（石山まちづくりセンター） 石山 1 条 4 丁目 

南区 妙現寺 石山 2 条 2 丁目 

南区 石山児童会館 石山 1 条 4 丁目 

南区 石山東平和会館 石山東 4 丁目 

南区 芸術の森地区まちづくりセンター 石山東 7 丁目 

南区 札幌藻岩高校 川沿 3 条 2 丁目 

南区 ベルコ札幌南シティホール 川沿 6 条 2 丁目 

南区 もいわ地区センター（藻岩まちづくりセンター） 川沿 8 条 2 丁目 

南区 宝流寺 川沿 9 条 2 丁目 

南区 藻南福祉会館 川沿 11 条 2 丁目 

南区 滝野会館 滝野 102 

南区 中ノ沢会館 中ノ沢 1711 番地 

南区 真行寺 定山渓温泉東 3 丁目 

南区 定山渓集会所（定山渓まちづくりセンター） 定山渓温泉東 4 丁目 

南区 藤野地区センター（藤野まちづくりセンター） 藤野 2 条 7 丁目 

南区 含笑寺 藤野 2 条 9 丁目 

南区 札幌南陵高校 藤野 5 条 10 丁目 

南区 豊成養護学校 南 30 条西 8 丁目 

南区 信證寺 南 33 条西 10 丁目 

南区 藻岩下地区会館（藻岩下まちづくりセンター） 南 34 条西 9 丁目 

南区 南沢福祉会館 南沢 1822 番地 

南区 東海大学札幌キャンパス 南沢 5 条 1 丁目 

南区 札幌市北方自然教育園 白川 1814 番地 

南区 簾舞地区会館（簾舞まちづくりセンター・児童会館） 簾舞 3 条 6 丁目 

南区 ミソマップ会館 簾舞 4 条 2 丁目 

西区 札幌市生涯学習センター「ちえりあ」 宮の沢 1 条 1 丁目 

西区 宮の沢中央会館 宮の沢 1 条 5 丁目 

西区 宮の沢会館 宮の沢 2 条 5 丁目 

西区 西区民センター 琴似 2 条 7 丁目 

西区 浄恩寺 琴似 3 条 6 丁目 

西区 浄国寺 山の手 1 条 12 丁目 

西区 日登寺 山の手 2 条 1 丁目 

西区 札幌山の手高校 山の手 2 条 8 丁目 

西区 市立札幌山の手支援学校体育館 山の手 6 条 8 丁目 

西区 昭妙寺 西野 14 条 8 丁目 

西区 ベルコシティホール札幌西 西野 2 条 3 丁目 

西区 西野福祉会館 西野 3 条 2 丁目 

西区 西野中央会館 西野 3 条 8 丁目 

西区 西野地区センター 西野 4 条 2 丁目 

西区 昭和会館（西野まちづくりセンター） 西野 6 条 3 丁目 

西区 西野あおい保育園 西野 7 条 8 丁目 

西区 手稲東児童会館 西町北 10 丁目 

西区 證誓寺 西町南 8 丁目 

西区 西町会館 西町南 9 丁目 

西区 二十四軒会館 二十四軒 3 条 4 丁目 

西区 八軒まちづくりセンター(西健康づくりセンター） 八軒 1 条西 1 丁目 

西区 はちけん地区センター 八軒 6 条西 2 丁目 
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区名 施設名 所在地 

西区 八軒中央会館 八軒 6 条西 2 丁目 

西区 はっさむ地区センター 発寒 10 条 4 丁目 

西区 札幌琴似工業高校 発寒 13 条 11 丁目 

西区 発寒福祉会館 発寒 5 条 3 丁目 

西区 西老人福祉センター   

手稲区 祥龍寺 瑞龍閣 稲穂 2 条 1 丁目 

手稲区 稲穂会館（稲穂金山まちづくりセンター） 稲穂 3 条 5 丁目 

手稲区 手稲養護学校 稲穂 3 条 7 丁目 

手稲区 北海道札幌稲穂高等支援学校 稲穂 4 条 7 丁目 

手稲区 金山会館 金山 2 条 2 丁目 

手稲区 札幌手稲高校 手稲前田 497 番地 

手稲区 手稲中央幼稚園 手稲本町 2 条 5 丁目 

手稲区 手稲コミュニティセンター（手稲まちづくりセンター） 手稲本町 3 条 1 丁目 

手稲区 北海道札幌稲雲高等学校 手稲本町 6 条 4 丁目 

手稲区 新発寒地区センター（新発寒まちづくりセンター） 新発寒 5 条 4 丁目 

手稲区 星置地区センター（星置まちづくりセンター） 星置 2 条 3 丁目 

手稲区 手稲区民センター 前田 1 条 11 丁目 

手稲区 手稲前田児童会館 前田 2 条 12 丁目 

手稲区 タケシンスクエアビル 前田 4 条 10 丁目 2-8 

手稲区 ベルコ手稲シティホール 西宮の沢 3 条 3 丁目 
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３ 指定緊急避難場所（大規模な火事）一覧 （危機管理局） 

 
区名 施設名 所在地 

中央区 旭山記念公園 界川 4 丁目 

中央区 円山公園 宮が丘、円山西町 8 丁目、宮の森 1～2 条 14

丁目他 

中央区 中島公園 中島公園、南 14 条西 5 丁目、南 15 条西 4

丁目 

北区 あいの里公園 あいの里 4 条 8 丁目 

北区 新川中央公園・札幌新川高校グラウンド・新川小

学校グラウンド 

新川 4 条 14 丁目、新川 5 条 14～15 丁目 

北区 屯田西公園 屯田 4 条 9～10 丁目 

北区 百合が原公園 百合が原公園 210 

北区 北大農場（北 18 条以南） 北 8～18 条西 10～13 丁目 

北区 北大農場（北 19 条以北） 北 19～23 条西 9～13 丁目 

北区 麻生球場 麻生町 7 丁目 8-1 

東区 札幌市スポーツ交流施設（つどーむ） 栄町 885 番地 1 

東区 ひのまる公園 北 41 条東 10 丁目 1 

東区 札幌市農業体験交流施設（さとらんど） 丘珠町 584-2 他 

東区 美香保公園 北 20～22 条東 4～5 丁目 

東区 伏古公園 伏古 1 条 2 丁目 

白石区 川下公園 川下 2651 番地 

白石区 アクセスサッポロ第 3 駐車場 流通センター7 丁目 

白石区 北郷公園 北郷 8 条 9 丁目 1 

厚別区 熊の沢公園 もみじ台西 6 丁目 2 

厚別区 厚別公園 上野幌 3 条 1 丁目 2 

厚別区 青葉中央公園 青葉町 5 丁目 2 

厚別区 北星学園大学 大谷地西 2 丁目 

厚別区 野幌森林公園 厚別町小野幌 53 番地 

豊平区 札幌ドーム 羊が丘 1 番地 

豊平区 月寒公園 美園 10～12 条 7～8 丁目、月寒西 2～3 条 4

丁目 

豊平区 西岡公園 西岡 544 番地 

豊平区 平岸霊園 平岸 5 条 15 丁目 1 

豊平区 豊平公園 豊平 5 条 13 丁目 1 

豊平区 北海道農業研究センター 羊が丘 1 番地 

清田区 平岡公園 平岡公園 1 

清田区 北海学園清田グラウンド 清田 355 番地 

清田区 里塚霊園 里塚 468 番地 

南区 札幌啓北商業高校 石山 1 条 2 丁目 15-1 

南区 札幌藻岩高校 川沿 3 条 2 丁目 1-1 

南区 真駒内公園 真駒内公園 3-1 

南区 定山渓中学校 定山渓温泉西 1 丁目 31 

南区 藤野公園 藤野 3 条 10 丁目 4 

西区 宮丘公園 西野 290 番地 

西区 鉄興公園・札幌琴似工業高校 発寒 11～13 条 11 丁目 

西区 農試公園 八軒 5 条西 6 丁目 

手稲区 運転免許試験場 曙 5 条 4 丁目 1-1 

手稲区 手稲稲積公園 前田 1 条 5 丁目 1 

手稲区 前田森林公園 前田 591 番地 4 

手稲区 北海道科学大学グラウンド 前田 7 条 15 丁目 
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４ 一時避難場所一覧（公園以外） （危機管理局） 

市立小中学校のグラウンド及びすべての公園を指定している他、次の施設を指定している。 

※土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害危険箇所などの危険区域に立地又は近接している場所は、避

難経路及び周辺状況に注意を要す。 

 

区名 施設名 所在地 

中央区 宗教法人真如苑北海道本部第 7 駐車場 円山西町 9 丁目 

中央区 道庁前広場 北 3 条西 6 丁目 

中央区 札幌旭丘高校 旭ヶ丘 6 丁目 

中央区 札幌西高校 宮の森 4 条 8 丁目 

中央区 札幌南高校 南 18 条西 6 丁目 

中央区 札幌龍谷学園高校 北 4 条西 19 丁目 

中央区 静修高校 南 16 条西 6 丁目 

中央区 あけぼのアート＆コミュニティセンター 南 11 条西 9 丁目 

中央区 札幌大通高校 北 2 条西 11 丁目 

中央区 曹洞宗大乗院薬王寺駐車場 宮の森 1263 番地 3 

中央区 大倉山ジャンプ競技場駐車場 宮の森 1274 番地 

中央区 競馬場 北 16 条西 16 丁目 

中央区 北ガスアリーナ札幌 46 広場 北 4 条東 6 丁目 

中央区 苗穂ヒラクス EAST 広場 北 3 条東 11 丁目 

北区 札幌工業高校 北 20 条西 13 丁目 

北区 札幌北高校 北 25 条西 11 丁目 

北区 麻生自動車学校教習コース 北 36 条西 5 丁目 1-1 

北区 札幌国際情報高校 新川 717 番地 1 

北区 札幌北陵高校 屯田 7 条 8 丁目 

北区 有朋高校 屯田 9 条 7 丁目 

北区 札幌英藍高校 篠路町篠路 372-67 

北区 篠路破砕工場 篠路町福移 153 

北区 豊明高等養護学校 西茨戸 4 条 1 丁目 

東区 苗穂駅北口広場 北 5 条東 10 丁目 16 番 

東区 札幌光星高校 北 13 条東 9丁目 

東区 札幌大谷高校 北 16 条東 9丁目 

東区 札幌北斗高校 北 15 条東 2丁目 

東区 札幌東陵高校 東苗穂 10 条 1 丁目 

東区 札幌丘珠高校 北丘珠 1 条 2 丁目 

白石区 白石清掃工場 東米里 2170 番地 

白石区 東部水再生プラザ 東米里 2172 番地 

白石区 札幌白陵高校 東米里 2062 番地 

白石区 札幌東高校 菊水 9 条 3 丁目 

白石区 札幌白石高校 川北 2261 番地 

厚別区 札幌啓成高校 厚別東 4 条 8 丁目 

厚別区 札幌東商業高校 厚別中央 3 条 5 丁目 

豊平区 北海学園札幌高校（旧札幌商業高校） 旭町 4 丁目 

豊平区 北海道尚志学園高校 中の島 2 条 6 丁目 

豊平区 札幌月寒高校 月寒東 1 条 3 丁目 

豊平区 札幌大学 西岡 3 条 7 丁目 

豊平区 札幌第一高校 月寒西 1 条 9 丁目 

豊平区 札幌平岸高校 平岸 5 条 18 丁目 

豊平区 北海学園大学 旭町 4 丁目 

豊平区 北海高校 旭町 4 丁目 

清田区 札幌国際大学 清田 4 条 1 丁目 

清田区 札幌清田高校 北野 3 条 4 丁目 

清田区 札幌真栄高等学校 真栄 236 番地 1 
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区名 施設名 所在地 

南区 三笠スキー場 定山渓 572 番地 

南区 札幌藻岩山スキー場 藻岩下 1991 番地 

南区 澄川パークゴルフ場 澄川 458 番地 

南区 札幌南陵高校 藤野 5 条 10 丁目 

南区 札幌市北方自然教育園 白川 1814 番地 

南区 札幌新陽高校 澄川 5 条 7 丁目 

南区 東海大学札幌キャンパス 南沢 5 条 1 丁目 

南区 豊成養護学校 南 30 条西 8丁目 

南区 真駒内養護学校 真駒内東町 2 丁目 2-1 

南区 北海道文教大学明清高校 藤野 400 番地 

西区 ポリテクセンター北海道 二十四軒 4 条 1 丁目 

西区 西野第一町内会館 西野 6 条 8 丁目 

西区 札幌山の手高校 山の手 2 条 8 丁目 

手稲区 札幌手稲高校 手稲前田 497 番地 

手稲区 手稲中央幼稚園 手稲本町 2 条 5 丁目 

 

 

 

  



Ⅱ災害時拠点施設・資機材等 

Ⅱ-18 

５ 応急救援備蓄物資の状況（令和４年 12月１日現在） （危機管理局） 
（１）備蓄物資 

 
(1)食糧対策 (2)トイレ対策 (3)防寒対策 (4)その他 

アレルギー対応 

アルファ化米 

338,000 簡易便座 9,300 寝袋 110,700 生理用品 73,500 不織布マスク 265,600 ペーパータオル 267,200 

加工品（クラッ

カー・ビスケッ

ト） 

140,000 身障者用便

座 

123 毛布 110,700 生理用品 

（夜用） 

6,300 プラスチック手袋 73,800 タオル 658 

粥 54,000 排便収納袋 670,000 移動式灯油ｽﾄ

ｰﾌﾞ 

1,860 歯ブラシ 100,000 使い捨て手袋 93,600 ごみ袋 69,800 

レトルト食品等 54,000 し尿凝固剤 741,000 灯油用ﾎﾟﾘﾀﾝｸ 310 ＬＰｶﾞｽｺﾝﾛ 400 非接触型体温計 640 フェイスシールド 3,290 

合  計 586,000 紙おむつ 100,900 灯油用ﾎﾟﾝﾌﾟ 310 手廻ﾗｼﾞｵﾗｲﾄ 2,680 非接触型体温計の

交換用乾電池 

1,232 レインコート 10,000 

哺乳瓶 2,500 大人用 34,700 段ボールベッ

ド 

1,550 LEDランタン 6,200 消毒液 

（アルコール） 

2,403 ボトル 658 

粉ミルク 11,080 乳児用 66,200 カセットコン

ロ 

924 LED 投光器 920 施設用消毒剤 

（次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳ

ﾑ） 

349 フロアワイパー 1,560 

ｱﾚﾙｷﾞｰ用粉ﾐﾙｸ 32     カセットガス

ボンベ 

4,680 ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ 40 施設用消毒剤 

（界面活性剤） 

308 フロアワイパー用除

菌シート 

99,840 

            発電機 310 ハンドソープ 1,890 避難所用パーテーシ

ョン 

3,120 

                アイソレーション

ガウン 

3,070 N95 マスク 3,120 

                ホワイトボードロ

ール 

315 簡易ベッド 50 

 

◎応急救援備蓄物資の配置場所 

  配置箇所数 326 箇所（全体） 

 指定緊急避難場所 兼 指定避難所（基幹） 307 箇所 

 (1)指定緊急避難所（市立小中学校）（合計 292 か所） 

 

  箇所数 名    称 住    所 

中央区 24 

桑園小学校 中央区北 8 条西 17 丁目 

日新小学校 中央区北 8 条西 25 丁目 

中央小学校 中央区大通東 6 丁目 

二条小学校 中央区南 2 条西 15 丁目 

資生館小学校 中央区南 3 条西 7 丁目 

啓明中学校 中央区南 9 条西 22 丁目 

幌西小学校 中央区南 10 条西 17 丁目 

緑丘小学校 中央区南 10 条西 22 丁目 

向陵中学校 中央区北 4 条西 28 丁目 

中島中学校 中央区南 12 条西 7 丁目 

山鼻小学校 中央区南 14 条西 10 丁目 

伏見中学校 中央区南 16 条西 17 丁目 

伏見小学校 中央区南 18 条西 15 丁目 

幌南小学校 中央区南 21 条西 5 丁目 

山鼻中学校 中央区南 23 条西 13 丁目 

山鼻南小学校 中央区南 29 条西 12 丁目 

盤渓小学校 中央区盤渓 226 番地 

宮の森中学校 中央区宮の森 1 条 16 丁目 

大倉山小学校 中央区宮の森 3 条 13 丁目 

宮の森小学校 中央区宮の森 4 条 6 丁目 
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  箇所数 名    称 住    所 

中央区 24 

三角山小学校 中央区宮の森 4 条 11 丁目 

円山小学校 中央区北 1 条西 25 丁目 

柏中学校 中央区南 21 条西 5 丁目 

中央中学校 中央区北 4 条東 3 丁目  

北区 43 

幌北小学校 北区北 19 条西 2 丁目 

白楊小学校 北区北 24 条西 7 丁目 

新陽小学校 北区北 27 条西 14 丁目 

北陽中学校 北区北 34 条西 7 丁目 

和光小学校 北区北 34 条西 7 丁目 

新琴似南小学校 北区新琴似 1 条 3 丁目 

新光小学校 北区新琴似 1 条 12 丁目 

光陽中学校 北区新琴似 4 条 11 丁目 

光陽小学校 北区新琴似 5 条 11 丁目 

新琴似小学校 北区新琴似 7 条 3 丁目 

新琴似中学校 北区新琴似 7 条 4 丁目 

新琴似北中学校 北区新琴似 10 条 10 丁目 

新琴似緑小学校 北区新琴似 10 条 11 丁目 

新琴似西小学校 北区新琴似 11 条 15 丁目 

新琴似北小学校 北区新琴似 11 条 6 丁目 

新川西中学校 北区新川 4 条 15 丁目 

新川中学校 北区新川 4 条 3 丁目 

新川小学校 北区新川 5 条 15 丁目 

屯田南小学校 北区屯田 5 条 4 丁目 

屯田西小学校 北区屯田 6 条 10 丁目 

屯田中央中学校 北区屯田 6 条 8 丁目 

屯田小学校 北区屯田 7 条 6 丁目 

屯田北中学校 北区屯田 9 条 4 丁目 

屯田北小学校 北区屯田 9 条 3 丁目 

太平南小学校 北区太平 1 条 1 丁目 

太平中学校 北区太平 8 条 2 丁目 

太平小学校 北区篠路 1 条 2 丁目 

篠路西小学校 北区篠路 5 条 2 丁目 

篠路西中学校 北区篠路 6 条 2 丁目 

茨戸小学校 北区東茨戸 1 条 2 丁目 

篠路中学校 北区篠路町篠路 368 番地 

あいの里東中学校 北区あいの里 2 条 7 丁目 

拓北小学校 北区あいの里 2 条 1 丁目 

あいの里東小学校 北区あいの里 3 条 7 丁目 

鴻城小学校 北区あいの里 3 条 6 丁目 

百合が原小学校 北区百合が原 6 丁目 

北九条小学校 北区北 9 条西 1 丁目 

篠路小学校 北区篠路 4 条 9 丁目 

新川中央小学校 北区新川 3 条 3 丁目 

北陽小学校 北区北 31 条西 9 丁目 

あいの里西小学校 北区あいの里 2 条 3 丁目 

北辰中学校 北区北 18 条西 2 丁目 

上篠路中学校 北区篠路町上篠路 116 番地 14 

東区 40 

東苗穂小学校 東区東苗穂 5 条 2 丁目 

札苗小学校 東区東苗穂 7 条 2 丁目 

札苗中学校 東区東苗穂 7 条 1 丁目 

札苗北小学校 東区東苗穂 9 条 3 丁目 
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東区 40 

札苗北中学校 東区東苗穂 10 条 3 丁目 

栄南中学校 東区北 36 条東 16 丁目 

栄南小学校 東区北 37 条東 20 丁目 

栄西小学校 東区北 39 条東 4 丁目 

栄小学校 東区北 42 条東 10 丁目 

栄中学校 東区北 46 条東 6 丁目 

栄緑小学校 東区北 51 条東 10 丁目 

札幌小学校 東区伏古 1 条 2 丁目 

伏古小学校 東区伏古 8 条 5 丁目 

伏古北小学校 東区伏古 11 条 1 丁目 

丘珠小学校 東区丘珠町 593 番地 

中沼小学校 東区中沼町 73-10 

福移小中学校 東区中沼町 240 番地 

苗穂小学校 東区北 9 条東 13 丁目 

北光小学校 東区北 12 条東 6 丁目 

美香保中学校 東区北 17 条東 6 丁目 

明園小学校 東区北 19 条東 14 丁目 

開成小学校 東区北 21 条東 21 丁目 

明園中学校 東区北 22 条東 12 丁目 

元町小学校 東区北 25 条東 17 丁目 

北園小学校 東区北 25 条東 4 丁目 

元町北小学校 東区北 31 条東 14 丁目 

北栄中学校 東区北 33 条東 2 丁目 

北小学校 東区北 33 条東 4 丁目 

東栄中学校 東区本町 1 条７丁目 

東光小学校 東区本町 2 条 1 丁目 

本町小学校 東区本町 2 条 7 丁目 

美香保小学校 東区北 18 条東 6 丁目  

栄北小学校 東区北 47 条東 6 丁目 

栄東小学校 東区北 46 条東 13 丁目 

札苗緑小学校 東区東苗穂 13 条 4 丁目 

札幌中学校 東区伏古 8 条 1 丁目 

元町中学校 東区北 28 条東 20 丁目 

丘珠中学校 東区丘珠町 674 番地 15 

栄町中学校（栄町小学校分を併せて備蓄） 東区北 36 条東 14 丁目 

栄町小学校 東区北 36 条東 13 丁目 

白石区 28 

東札幌小学校 白石区東札幌 4 条 5 丁目 

西白石小学校 白石区中央 3 条 5 丁目 

南白石小学校 白石区南郷通 2 丁目南 

東白石中学校 白石区南郷通 15 丁目北 

南郷小学校 白石区本郷通 4 丁目南 

白石中学校 白石区本郷通 6 丁目南 

大谷地小学校 白石区本通 18 丁目南 

東白石小学校 白石区本通 14 丁目南 

白石小学校 白石区本通 1 丁目北 

本通小学校 白石区平和通 9 丁目南 

柏丘中学校 白石区平和通 8 丁目北 

幌東小学校 白石区菊水 6 条 3 丁目 

幌東中学校 白石区菊水 6 条 3 丁目 

東橋小学校 白石区菊水 8 条 1 丁目 

菊水小学校 白石区菊水元町 2 条 3 丁目 
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白石区 28 

北都小学校 白石区北郷 3 条 11 丁目 

北郷小学校 白石区北郷 4 条 5 丁目 

北白石小学校 白石区北郷 6 条 3 丁目 

北白石中学校 白石区北郷 6 条 3 丁目 

川北小学校 白石区川北 4 条 2 丁目 

東川下小学校 白石区川下 4 条 3 丁目 

北都中学校 白石区川下 749 番地 

米里小学校 白石区米里 1 条 3 丁目 

米里中学校 白石区米里 1 条 4 丁目 

上白石小学校 白石区菊水上町 1 条 3 丁目 

本郷小学校 白石区南郷通 10 丁目南 

平和通小学校 白石区本通 15 丁目北 

日章中学校 白石区東札幌 4 条 5 丁目 

厚別区 20 

小野幌小学校 厚別区厚別東 2 条 4 丁目 

厚別中学校 厚別区厚別東 3 条 5 丁目 

厚別北中学校 厚別区厚別町小野幌 774 番地 

もみじの丘小学校 厚別区もみじ台東 4 丁目 

もみじの森小学校 厚別区もみじ台西 3 丁目 

もみじ台中学校 厚別区もみじ台西 1 丁目 

青葉中学校 厚別区青葉町 10 丁目 

上野幌小学校 厚別区厚別南 7 丁目 

上野幌中学校 厚別区上野幌 2 条 3 丁目 

ノホロの丘小学校 厚別区上野幌 2 条 4 丁目 

厚別南中学校 厚別区大谷地東 7 丁目 

大谷地東小学校 厚別区大谷地東 5 丁目 

ひばりが丘小学校 厚別区厚別中央 2 条 4 丁目 

信濃中学校 厚別区厚別中央 3 条 2 丁目 

信濃小学校 厚別区厚別中央 4 条 3 丁目 

厚別西小学校 厚別区厚別西 3 条 1 丁目 

厚別北小学校 厚別区厚別北 2 条 3 丁目 

共栄小学校 厚別南 2 丁目  

厚別通小学校 厚別区厚別西 4 条 3 丁目  

厚別東小学校 厚別区厚別東 4 条 8 丁目  

豊平区 31 

みどり小学校 豊平区美園 5 条 2 丁目 

月寒小学校 豊平区月寒西 2 条 5 丁目 

西岡小学校 豊平区西岡 2 条 9 丁目 

西岡中学校 豊平区西岡 3 条 12 丁目 

西岡北小学校 豊平区西岡 3 条 6 丁目 

西岡北中学校 豊平区西岡 3 条 8 丁目 

西岡南小学校 豊平区西岡 4 条 12 丁目 

羊丘中学校 豊平区福住 1 条 3 丁目 

福住小学校 豊平区福住 3 条 5 丁目 

あやめ野小学校 豊平区月寒東 1 条 11 丁目 

羊丘小学校 豊平区月寒東 1 条 16 丁目 

月寒中学校 豊平区月寒東 2 条 2 丁目 

あやめ野中学校 豊平区月寒東 3 条 11 丁目 

月寒東小学校 豊平区月寒東 3 条 10 丁目 

東月寒中学校 豊平区月寒東 3 条 18 丁目 

しらかば台小学校 豊平区月寒東 4 条 18 丁目 

東園小学校 豊平区豊平 1 条 12 丁目 

豊平小学校 豊平区豊平 5 条 7 丁目 
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豊平区 31 

八条中学校 豊平区豊平 8 条 13 丁目 

旭小学校 豊平区水車町 3 丁目 

中の島小学校 豊平区中の島 2 条 1 丁目 

平岸西小学校 豊平区平岸 1 条 15 丁目 

平岸小学校 豊平区平岸 2 条 14 丁目 

東山小学校 豊平区平岸 4 条 11 丁目 

美園小学校 豊平区平岸 5 条 7 丁目 

平岸高台小学校 豊平区平岸 5 条 18 丁目 

豊園小学校 豊平区美園 1 条 4 丁目 

南月寒小学校 豊平区月寒西 4 条 8 丁目 

平岸中学校 豊平区平岸 1 条 21 丁目 

陵陽中学校 豊平区平岸 6 条 11 丁目 

中の島中学校 豊平区中の島 2 条 3 丁目 

清田区 22 

三里塚小学校 清田区里塚 2 条 6 丁目 

真栄中学校 清田区美しが丘 1 条 1 丁目 

美しが丘小学校 清田区美しが丘 2 条 5 丁目 

美しが丘緑小学校 清田区美しが丘 4 条 5 丁目 

有明小学校 清田区有明 141 番地 

清田南小学校 清田区清田 5 条 2 丁目 

清田緑小学校 清田区清田 7 条 3 丁目 

北野中学校 清田区北野 2 条 3 丁目 

北野小学校 清田区北野 3 条 2 丁目 

北野台小学校 清田区北野 4 条 5 丁目 

北野台中学校 清田区北野 4 条 4 丁目 

平岡中学校 清田区平岡 2 条 5 丁目 

平岡中央中学校 清田区平岡 5 条 4 丁目 

平岡小学校 清田区平岡 9 条 2 丁目 

平岡緑中学校 清田区平岡公園東 9 丁目 

平岡公園小学校 清田区平岡公園東 5 丁目 

清田小学校 清田区清田 1 条 4 丁目 

北野平小学校 清田区北野 2 条 3 丁目  

真栄小学校 清田区美しが丘 1 条 1 丁目 

平岡南小学校 清田区平岡 2 条 6 丁目 

平岡中央小学校 清田区平岡 5 条 3 丁目 

清田中学校 清田区清田 3 条 3 丁目 

南区 29 

澄川西小学校 南区澄川 2 条 5 丁目 

澄川小学校 南区澄川 5 条 4 丁目 

澄川南小学校 南区澄川 5 条 13 丁目 

澄川中学校 南区澄川 6 条 6 丁目 

真駒内中学校 南区真駒内幸町 3 丁目 

真駒内公園小学校 南区真駒内曙町 2 丁目 

真駒内曙中学校 南区真駒内曙町 2 丁目 

南小学校 南区南 31 条西 9 丁目 

藻岩北小学校 南区川沿 2 条 3 丁目 

藻岩小学校 南区川沿 7 条 2 丁目 

藻岩中学校 南区川沿 7 条 3 丁目 

藻岩南小学校 南区川沿 18 条 2 丁目 

南が丘中学校 南沢 2 条 1 丁目 

南の沢小学校 南区南沢 3 条 2 丁目 

北の沢小学校 南区北の沢 1727 番地 

石山中学校 南区石山 2 条 8 丁目 
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南区 29 

藤の沢小学校 南区石山 528 番地 

常盤中学校 南区常盤 2 条 2 丁目 

駒岡小学校 南区真駒内 143 番地 

簾舞小学校 南区簾舞 1 条 4 丁目 

藤野小学校 南区藤野 2 条 7 丁目 

藤野南小学校 南区藤野 4 条 6 丁目 

藤野中学校 南区藤野 5 条 6 丁目 

定山渓小学校 南区定山渓温泉東 4 丁目 

定山渓中学校 南区定山渓温泉西 1 丁目 

石山緑小学校 南区石山 1 条 4 丁目  

真駒内桜山小学校 南区真駒内泉町 3 丁目 

簾舞中学校 南区簾舞 3 条 3 丁目 

芸術の森小学校 南区常盤 2 条 3 丁目 

西区 30 

山の手小学校 西区山の手 5 条 6 丁目 

福井野小学校 西区福井 6 丁目 

福井野中学校 西区福井 6 丁目 

平和小学校 西区平和 3 条 8 丁目 

西園小学校 西区西野 1 条 7 丁目 

手稲東中学校 西区西野 2 条 5 丁目 

宮の丘中学校 西区西野 3 条 10 丁目 

手稲東小学校 西区西野 4 条 3 丁目 

西野小学校 西区西野 8 条 4 丁目 

西野第二小学校 西区西野 8 条 7 丁目 

西野中学校 西区西野 8 条 7 丁目 

手稲宮丘小学校 西区宮の沢 3 条 2 丁目 

二十四軒小学校 西区二十四軒 2 条 3 丁目 

発寒南小学校 西区発寒 2 条 4 丁目 

発寒西小学校 西区発寒 5 条 7 丁目 

発寒中学校 西区発寒 5 条 7 丁目 

発寒小学校 西区発寒 10 条 4 丁目 

西陵中学校 西区発寒 15 条 2 丁目 

発寒東小学校 西区発寒 15 条 2 丁目 

八軒西小学校 西区八軒 3 条西 5 丁目 

八軒小学校 西区八軒 4 条西 1 丁目 

八軒中学校 西区八軒 8 条西 8 丁目 

八軒北小学校 西区八軒 8 条西 6 丁目 

八軒東中学校 西区八軒 2 条東 3 丁目 

琴似中央小学校 西区八軒 7 条東 1 丁目 

琴似小学校 西区琴似 2 条 7 丁目 

西小学校 西区発寒 7 条 13 丁目 

山の手南小学校 西区山の手 1 条 9 丁目  

琴似中学校 西区山の手 4 条 2 丁目 

陵北中学校 西区二十四軒 2 条 3 丁目 

手稲区 25 

西宮の沢小学校 手稲区西宮の沢 2 条 4 丁目 

富丘小学校 手稲区富丘 1 条 6 丁目 

手稲中学校 手稲区富丘 3 条 5 丁目 

手稲中央小学校 手稲区手稲本町 3 条 2 丁目 

稲穂小学校 手稲区稲穂 4 条 5 丁目 

手稲西小学校 手稲区金山 3 条 2 丁目 

手稲西中学校 手稲区金山 3 条 2 丁目 

新発寒小学校 手稲区新発寒 2 条 2 丁目 
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手稲区 25 

新陵中学校 手稲区新発寒 5 条 4 丁目 

新陵東小学校 手稲区新発寒 5 条 4 丁目 

新陵小学校 手稲区新発寒 6 条 6 丁目 

手稲鉄北小学校 手稲区前田 2 条 12 丁目 

稲積中学校 手稲区前田 4 条 5 丁目 

稲積小学校 手稲区前田 5 条 7 丁目 

前田小学校 手稲区前田 6 条 11 丁目 

前田中学校 手稲区前田 7 条 13 丁目 

前田中央小学校 手稲区手稲前田 8 条 12 丁目 

前田北小学校 手稲区前田 10 条 18 丁目 

前田北中学校 手稲区前田 10 条 15 丁目 

稲陵中学校 手稲区曙 7 条 2 丁目 

手稲山口小学校 手稲区曙 11 条 2 丁目 

星置東小学校 手稲区星置 2 条 1 丁目 

星置中学校 手稲区星置 3 条 5 丁目 

手稲北小学校 手稲区手稲山口 653 番地 

稲穂中学校 手稲区稲穂 4 条 2 丁目 

 

(2）指定緊急避難場所（体育館）（合計 10 か所） 

  箇所数 名    称 住    所 

中央区 1 北ガスアリーナ札幌 46（中央体育館） 中央区北 4 条東 6 丁目 

北区 1 北区体育館 北区新琴似 8 条 2 丁目 

東区 1 東区体育館 東区北 27 条東 14 丁目 

白石区 1 白石区体育館 白石区南郷通 6 丁目北 

厚別区 1 厚別区体育館 厚別区厚別中央 2 条 5 丁目 

豊平区 1 豊平区体育館 豊平区月寒東 2 条 20 丁目 

清田区 1 清田区体育館 清田区平岡 1 条 5 丁目 

南区 1 南区体育館 南区川沿 4 条 2 丁目 

西区 1 西区体育館 西区発寒 5 条 8 丁目 

手稲区 1 手稲区体育館 手稲区曙 2 条 1丁目 

 

(3) 指定緊急避難場所（その他）（合計 5 か所） 

  箇所数 名    称 住    所 

東区 1 開成中等教育学校 東区北 22 条東 21 丁目 

白石区 1 白陵高校 白石区東米里 1062 番地 

白石区 1 札幌コンベンションセンター 白石区東札幌 6 条 1 丁目 

南区 1 豊滝除雪ステーション 南区豊滝 424 番地 

手稲区 1 北海道科学大学 手稲区前田 7 条 15 丁目 
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(4) 各区倉庫   （合計 17 か所）  
箇所数 名    称 住    所 

中央区 1 中央区役所仮庁舎 中央区大通西 2 丁目 9 

北区 1 北区役所 北区北 24 条西 6 丁目 

東区 1 東区役所 東区北 11 条東 7 丁目 

白石区 2 白石区役所 白石区南郷通 1 丁目 

東米里水防倉庫 白石区東米里 2151-20 

厚別区 3 厚別区役所 厚別区厚別中央 1 条 5 丁目 

市民交流広場ステージ下倉庫 厚別区厚別中央 1 条 5 丁目 

地下鉄新さっぽろ駅構内倉庫 厚別区厚別中央 1 条 5 丁目 

豊平区 2 豊平区区民センター 豊平区平岸 6 条 10 丁目 

西岡福住地区センター 豊平区西岡 4 条 9 丁目 

清田区 1 市民交流広場地下防災備蓄倉庫 清田区平岡 1 条 1 丁目 

南区 2 南区役所 南区真駒内幸町 2 丁目 

南清掃事務所 南区真駒内 602 番地 

西区 2 西区役所 西区琴似 2 条７丁目 

西区役所分庁舎 西区琴似 2 条７丁目 

手稲区 2 手稲区役所 手稲区前田 1 条 11 丁目 

手稲コミュニティーセンター 手稲区手稲本町 3 条 1 丁目 

 
(5) 防災拠点倉庫   （合計 2 か所） 

  箇所数 名    称 住    所 

札幌市 2 菊水拠点倉庫 白石区菊水 1 条 3 丁目 

豊水拠点倉庫 中央区南 8 条西 2 丁目 
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６ 災害時基幹病院一覧 （保健福祉局保健所医療政策課） 
 

整
理
番
号 

病院名 住     所 診療科目  

病床数 

電話 

番号 

指定 

年月日 
備考 総 

数 

一 

般 

精 

神 

結 

核 

感
染
症 

療 

養 
1 

札幌医科大学 

医学部附属病院 

中央区南 1 条

西 16 丁目２９１

番地 

内,精,循,小,外,整,形,

脳,心外,皮,泌,産婦,

眼,耳,ﾘﾊ,放,歯,歯外,

麻,神内,矯歯 

938 890 42 6 － － 
611 

-2111 
8. 9.17 

救急救命

ｾﾝﾀｰ、

救急告示

病院、特

定機能病

院、人工

透析 

2 市立札幌病院 

中央区北 11

条西 13 丁目１

番１号 

内,精,神内,ﾘｳ,小,外,

整,形,脳,呼外,小外,

皮,泌,産婦,眼,耳,ﾘﾊ,

麻,呼吸科,消内,消外,

循内,腎内,血内,腫瘍

内科,乳外,病理,救急,

歯外,心外,糖尿病内

分泌内科,新生児内

科,緩和ｹｱ内科,感内,

腎臓移植外科,放診,

放治 

810 764 38 － 8 － 
726 

-2211 
8. 9.17 

救命救急

ｾﾝﾀｰ、

救急告示

病院、人

工透析 

3 
ＪＡ北海道厚生連 

札幌厚生病院 

中央区北 3 条

東 8 丁目５番

地  

内,呼内,消内,循内,

小,外,整,皮,泌,産婦,

眼,耳,ﾘﾊ,放,麻,神内,

心外,精,緩和ｹｱ,「糖

尿病・内分泌内科」，

血内，化学療法内科 

519 519 － － － － 
261 

-5331 
8. 9.17 

救急告示

病院、人

工透析 

4 
ＮＴＴ東日本 

札幌病院 

中央区南 1 条

西 15 丁目  

精,呼内,消内,循内,

小,外,整,皮,泌,産婦,

眼,耳,放,麻,心外,腎

内,人工透析内科,「血

液,腫瘍内科」,糖尿病

内分泌内科,ﾘｳ 

301 301 － － － － 
623 

-7000 
8. 9.17 

救急告示

病院、人

工透析 
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整
理
番
号 

病院名 住     所 診療科目  

病床数 

電話 

番号 

指定 

年月日 
備考 総 

数 

一 

般 

精 

神 

結 

核 

感
染
症 

療 

養 

5 北海道大学病院 
北区北 14 条西 

5 丁目 

内,消内,循内,血内,腫

瘍内科,精,神内,小,小

外,整,形,脳,循外,消

外,呼外,皮,泌,産,「乳

腺・内分泌内科」,眼,

耳,ﾘﾊ,放,放診,放治,

歯,矯歯,小歯,歯外,

麻,救 

946 874 72 － － － 
716 

-1161 
8. 9.17 

救急告示

病院、特

定機能病

院、人工

透析 

6 勤医協中央病院 
東区東苗穂 5

条 1 丁目 1 号 

内,外,整,麻,放治,眼,

婦,ﾘﾊ,精,心外,呼外,

泌,乳外,肛外,呼内,消

内,循内,消外,緩和ｹｱ

内科,ﾘｳ,「糖尿病・内

分泌内科」,腎内,肝臓

外科,膵臓外科,放診,

病理,救急 

450 450 － － － － 
782 

-9111 
8. 9.17 

救急告示

病院、人

工透析 

7 

医療法人徳洲会 

札幌東徳洲会病

院 

東区北 33 条東

14 丁目 3 番 1

号 

内,呼内,消内,腎内,循

内,小,外,整,脳,心外,

皮,形,耳,ﾘﾊ,放,眼,麻,

歯外,病理,肛外,救急,

乳外,「血液・腫瘍内

科」 

325 325 － － － － 
722 

-1110 
8. 9.17 

救急告示

病院、人

工透析 

8 

独立行政法人国

立病院機構北海

道がんセンター  

白石区菊水 4

条 2 丁目 3 番

54 号 

呼内,消内,循内,血内,

消外,呼外,乳外,腫瘍

整形外科,精,皮,泌,

婦,眼,頭頸部外科,放

診,放治,麻,脳,心外,

形,緩和ｹｱ内科,病理,

臨床,ﾘﾊ,歯外 

550 520 － － － － 
811 

-9111 
8. 9.17 

救命救急

ｾﾝﾀｰ、

救急告示

病院 

9 
JCHO 

札幌北辰病院 

厚別区厚別中

央 2 条 6 丁目

2 番 1 号 

内,呼内,消内,循内,ﾘ

ｳ,小,外,整,皮,泌,産

婦,眼,耳,ﾘﾊ,麻,放診,

病理,血内,腎内,糖内,

乳外 

276 － － － － － 
893 

-3000 
8. 9.17 

救急告示

病院、人

工透析 
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整
理
番
号 

病院名 住  所 診療科目 

病床数 

電話 

番号 

指定 

年月日 
備考 

総

数 

一 

般 

精 

神 

結 

核 

感
染
症 

療 

養 

10 北海道病院 

豊平区中の島 

1 条 8 丁目 3

番 18 号 

内,呼内,消内,小,小

(新生児),外,整,皮,泌,

産婦,眼,耳,放診,麻,

心外,ﾘｳ,神内,腎内,呼

外,病理,心臓内科,

「糖尿病・内分泌内

科」 

358 312 － 46 － － 
831-51

51 
8. 9.17 

救急告示

病院 

11 札幌逓信病院 

南区川沿 14 条 

1 丁目 5 番 1

号 

内,消内,循内,外,整,

眼,耳 
98 98 － － － － 

571-51

01 
8. 9.17   

12 

独立行政法人国

立病院機構 北

海道医療センター 

西区山の手 5

条 7 丁目 1 番 

1 号 

内,心内,精,神内,アレ,

ﾘｳ,小,小児外科,外,

整,呼内,呼外,消内,循

内,腎内,「糖尿病・脂

質代謝内科」,脳,心

外,皮,耳,泌,婦,眼,ﾘﾊ,

放,救,麻 

500 410 40 50 － － 
611-81

11 
8. 9.17 

救急告示

病院、人

工透析 

13 手稲渓仁会病院 

手稲区前田 1

条 12 丁目 １番

４０号 

内,外,呼外,心外,整,

脳,形,精,ﾘｳ,小,皮,泌,

産,婦,眼,耳,麻,歯,歯

外,小歯,呼内,循内,消

内,血内,腎内,消外,頭

頸部外科,放診,放治,

病理,救急,腫瘍内科,ﾘ

ﾊ 

562 562 － － － － 
681-81

11 
8. 9.17 

救急告示

病院、人

工透析 
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７ 災害救急告示医療機関一覧 （保健福祉局保健所医療政策課） 
 

区 病（医）院名 所  在  地 電  話 

中
央
区 

市立札幌病院 北 11 条西 13 丁目 1-1 726-2211 

中村記念病院 南 1 条西 14 丁目 231-8333 

愛育病院 南 4 条西 25 丁目 563-2211 

札幌中央病院 南 9 条西 10 丁目 1-50 513-0111 

札幌外科記念病院 南 23 条西 15 丁目 1-30 563-0151 

札幌円山整形外科病院 北 7 条西 27 丁目 1-3 612-1133 

ＪＲ札幌病院 北 3 条東 1 丁目 208-7150 

札幌厚生病院 北 3 条東 8 丁目 261-5331 

NTT 東日本札幌病院 南 1 条西 15 丁目 290 番地 623-8000 

いとう整形外科病院 南 2 条西 10 丁目 5 番地 241-5461 

札幌医科大学医学部附属病院 南 1 条西 16 丁目 611-2111 

斗南病院 北 1 条西 6 丁目 231-2147 

土田病院 南 21 条西 9 丁目 2-11 531-7013 

中野整形外科医院 南 7 条西 15 丁目 1-35 561-0224 

北
区 

松田整形外科記念病院 北 18 条西 4 丁目 21-17 746-3666 

野中整形外科内科病院 新川 5 条 4 丁目 2-8 763-0110 

麻生整形外科病院 新琴似 8 条 2 丁目 2-5 764-3311 

北海道大学病院 北 14 条西 5 丁目 716-1161 

北札幌病院 新琴似 9 条 1 丁目 1-1 756-1111 

札幌北脳神経外科 新琴似 6 条 17 丁目 7-10 766-1212 

東
区 

天使病院 北 12 条東 3 丁目 31 番地 711-0101 

勤医協中央病院 東苗穂 5 条 1 丁目 9-1 782-9111 

石垣整形外科医院 北 26 条東 8 丁目 1-5 751-3231 

禎心会病院 北 44 条東 8 丁目 1-6 712-1131 

札幌麻生脳神経外科病院 北 22 条東 1 丁目 1-40 731-2321 

愛心メモリアル病院 北 27 条東 1 丁目 1-15 752-3535 

札幌東徳洲会病院 北 33 条東 14 丁目 3-1 722-1110 

コスモ脳神経外科 北 21 条東 21 丁目 1-1 787-5858 

整形外科北新東病院 伏古 5 条 3 丁目 3-2 782-8339 

白
石
区 

国立病院機構北海道がんセンター 菊水 4 条 2 丁目 3-54 811-9111 

整形外科北新病院 菊水元町 3 条 3 丁目 1-18 871-3660 

恵佑会札幌病院 本通 14 丁目北 1-1 863-2101 

札幌北楡病院 東札幌 6 条 6 丁目 5-1 865-0111 

札幌センチュリー病院 菊水元町 5 条 3 丁目 5-10 871-1121 
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区 病（医）院名 所 在 地 電  話 

厚
別
区 

北央病院 青葉町 11 丁目 2-10 892-8531 

新さっぽろ脳神経外科病院 上野幌 1 条 2 丁目 1-10 891-2500 

JCHO 札幌北辰病院 厚別中央 2 条 6 丁目 2-1 893-3000 

新札幌循環器病院 厚別中央 2 条 4 丁目 9-25 892-1556 

新札幌恵愛会病院 大谷地東 5 丁目 5-35 893-7000 

羊ヶ丘病院 青葉町３丁目 1-10 351-2211 

札幌徳洲会病院 大谷地東 1 丁目 890-1110 

豊
平
区 

北海道社会保険病院 中の島 1 条 8 丁目 3-18 831-5151 

柏葉脳神経外科病院 月寒東 1 条 15 丁目 7-20 851-2333 

平岸外科整形外科医院 平岸 2 条 17 丁目 1-19 821-0255 

札幌月寒病院 月寒東 1 条 13 丁目 4-5 852-6777 

北海道整形外科記念病院 平岸 7 条 13 丁目 5-22 812-700１ 

展望台整形外科 福住 2 条 10 丁目 15-1 855-5181 

西岡第一病院 西岡 3 条 6 丁目 8-1 852-7171 

札幌医療センター 平岸 1 条 6 丁目 3-40 822-1811 

清
田

区 

札幌清田整形外科病院 清田 1 条 4 丁目 1-50 881-2222 

札幌里塚病院 美しが丘 1 条 6 丁目 1-5 883-1200 

札幌整形循環器病院 北野 1 条 2 丁目 11-30 881-1100 

南
区 

小笠原クリニック札幌病院 真駒内緑町１丁目 2-1 583-2000 

札幌南整形外科病院 南 33 条西 11 丁目 4-1 581-2555 

中村記念南病院 川沿 2 条 2 丁目 3-1 573-8555 

五輪橋整形外科病院 川沿 2 条 1 丁目 2-56 571-2001 

西
区 

札幌第一病院 二十四軒 4 条 3 丁目 4-26 611-6201 

西さっぽろ病院 山の手 3 条 2 丁目 5-1 611-6611 

札幌宮の沢脳神経外科病院 西町南 20 丁目 1-30 664-7111 

心臓血管センター北海道大野病院 西野 4 条 1 丁目 1-30 665-0020 

静和記念病院 琴似 1 条 5 丁目 1-1 611-1111 

国立病院機構北海道医療センター 山の手 5 条 7 丁目１－１ 611-8111 

北海道脳神経外科記念病院 八軒９条東 5 丁目 ７17-2131 

手
稲

区 
手稲いなほ外科整形外科 稲穂 2 条 3 丁目 6-1 682-7311 

札幌秀友会病院 新発寒 5 条 6 丁目 2-1 685-3333 

手稲渓仁会病院 前田 1 条 12 丁目 1-40 681-8111 
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８ 医薬品，衛生材料等の調達先 （保健福祉局保健所医療政策課） 
 

業  者 名 
品   名 

代表者 所 在 地 電話番号 

㈱ほくやく札幌支店 
医薬品、衛生材料 

中田 秀晴 中央区南 8条西 14 丁目 530－3413 

㈱スズケン札幌支店 
医薬品、衛生材料 

神部 史郎 東区北 6条東 3丁目 721－1161 

メディカル山形薬品㈱ 
医薬品、衛生材料 

船本 一宏 中央区北 10 条西 24 丁目 631－3111 

㈱モロオ札幌営業所 
医薬品、衛生材料 

中野 徳夫 中央区北 3条西 14 丁目 272－3301 

㈱タナカ 
化学薬品 

本阿弥 孝 東区北 6条東 2丁目 731－0291 

㈱ムトウ 
医療用機械器具、医療用品 

田尾 延幸 北区北 11条西 4丁目 746－5111 

㈱竹山 
医療用機械器具、医療用品 

茂野 護 東区北 6条東 2丁目 711－0121 

アクテック㈱ 
化学薬品、医療用機械器具、

医療用品 
上林 貢 豊平区美園 2条 3丁目 811－4137 
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９ 防疫計画資料 （保健福祉局保健所感染症総合対策課） 
（１）防疫処理能力 

保健センター名 班 班数（班） 人数 （人） 

中央保健センター 消毒指導・衛生指導班 2 10 

北保健センター 消毒指導・衛生指導班 1 5 

東保健センター 消毒指導・衛生指導班 1 4 

白石保健センター 消毒指導・衛生指導班 1 4 

厚別保健センター 消毒指導・衛生指導班 1 3 

豊平保健センター 消毒指導・衛生指導班 1 3 

清田保健センター 消毒指導・衛生指導班 1 3 

南保健センター 消毒指導・衛生指導班 1 4 

西保健センター 消毒指導・衛生指導班 1 3 

手稲保健センター 消毒指導・衛生指導班 1 3 

 
（２）防疫器材の保有状況 

機材名 

保有場所 
２兼機 ３兼機 

噴  霧  器 散  粉  機 

自  動 手  動 自  動 手  動 

中央保健センター    1 1     

北保健センター      1     

東保健センター          

白石保健センター   1 1       

厚別保健センター    2 1     

豊平保健センター           

清田保健センター            

南保健センター   1 1 1     

西保健センター            

手稲保健センター    5 3    

合       計   2 10 7 0 0 
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１０ 清掃施設・設備 （環境局環境事業部業務課） 
（１）清掃施設一覧表 

区分 名称 所在地 電話番号 所管区域 

ごみ収集 

中央清掃事務所 南区南 30 条西 8 丁目 581-1153 中央区 

北清掃事務所 北区屯田町 990 番地３ 772-5353 北区 

東清掃事務所 東区丘珠町 873-１ 781-6653 東区 

白石清掃事務所 白石区東米里 2170 876-1753 白石区・厚別区 

豊平・南清掃事務

所 
南区真駒内 602 583-8613 

豊平区・清田区・

南区 

西清掃事務所 西区発寒 15 条 14 丁目 2-1 664-0053 西・手稲区 

埋立処理場、

クリーンセンタ

ーの運営管理 

処理場管理事務所 東区東苗穂 2 条 2 丁目 2-1 783-5314 市内全域 

 
（２）清掃工場一覧表 

処理区分 名称 所在地 処理方式・能力 所管課所 

焼却 発寒清掃工場 
西区発寒 15 条 14

丁目 1-1 
ストーカ式 600t/日 発寒清掃工場 

破砕 発寒破砕工場 
西区発寒 15 条 14

丁目 2-30 

回転式 
150ｔ/5H 同上 

剪断式 

焼却 駒岡清掃工場 
南 区 真 駒 内

602-30 
ストーカ式 600t/日 駒岡清掃工場 

破砕 駒岡破砕工場 同上 
回転式 

200ｔ/5H 同上 
剪断式 

焼却 白石清掃工場 
白 石 区 東 米 里

2170-1 
ストーカ式 900ｔ/日 白石清掃工場 

破砕 篠路破砕工場 
北区篠路町福移

153-1 

回転式 
150ｔ/5H 同上 

剪断式 

資源化 ごみ資源化工場 
北区篠路町福移

153 
固形燃料化 200ｔ/日 同上 

選別 
中沼プラスチック

選別センター 
東区中沼町 45 選別・圧縮・梱包 82.6ｔ/日 施設管理課 

選別 
中沼雑がみ選別

センター 
同上 選別・圧縮・梱包 85t/日 同上 
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（３）清掃車両の保有状況 

区 分 業  者  名 所  在  地 電話番号 
車両台数 

ごみ し尿 合計 

委託業務 

協業組合公清企業 中央区北 1 条東 15 丁目 222-8338 56  5 61 

豊平公益㈱ 豊平区月寒東 2 条 18 丁目 851-6221 40 4 44 

㈱札清 東区丘珠町 316-1 782-5300 71 - 71 

札幌第一清掃㈱ 西区二十四軒 4 条 2 丁目 611-9291 26 - 26 

北清企業㈱ 東区北丘珠 5 条 4 丁目 791-1101 22 - 22 

㈱東部清掃 豊平区月寒東 2 条 18 丁目 851-9743 16 - 16 

㈱札幌中央清掃社 北区新川 3 条 14 丁目 762-6521 22 - 22 

大八清掃（株） 北区篠路町拓北 162-61 778-1818 29 - 22 

許可業務 (一財)札幌市環境事業公社 中央区北 1 条東 1 丁目 219-2053 210 - 210 

 
（４）清掃車両の配置状況 

  ごみ収集車 その他の車両 計 

中央清掃事務所 12 13(8) 25(8) 

北清掃事務所 12 11（6） 23(6) 

東清掃事務所 12 10(5) 22(5) 

白石清掃事務所 11 12(6) 23(6) 

豊平・南清掃事務所 12 20(11) 32(11) 

西清掃事務所 12 12(6) 24(6) 

処理場管理事務所  16 16 

清掃工場  11 11 

業務課  7 7 

事業廃棄物課  5(4) 5(4) 

施設管理課  1 1 

計 71 118（46） 189(46) 

中央清掃事務所 12 13(8) 25(8) 

 
（５）ごみ埋立地一覧表 

処理区分 名    称 所  在  地 面  積 所管課所 

埋立 山本処理場 厚別区厚別町山本 1065 他 2,328,000 ㎡ 処理場管理事務所 
埋立 山口処理場 手稲区手稲山口 364 他 859,000 ㎡ 同上 

 
（６）し尿下水投入施設 

処理区分 名    称 所  在  地 
処理能力 

(1 日当) 
所管課所 

下水投入

前処理 
クリーンセンター 手稲区手稲山口 318 100 ㎥／日 処理場管理事務所 
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１１ 火葬場・霊園 （保健福祉局保健所生活環境課・施設課） 
（１）火葬場 

名   称 所    在    地 電 話 1 日の処理能力 備 考 

里塚斎場 清田区里塚 506 883－1561 120  

山口斎場 手稲区手稲山口 308 番 2 691－3636 116～232  

 
（２）霊園 

名  称 所  在  地 電 話 

平岸霊園 豊平区平岸 5条 15 丁目 831－6980 

里塚霊園 清田区里塚 881－2110 

手稲平和霊園 西区平和 663－2172 
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１２ 応急給水拠点施設 （水道局給水部計画課） 
（１）緊急貯水槽 

№ 設 置 場 所 所 在 地 貯水量(㎥) 

1 本局庁舎 中央区大通東 11 丁目 23 700 

2 宮の森グリーン公園 中央区宮の森 2条 3 丁目 3 100 

3 新琴似庁舎 北区新琴似 6 条 2 丁目 1-1 400 

4 篠路コミュニティセンター 北区篠路 3 条 8 丁目 11-1 100 

5 篠路駅前西公園 北区篠路 4 条 3 丁目 2 100 

6 屯田西公園 北区屯田 4 条 10 丁目 1 100 

7 屯田南小学校 北区屯田 5 条 4 丁目 6-1 100 

8 あいの里北公園 北区あいの里 3条 5 丁目 10 100 

9 百合が原小学校 北区百合が原 6丁目 5-1 100 

10 新川中央公園 北区新川 4 条 14 丁目 5 100 

11 拓北公園 北区拓北 5 条 5 丁目 1 100 

12 北 18・東 5（旧東庁舎） 東区北 18 条東 5 丁目 3 400 

13 伏古公園 東区伏古 1 条 2 丁目 1 100 

14 元村公園 東区北 28 条東 18 丁目 3 100 

15 栄南緑地 東区北 36 条東 20 丁目 2 100 

16 栄中学校 東区北 46 条東 6 丁目 1-1 100 

17 丘珠小学校 東区丘珠町 593 番地 100 

18 札苗東公園 東区東苗穂 14 条 4 丁目 2 100 

19 伏古みみずく公園 東区伏古 14 条 5 丁目 4 100 

20 菊水元町すずらん公園 白石区菊水元町 3 条 4 丁目 2 100 

21 はんの木公園 白石区本通 14 丁目北 3 100 

22 北郷小学校 白石区北郷 4 条 5 丁目 1-1 100 

23 白石区複合庁舎 白石区南郷通 1 丁目南 8-1 100 

24 東川下公園 白石区川下 4 条 4 丁目 2 100 

25 厚別庁舎 厚別区厚別中央 4条 6 丁目 2-1 400 

26 厚別西公園 厚別区厚別西 3 条 3 丁目 3 100 

27 厚別公園 厚別区上野幌 3 条 1 丁目 2 100 

28 豊平庁舎 豊平区豊平 8 条 10 丁目 2-1 400 

29 東月寒中学校 豊平区月寒東 3 条 18 丁目 1-72 100 

30 平岸小学校 豊平区平岸 2 条 14 丁目 1-28 100 

31 月寒公園 豊平区美園 10 条 8 丁目 1 100 

32 清田市民交流広場 清田区平岡 1 条 1 丁目 2 100 

33 美しが丘シープヒル公園 清田区美しが丘 2条 5 丁目 1 100 

34 川沿庁舎 南区川沿 2 条 2 丁目 2-7 400 

35 八軒庁舎 西区八軒 6 条西 2 丁目 1-5 300 

36 鉄興公園 西区発寒 12 条 11 丁目 4 100 

37 発寒中学校 西区発寒 5 条 7 丁目 1-1 100 

38 手稲稲積公園 手稲区前田 1 条 5 丁目 1 100 

39 前田中学校 手稲区前田 7 条 13 丁目 1-1 100 

40 新陵小学校 手稲区新発寒 6 条 6 丁目 3-1 100 

41 明日風公園 手稲区明日風 2 丁目 5 100 

42 星置中学校 手稲区星置 3 条 5 丁目 13-1 100 

合計 42 か所 6,500 

 

（２）緊急時給水管路 

№ 名  称 所 在 地 給水口設置箇所 貯水量（㎥） 

1 
藻岩第1緊急時給水

管路 

中央区南 11 条西 9 丁目 

  ～北区北 22 条西 4 丁目 
24 か所 1,200 

2 
藻岩第2緊急時給水

管路 

中央区南 13 条西 15 丁目 

  ～中央区南 4 条西 18 丁目 
8 か所 750 

合計 2 か所 1,950 
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１３ 運搬給水施設 （水道局給水部計画課） 
（１）緊急遮断弁付配水池 

№ 施設名称 所 在 地 貯水量(㎥) 

1 藻岩配水池 中央区伏見 4 丁目 5,000 

2 大倉山配水池 中央区宮の森 1274 番地 84 500 

3 平岸配水池 豊平区平岸 5 条 19 丁目 2-1 29,000 

4 羊ケ丘配水池 豊平区羊ケ丘 1 2,500 

5 清田配水池 清田区清田 346 番地 1 26,000 

6 里塚配水池 清田区里塚 468 番地 1 2,250 

7 真駒内配水池 南区真駒内 17 番地 454 3,000 

8 常盤公園配水池 南区真駒内 269 番地 1 1,200 

9 常盤高台配水池 南区真駒内 351 番地 9 750 

10 石山東配水池 南区石山東 5 丁目 1 番 20 号 750 

11 藤野高台配水池 南区藤野 481 番地 27 800 

12 藤野沢配水池 南区藤野 655 番地 7 1,000 

13 豊滝配水池 南区豊滝 409 番地 4 600 

14 定山渓配水池 南区定山渓温泉 6 区 1,900 

15 南沢第 1 ポンプ場 南区南沢 1 条 3 丁目 1-34 550 

16 北ノ沢第 2 配水池 南区北ノ沢 1744 番地 116 400 

17 西部配水池 西区西野 290 番地 1 20,000 

18 平和配水池 西区平和 306 番地 2 600 

19 宮町配水池 手稲区金山 134 番地 1,200 

合計 19 か所 98,000 

 
（２）白川第 3送水管 

名  称 給水箇所数 貯水量(㎥) 

白川第３送水管 ４か所 26,900 
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１４ 給水車・給水タンク等の整備状況 （水道局給水部計画課） 
 

 容  量 数  量 

給水加圧タンク車 3.0 ㎥ 5 台 

給水タンク（車載用） 1.0 ㎥ 32 基 

給水タンク（車載用）加圧化ユニット ―  3 台 

ポリタンク 18.0 ℓ 76 個 

飲料水袋 

6.0 ℓ 83,000 枚 

10.0 ℓ 3,334 枚 

12.0 ℓ 8,250 枚 

パック装置 
2.7 ㎥ 1 台 

3.5 ㎥ 1 台 

仮設給水栓 ―  90 基 

仮設水槽 1.0 ㎥ 16 台 

※ パック装置：飲料水をポリ袋へパック詰めする装置 

※ 仮設水槽：折りたたみ収納が可能なコンテナ式の給水タンク 
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１５ 消防局・消防署（所）所在地一覧 （消防局総務部部施設管理課） 

部 課 住所 電話番号 ファックス番号 

総務部 

総務課 

中央区南 4 条西 10 丁目 

215-2010 
281-0101 

職員課 215-2020 

施設管理課 215-2030 271-0620 

消防学校 教務課 西区八軒 10 条西 13 丁目 616-2262 271-0957 

予防部 
予防課 

中央区南 4 条西 10 丁目 

215-2040 
281-8119 

査察規制課 215-2050 

警防部 

消防救助課 215-2060 
271-0610 

救急課 215-2070 

指令一･二･三課 215-2080 261-9119 

消防航空隊 石狩市新港東 2 丁目 0133-62-4119 271-0632 

救急ワークステーション 中央区北 11 条西 13 丁目 736-1238 271-0687 

中央消防署 

予防課 
中央区南 4 条西 10 丁目 

215-2120 
271-0627 

警防課 215-2130 

桑園出張所 中央区北 4 条西 22 丁目 631-1336 271-0634 

宮の森出張所 中央区宮の森 2 条 11 丁目 642-9111 271-0652 

豊水出張所 中央区南 8 条西 2 丁目 518-9119 271-0646 

幌西出張所 中央区南 11 条西 21 丁目 561-2419 271-0645 

山鼻出張所 中央区南 23 条西 10 丁目 561-2416 271-0649 

北消防署 

予防課・警防課 北区北 24 条西 8 丁目 737-2100 271-0636 

あいの里出張所 北区あいの里 2 条 1 丁目 774-0119 271-0679 

篠路出張所 北区篠路 2 条 4 丁目 771-2510 271-0675 

屯田出張所 北区屯田 5 条 10 丁目 771-0311 271-0658 

新琴似出張所 北区新琴似 8 条 4 丁目 761-0718 271-0654 

新光出張所 北区新琴似 1 条 12 丁目 764-8844 271-0664 

新川出張所 北区新川 1 条 3 丁目 761-1333 271-0669 

幌北出張所 北区北 15 条西 5 丁目 746-1924 271-0655 

東消防署 

予防課・警防課 東区北 24 条東 17 丁目 781-2100 271-0673 

丘珠出張所 東区北丘珠 1 条 2 丁目 784-5119 271-0697 

栄出張所 東区北 46 条東 14 丁目 751-1381 271-0720 

北栄出張所 東区北 33 条東 1 丁目 731-1566 271-0723 

札苗出張所 東区東苗穂 4 条 2 丁目 782-7019 271-0759 

苗穂出張所 東区北 8 条東 11 丁目 750-0119 271-0626 
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部 課 住所 電話番号 
ファックス

番号 

白石消防署 

予防課・警防課 白石区南郷通 6 丁目北 861-2100 271-0674 

元町出張所 白石区菊水元町 8 条 2 丁目 874-9238 271-0786 

菊水出張所 白石区菊水上町 1 条 3 丁目 811-1615 271-0768 

北郷出張所 白石区北郷 3 条 6 丁目 871-8235 271-0769 

東白石出張所 白石区本通 18 丁目北 864-9111 271-0792 

厚別消防署 

予防課・警防課 厚別区厚別中央 1 条 5 丁目 892-2100 271-0686 

厚別西出張所 厚別区厚別西 3 条 5 丁目 894-3119 271-0827 

もみじ台出張所 厚別区もみじ台北 7 丁目 897-4119 271-0796 

豊平消防署 

予防課・警防課 豊平区月寒東 1 条 8 丁目 852-2100 271-0690 

美園出張所 豊平区豊平 1 条 12 丁目 831-7930 271-0831 

平岸出張所 豊平区平岸 1 条 11 丁目 831-3901 271-0842 

西岡出張所 豊平区西岡 4 条 6 丁目 852-5119 271-0868 

東月寒出張所 豊平区羊ヶ丘 1 番地 851-2515 271-0851 

清田消防署 

予防課・警防課 清田区平岡 1 条 1 丁目 883-2100 271-0629 

北野出張所 清田区北野 7 条 5 丁目 881-5171 271-0871 

里塚出張所 清田区里塚 1 条 4 丁目 883-1119 271-0874 

南消防署 

予防課･警防課 南区真駒内上町 5 丁目 581-2100 271-0748 

澄川出張所 南区澄川 4 条 6 丁目 811-2611 271-0924 

川沿出張所 南区川沿 2 条 3 丁目 571-2002 271-0876 

定山渓出張所 南区定山渓温泉西 1 丁目 598-2384 271-0887 

石山出張所 南区石山 2 条 4 丁目  591-8358 271-0937 

藤野出張所 南区藤野 2 条 3 丁目 593-1119 271-0653 

西消防署 

予防課･警防課 西区発寒 10 条 4 丁目 667-2100 271-0752 

八軒出張所 西区八軒 1 条東 3 丁目 612-0119 271-0939 

西野出張所 西区西野 3 条 2 丁目 661-1812 271-0940 

平和出張所 西区平和 2 条 3 丁目 661-2822 271-0941 

手稲消防署 

予防課・警防課 手稲区手稲本町 2 条 5 丁目 681-2100 271-0756 

曙出張所 手稲区前田 6 条 16 丁目 681-1119 271-0953 

稲穂出張所 手稲区稲穂 3 条 6 丁目 682-7477 271-0952 

前田出張所 手稲区前田 6 条 5 丁目 694-6119 271-0956 

西宮の沢出張所 手稲区西宮の沢 4 条 1 丁目 662-6690 271-0948 
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１６ 消防車両の整備概況 （消防局総務部施設管理課） 
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１７ 消防団施設及び機器配置状況 （消防局総務部総務課） 
（１）軽可搬消防ポンプ 

消防団 種      別 住            所 分団名 班 台数 

中
央
消
防
団 

機具庫 桑園出張所敷地内 中央区 北４条西 22 丁目 桑園  １ 

機具庫 宮の森出張所敷地内 中央区 宮の森２条 11 丁目 宮の森   １ 

機具庫  中央区 盤渓 475 番地 宮の森 盤渓 １ 

機具庫 桑園出張所敷地内 中央区 北４条西 22 丁目 円山  １ 

機具庫 苗穂まちセン裏 中央区 北１条東 10 丁目 苗穂   １ 

機具庫 中央消防署併設 中央区 南４条西 10 丁目 
中央  １ 

西  １ 

詰所  中央区 南７条西８丁目 西創成   １ 

機具庫 幌西敷地水防倉庫 中央区 南 11 条西 21 丁目 幌西   １ 

機具庫 あけぼのコミセン敷地内 中央区 南 11 条西９丁目 曙  １ 

機具庫 豊水出張所敷地内 中央区 南８条西２丁目 

東   １ 

東北  １ 

豊水  １ 

機具庫 山鼻出張所併設 中央区 南 25 条西 10 丁目 山鼻   １ 

北
消
防
団 

詰所    新川出張所敷地内 北区     新川１条３丁目 新川 上 １ 

機具庫 新光出張所敷地内 北区 新琴似１条 12 丁目 新川 下 １ 

機具庫 新琴似出張所敷地内 北区 北区新琴似８条４丁目 新琴似   １ 

詰所  北区 屯田７条６丁目 屯田   １ 

詰所  北区 東茨戸２条２丁目 茨戸   １ 

詰所  北区 篠路４条８丁目 篠路   １ 

詰所  北区 拓北８条１丁目 拓北 １部 １ 

詰所  北区 篠路町拓北 30 番地 拓北 ２部 １ 

詰所  北区 あいの里４条６丁目 あいの里 １部 １ 

詰所  北区 篠路町福移 156 番地 あいの里 ２部 １ 

詰所  北区 篠路町上篠路 429 番地 上篠路 １部 １ 

詰所  北区 百合が原 11丁目 上篠路 ２部 １ 

詰所  北区 太平 12 条２丁目 上篠路 ３部 １ 

機具庫 北消防署敷地内 北区 北 24 西８丁目 北   １ 

機具庫 幌北出張所併設 北区 北区北 15 条西５丁目 
幌北   １ 

鉄西   １ 

東
消
防
団 

詰所  東区 北 45 東２丁目 栄   １ 

詰所  東区 丘珠町 646 番地 丘珠   １ 

詰所  東区 中沼町 73 番地 中沼 １部 １ 

詰所  東区 中沼町 225 番地 中沼 ２部 １ 

機具庫 北栄出張所併設 東区 北 39 条東１丁目 北栄   １ 

機具庫 苗穂出張所敷地内 東区 北８条東 11丁目 
北光   １ 

鉄東   １ 

詰所  東区 北 20 条東 20 丁目 元町   １ 

詰所  東区 伏古８条３丁目 東苗穂   １ 

詰所  東区 東雁来 13 条４丁目 東雁来   １ 

詰所  東区 本町２条３丁目 本苗穂   １ 

白石消

防団 

機具庫 菊水出張所併設 白石区 菊水上町１条３丁目 菊水西   １ 

機具庫 菊水元町地区ｾﾝﾀｰ敷地内 白石区 菊水元町５条２丁目 菊水   １ 

機具庫 元町出張所併設 白石区 菊水元町８条２丁目 菊水東   １ 

詰所  白石区 東米里 2189 番地 東米里   １ 

機具庫 白石消防署併設 白石区 南郷通６丁目北 白石   １ 

機具庫 北郷出張所併設 白石区 北郷３条６丁目 北白石   １ 

機具庫 東白石出張所敷地内 白石区 本通 18 丁目北 東白石   １ 

厚別消

防団 

詰所  厚別区 厚別中央４条３丁目 中央   １ 

機具庫 厚別西出張所敷地内 厚別区 厚別西３条５丁目 西   １ 

機具庫 もみじ台出張所敷地内 厚別区 もみじ台北７丁目 東   １ 

詰所  厚別区 上野幌１条２丁目 南   １ 

豊平消

防団 

機具庫 美園出張所併設 豊平区 豊平１条 12 丁目 豊平   １ 

    美園   

機具庫 平岸出張所敷地内 豊平区 平岸１条 11 丁目 平岸   １ 

機具庫 豊平消防署併設 豊平区 月寒東１条８丁目 月寒   １ 

機具庫 東月寒出張所敷地内 豊平区 羊ヶ丘１番地 東月寒   １ 

機具庫 西岡出張所敷地内 豊平区 西岡４条６丁目 西岡   １ 
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消防団 種      別 住            所 分団名 班 台数 

清田消

防団 

機具庫  清田区 北野４条５丁目 北野   １ 

機具庫  清田区 平岡６条３丁目 平岡   １ 

機具庫 清田消防署併設 清田区 平岡１条１丁目 清田   １ 

機具庫 里塚出張所併設 清田区 里塚１条４丁目 里塚   １ 

南
消
防
団 

機具庫    定山渓出張所併設 南区   定山渓温泉西１丁目 
定山渓 １部 １ 

定山渓 ２部 １ 

機具庫  南区 川沿７条３丁目 藻岩  １ 

機具庫 澄川出張所敷地内 南区 澄川４条６丁目 澄川  １ 

機具庫 南消防署併設 南区 真駒内上町５丁目 真駒内  １ 

詰所  南区 簾舞３条６丁目 簾舞  １ 

機具庫 藤野出張所併設 南区 藤野２条３丁目 藤野  １ 

詰所  南区 石山１条３丁目 石山  １ 

詰所  南区 滝野 102 番地 滝野  １ 

西
消
防
団 

詰所  西区 西町南 18 丁目 西町  １ 

機具庫 西消防署併設 西区 発寒 10 条４丁目 発寒  １ 

詰所  西区 西野６条２丁目 西野  １ 

詰所  西区 八軒７条東１丁目 八軒  １ 

詰所  西区 二十四軒４条４丁目 琴似  １ 

手
稲
消
防

団 

詰所 手稲中央会館併設 手稲区 手稲本町２条２丁目 中央  １ 

機具庫  手稲区 新発寒５条５丁目 東  １ 

詰所  手稲区 稲穂１条７丁目 西  １ 

機具庫  手稲区 手稲山口 422 番地 北  １ 

計 76 80 

 

（２）簡易救助資機材 
品名 規格 合計 

のこぎり 全長 600ｍｍ（片刃） 72 

金てこ 直径約 25ｍｍ，全長約 1,200ｍｍ 72 

リヤカー 折りたたみ式 72 

大ハンマー 約 3.5ｋｇタイプ 72 

シャベル 木柄剣先型 全長 975ｍｍ 72 

ジャッキー 油圧型 2 トンタイプ 72 

中とび 札消式 72 

懐中電灯 LED 式 LK-524D GENTOS 製 単二型アルカリ４本 72 

担架（四つ折り） 布製 全長約 2,300ｍｍ 72 

毛布 縦 2,000ｍｍ 横 1,400ｍｍ（真空パック） 72 

ボルトクリッパー 絶縁タイプ 全長約 600ｍｍ 72 

救助用ロープ 12ｍｍ×200ｍ 72 

発電機 ポータブル型 80 

投光器 メタルハライド 1 灯式（300ｗ） キャリア付 80 
コードリール 30m 日動工業製 RBW-E30S 80 

  ※ 発電機、投光器及びコードリールは、⑴軽可搬消防ポンプと同様に配置 

  ※ 発電機、コードリール以外は、各分団に１台ずつ配置  

 
（３） 組み立て水槽 

消防団 配置数 

中央消防団 ６ 

北消防団 ７ 

東消防団 ６ 

白石消防団 ７ 

厚別消防団 ４ 

豊平消防団 ３ 

清田消防団 ６ 

南消防団 ８ 

西消防団 ４ 

手稲消防団 ３ 

合計 54 

※ 規格例：水槽容量 1,000ℓ（1,200mm×1,200mm×800mm） 
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１８ 主要警防資機材現有状況 （消防局警防部消防救助課） 
 

資機材名 
総
数 

局 

中
央 

北 東 

白
石 

厚
別 

豊
平 

清
田 

南 西 
手
稲 

消
火
器
具 

無反動管そう 58 - 5 8 6 6 4 6 4 8 5 6 

二股分岐管 87 - 10 12 9 9 5 7 8 12 9 6 

水のう型散布装置 4 - - - - - - - 4 - - - 

自給式消火バケット 1 1 - - - - - - - - - - 

空中消火タンク 1 1 - - - - - - - - - - 

攪拌機８００ℓ用 2 - - - - - - - 2 - - - 

攪拌用布製組立水槽 4 - - - - - - - 4 - - - 

Ｃ１級軽可搬消防ポンプ 7 - 1 2 - - - - 2 2 - - 

Ｂ3 級軽可搬消防ポンプ 2 - - - 1 - - - 1 - - - 

背負式放水器 260 - 22 41 30 20 15 22 34 26 30 20 

組立水槽１ｔ 6 - - 1 - - - - 2 2 1 - 

組立水槽 10ｔ 6 - - 1 1 1 - - 1 1 1 - 

可搬式放水砲 2 - - - - - 2 - - - - - 

自動回転放水銃 8 - 1 1 1 3 - - - 1 1 - 

可搬式高発泡装置 3 - 1 1 - - - - - 1 - - 

発泡管一式 3 - 1 - - - - - - 1 1 - 

ラインプロポーショナー 58 - 6 8 6 5 4 6 4 7 6 6 

エアフォームノズル 200 型 57 - 6 8 6 7 4 6 4 7 3 6 

エアフォームノズル 400 型 6 - 2 - - 2 - - - - 2 - 

エアフォームノズル 800 型 2 - - - - 1 - - - - 1 - 

エアフォームノズル 1000 型 2 - - - - 1 - - - - 1 - 

エアフォームズル 2000 型 1 - - - - - - - - - 1 - 

防水シート 400 - 46 80 36 43 26 42 30 49 18 30 

一
般
救
助
器
具 

かぎ付はしご 53 - 5 6 7 3 4 6 4 8 5 5 

二連はしご 11 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

三連はしご 68 - 8 9 7 6 5 7 5 8 6 7 

ワイヤーはしご 12 - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

空気式救助マット 12 - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

救命索発射銃 21 - 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 

サバイバースリング 27 1 4 2 3 3 2 4 1 3 2 2 

救助用縛帯 81 4 8 11 8 8 6 8 6 10 5 7 

簡易縛帯 13 - 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

平担架 18 5 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

バスケット担架 13 - 1 1 1 1 1 3 1 3 - 1 

四つ折り担架 97 - 10 21 7 8 6 19 5 8 6 7 
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資機材名 
総
数 

局 

中
央 

北 東 

白
石 

厚
別 

豊
平 

清
田 

南 西 

手
稲 

重
量
物
排
除
用
器
具 

マット型空気ジャッキ 14 - 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

小型マット型空気ジャッキ 2 - - - - 1 - 1 - - - - 

油圧ジャッキ 93 - 11 16 16 7 2 7 8 10 7 9 

携帯型油圧救助器具 22 - 3 2 6 2 1 3 1 1 1 2 

大型油圧式救助器具一式 13 - 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

可搬ウィンチ 29 - 4 4 2 3 2 5 2 3 2 2 

マンホール救助器具 9 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 

切
断
用
器
具 

エンジンカッター 73 1 9 11 7 7 5 9 5 7 5 7 

ガス溶断器 7 - 2 - - - 1 1 1 - 1 1 

酸素溶断器 5 - - 1 1 1 - 1 - 1 - - 

電気溶断器 1 - - - - - - - - - - 1 

チェーンソー 76 1 9 10 7 7 5 8 8 9 5 7 

空気切断機 12 - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

コンクリートチェーンソー 2 - 1 - - - - 1 - - - - 

鉄線カッター 73 - 8 13 6 7 4 9 6 8 6 6 

破
壊
用
器
具 

削岩機 17 - 3 3 1 1 1 3 1 1 2 1 

ハンマドリル 23 - 4 2 2 2 1 3 2 2 2 3 

万能斧 97 2 11 14 13 10 7 6 8 9 10 7 

ハンマー 81 - 9 16 8 7 5 9 5 10 5 7 

携帯用コンクリート破壊器具 21 - 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 

測
定
器
具 

可燃性ガス測定器 75 - 10 10 8 7 6 8 5 9 5 7 

携帯用ガス識別器 1 1 - - - - - - - - - - 

有毒ガス測定器 13 - 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

放射線測定器 66 - 5 24 1 3 1 24 1 2 2 3 

放射線線量計 263 - 52 71 8 11 9 69 9 11 12 11 

呼
吸
保
護
用
器
具 

空気呼吸器 470 140 47 42 38 28 26 32 21 41 28 27 

酸素呼吸器 57 2 9 5 5 5 5 10 5 4 2 5 

簡易呼吸器 14 - 2 2 4 2 - 2 - - - 2 

放射性ダスト用防じんマスク 45 - 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 

防塵マスク 325 - 81 42 35 20 18 33 15 34 22 25 

送排風機 14 - 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 

空気ボンベ（ＦＲＰ） 1,109 4 167 121 96 95 67 92 66 189 103 109 

空気ボンベ（スチール） 77 - 8 16 - - 7 10 18 - 6 12 
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資機材名 
総
数 

局 

中
央 

北 東 

白
石 

厚
別 

豊
平 

清
田 

南 西 

手
稲 

隊
員
保
護
用
器
具 

シットハーネス 64 4 7 7 5 6 6 5 5 24 6 16 

耐電衣 38 - 8 6 4 2 2 6 2 2 4 2 

防塵メガネ 209 - 16 30 29 18 16 25 24 20 12 19 

耐熱服 40 - 9 2 4 7 2 4 2 4 2 4 

放射線防護服 43 - 8 5 2 3 3 10 4 2 3 3 

放射性物質防護衣 38 - 5 - - 5 5 - 9 5 4 5 

携帯警報器 215 2 25 30 23 20 15 20 16 27 17 20 

防毒マスク 145 6 4 65 5 4 5 42 - 9 5 - 

そ
の
他
の
救
助
器
具 

投光器一式 118 - 17 14 9 12 10 15 10 12 8 11 

携帯拡声器 124 - 15 15 12 13 9 19 9 15 9 8 

発電機 117 - 19 15 10 11 7 14 10 12 9 10 

充電式懐中電灯 148 - 18 19 15 19 9 12 10 16 21 9 

シートベルトカッター 12 - 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

緩降機 23 - 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

雪中検索棒 78 - 6 3 3 4 6 5 3 27 3 18 

簡易画像探索機 6 - - 1 - 1 1 1 1 - - 1 

高
度
救
助
資
機
材 

画像型索機Ⅰ型 5 - 1 1 - - 1 2 - - - - 

画像探索機Ⅱ型 6 - 1 1 - 1 1 2 - - - - 

地中音響探知機 5 - 1 1 - - 1 2 - - - - 

熱画像直視装置 14 - 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 

夜間用暗視装置 3 - 1 1 - - - 1 - - - - 

地震警報機 3 - 1 1 - - - 1 - - - - 

二酸化炭素探査装置 1 - 1 - - - - - - - - - 

水中探査装置 1 - 1 - - - - - - - - - 

電磁波探査装置 1 - 1 - - - - - - - - - 

水
難
救
助
器
具 

ドライスーツ（潜水救助用） 17 - - - 6 11 - - - - - - 

ドライスーツ（流水救助用） 28 3 - - 12 13 - - - - - - 

潜水器具一式 20 - - - 10 10 - - - - - - 

水中灯光器（ライト） 16 - - - 9 7 - - - - - - 

水中通話装置一式 1 - - - 1 - - - - - - - 

水難救助用担架 2 - - - 1 1 - - - - - - 

水中探索装置 0 - - - - - - - - - - - 

水中テレビカメラ 1 - - - 1 - - - - - - - 

ＰＦＤ 22 - - - 11 11 - - - - - - 

山
岳
救
助 

器
具 

ウィンチ 1 - - - - - - - - 1 - - 

ＧＰＳ 8 2 - - - - - 1 1 2 1 1 

ビーコン 38 4 - - - - - - - 23 - 11 



Ⅱ災害時拠点施設・資機材等 

Ⅱ-47 

資機材名 
総
数 

局 

中
央 

北 東 

白
石 

厚
別 

豊
平 

清
田 

南 西 

手
稲 

そ
の
他 

携帯型無線機５Ｗ(260MHz) 257 41 25 25 24 21 16 21 17 27 19 21 

携帯型無線機１Ｗ(150MHz) 90 24 8 10 8 7 5 7 5 5 6 5 

携帯型無線機５Ｗ(150MHz) 19 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 4 

携帯型無線機１Ｗ(400MHz) 491 33 54 60 53 45 32 43 34 56 39 42 

可搬型無線機１０Ｗ 4 4 - - - - - - - - - - 

 
（薬剤関係） 

品 名 
総
数 

局 

中
央 

北 東 

白
石 

厚
別 

豊
平 

清
田 

南 西 

手
稲 

空中消火薬剤ＭＡＰ ｋｇ 840 840 - - - - - - - - - -

空中消火薬剤ＣＭＣ ｋｇ 120 120 - - - - - - - - - -

着色剤 ｋｇ 5 5 - - - - - - - - - -

フォレックス空中消火薬剤 ｋｇ 1,215 - - - - - - - 1,215 - - -

水溶性液体用泡消火薬剤 ㍑ 5,928 500 1,300 620 540 490 360 439 140 660 499 380

水成膜消火薬剤 ㍑ 13,920 6,820 500 - - 1,600 3,00 - - 500 1,500 -

高発泡消火薬剤 ㍑ 1,860 1,220 - 400 - - - - - 240 - -

粉末消火薬剤 ｋｇ 2,780 2,360 - - - 330 - - - - 90 -

クラスＡ泡消火薬剤 ㍑ 3,005 - 395 468 362 184 190 300 201 373 224 308

流出油処理剤 ｋｇ 14,20 - 144 186 132 134 139 102 113 167 158 147

油吸着マット 枚 5,760 - 636 474 570 575 1,008 502 436 571 532 456
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１９ 主な救急資器材現有状況 （消防局警防部救急課） 
             

資器材名 
単
位 

総
数 

局 

中
央 

北 東 

白
石 

厚
別 

豊
平 

清
田 

南 西 
手
稲 

観
察
用
資
器
材 

聴診器・血圧計 組 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

心電計 台 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

血中酸素飽和度測定器 台 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

呼気二酸化炭素測定器 台 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

呼
吸

循
環
管
理
用
資
器
材 

自動式人工呼吸器（一式） 組 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

手動式人工呼吸器（成人・小児用） 組 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

手動式人工呼吸器（新生児用） 組 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

加湿流量計酸素吸入装置 基 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

吸引器一式 組 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

喉頭鏡・マギール鉗子 組 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

ショックパンツ（成人・児童用） 組 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

自動体外式除細動器 台 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

輸液・薬剤セット 組 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

気管挿管セット 組 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

創
傷
等
保

護
資
器
材 

梯状，マジック･ギブス一式 組 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

保
温

搬
送 

用
資
器
材 

ストレッチャ－（椅子式担架兼用を

含む） 
台 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

椅子式担架 台 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

布担架，折りたたみ式担架 組 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

スクープストレッチャー 台 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

バックボード 台 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

消
毒
用
資
器
材 

噴霧消毒器 組 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

高圧蒸気滅菌器（小型） 台 31 1 5 4 6 3 2 3 2 3 3 2 

オゾン殺菌ロッカー 台 31 1 5 4 6 3 2 3 2 3 3 2 

安定化二酸化塩素発生装置 台 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 

通
信 

用
装
置 

自動車電話 台 40 2 5 5 6 4 2 3 3 4 3 3 
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２０ 消防水利の概要 （消防局） 
 

種          別 （単位：基、ヶ所） 

総          数 18,111 

公設消火栓 
単  口 13,381 

双  口 3,784 

私設消火栓 
単  口 167 

双  口 47 

防火水槽 
公  設 646 

私  設 47 

井      戸 － 

池      沼 4 

受  水  槽 35 
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２１ ヘリコプター場外離着陸場 （消防局警防部消防救助課） 
 

番号 名 称 所在地 使用目的 緊急連絡先 

１ 円山陸上競技場 中央区 宮ケ丘３番地 物資空輸Ｂ 
札幌市観光文化局スポー

ツ部 
２１１－３－４５ 

２ 

豊平川緑地 

（南 22条大橋上

流左岸野球場） 

中央区 
南２５条西７丁

目豊平川左岸 

物資空輸Ａ  

空中消火 

石狩川開発建設部札幌河

川事務所 

札幌市環境局 

みどりの管理課 

５８１－３２３５ 

２１１－２５３６ 

３ 

豊平川緑地 

（水穂大橋上流

左岸芝広場） 

中央区 
大 通 東 ９ 丁 目   

豊平川左岸 

空 中 消 火   

物資空輸Ｂ 

石狩川開発建設部札幌河

川事務所 

札幌市環境局 

みどりの管理課 

５８１－３２３５ 

２１１－２５３６ 

４ 

豊平川緑地 

（南７条大橋上

流左岸芝広場） 

中央区 
南８条西１丁目 

豊平川左岸 

空 中 消 火   

物資空輸Ｂ 

石狩川開発建設部札幌河

川事務所 

札幌市環境局 

みどりの管理課 

５８１－３２３５ 

２１１－２５３６ 

５ 

豊平川緑地 

（一条大橋上流

左岸野球場） 

中央区 
南２条東６丁目 

豊平川左岸 
物資空輸Ｂ 

石狩川開発建設部札幌河

川事務所 

札幌市環境局 

みどりの管理課 

５８１－３２３５ 

２１１－２５３６ 

６ 札幌競馬場 中央区 
北６条西１６丁

目 

急 患 空 輸  

物資空輸Ｂ 

日本中央競馬会札幌競馬

場 
７２６－０４６１ 

７ 二条小学校 中央区 
南２条西１４丁

目 
急患空輸 

札幌市教育委員会生涯学

習部 

二条小学校 

２１1－３８２５ 

２６１－６５９６ 

８ 新川高校 北 区 
新川５条１４丁

目 
その他 

札幌市教育委員会生涯学

習部 

新川高校 

２１1－３８２５ 

７６１－６１１１ 

９ 麻生球場 北 区 麻生町７丁目 物資空輸Ｂ 

札幌市観光文化局スポー

ツ部 

麻生球場 

２11－３０４５ 

７３６－１４１６ 

１０ 札幌工業高校 北 区 
北１９条西１３

丁目 
その他 

北海道教育庁石狩教育局 

札幌工業高校 

２３１-４１１１ 

７２７－３３４１ 

１１ 

石狩川河川敷 

（札幌大橋上流

左岸芝生広場） 

北 区 

篠路町拓北２０

４番地石狩川左

岸 

空 中 消 火  

物資空輸Ｂ 

石狩川開発建設部札幌河

川事務所 
５８１－３２３５ 

１２ 
札幌医科大学 

屋外運動場 
北 区 

新琴似４条９丁

目 
物資空輸Ｂ 

札幌医科大学事務局病院

管理課 
６１１－２１１１ 

１３ 
北海道大学（野

球場） 
北 区 

北１７条西１３

丁目 
物資空輸Ｂ 

北海道大学課外活動助成

係 
７４７－３１３６ 

１４ 
北海道大学 

（陸上競技場） 
北 区 

北１９条西１２

丁目 
急患空輸 

北海道大学課外活動助成

係 
７４７－３１３６ 

１５ 
屯田西公園(野

球場） 
北 区 

屯田４条１０丁

目 
物資空輸Ｂ 

屯田西公園管理事務所 

北区土木センター 

７７１－０２１９ 

７７１－３８００ 

１６ 
美香保公園野球

場 
東 区 

北２１条東４丁

目 
物資空輸Ｂ 

観光文化局スポーツ部 

公園管理事務所 

２１１－３０４５ 

７５１－６９３９ 

１７ 
市立札幌開成中

等教育学校 
東 区 

北２２条東２１

丁目 
その他 

市立札幌開成中等教育学

校 
７８８－６９８７ 

１８ 東陵高校 東 区 
東苗穂１０条１

丁目 
その他 

北海道教育庁石狩教育局 

東陵高校 

２３１－４１１１ 

７９１－５０５５ 

１９ 
陸上自衛隊苗穂

支処 
東 区 苗穂町７丁目 その他 陸上自衛隊苗穂分屯地 ７１１－４２５１ 
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番号 名 称 所在地 使用目的 緊急連絡先 

２０ 
豊平川河川敷 
（雁木大橋下

流左岸野球場） 
東 区 

東雁来町２０

７番地豊平川

左岸 

物資空輸Ｂ 
石狩川開発建設部札

幌河川事務所 
５８１－３２３５ 

２１ 札幌中学校 東 区 
伏古８条１丁

目 
急患空輸 

札幌市教育委員会生

涯学習部 

札幌中学校 

２１1－３８２５ 

７８１－２２２１ 

２２ 栄町中学校 東 区 
北３６条東１

４丁目 
急患空輸 

札幌市教育委員会生

涯学習部 

栄町中学校 

２１1－３８２５ 

７１２－４２２４ 

２３ 

アクセスサッ

ポロ 

第３駐車場 

白石区 
流通センター

７丁目 

夜 間 運 航 

物資空輸Ｂ  

札幌流通総合会館 

 ｱｸｾｽｻｯﾎﾟﾛ管理課 
８６５－５８１１ 

２４ 
豊平川緑地 
（上白石橋上

流右岸芝広場） 
白石区 

菊水上町３条

１丁目豊平川

右岸 

物資空輸Ｂ 

石狩川開発建設部札

幌河川事務所 

札幌市環境局 

みどりの管理課 

５８１－３２３５ 

２１１－２５３６ 

２５ 

豊平川緑地 
（雁木大橋上

流右岸サッカ

ー場） 

白石区 
米里３５６番

地 

空 中 消 火   

物資空輸 

石狩川開発建設部札

幌河川事務所 

札幌市環境局 

みどりの管理課 

５８１－３２３５ 

２１１－２５３６ 

２６ 
川下公園(芝

生広場） 
白石区 

川下 

２６５１番地

３ 

物資空輸Ｂ 

札幌市環境局 

みどりの管理課 

川下公園 

管理事務所 

２１１－２５３６ 

８７９－５３１１ 

２７ 啓成高校 厚別区 
厚別東４条８

丁目 
その他 

北海道教育庁石狩教

育局 

啓成高校 

２３１－４１１１ 

 

８９８－３２１１ 

２８ 厚別高校 厚別区 
厚別町山本７

５０番地 
その他 

北海道教育庁石狩教

育局 

厚別高校 

２３１－４１１１ 

８９２－７６６１ 

２９ 野幌森林公園 厚別区 
厚別町小野幌

５３ 
物資空輸Ｂ 

野 幌 森 林 公 園      

事務所 
８９８－０４５５ 

３０ 
厚別陸上競技

場 
厚別区 

上野幌３条１

丁目 
物資空輸Ｂ 

札幌市環境局 

みどりの管理課 
２１１－２５３６ 

３１ 東商業高校 厚別区 
厚別中央３条

５丁目 
急患空輸 

北海道教育庁石狩教

育局 

東商業高校 

２３１－４１１１ 

８９１－２３１１ 

３２ 

月寒公園 

（ 坂 下 野 球

場） 

豊平区 
美園１０条８

丁目 
物資空輸Ｂ 豊平区役所土木部 ８２２－２４００ 

３３ 
陸自真駒内射

撃場 
豊平区 

西岡５４６番

地 
その他  

陸上自衛隊真駒内駐

屯地業務隊 
５８１－３１９１ 

３４ 

豊平川緑地 

（南７条大橋

上流右岸芝広

場） 

豊平区 
水車町１丁目

豊平川右岸 

空 中 消 火 

物資空輸Ａ 

石狩川開発建設部札

幌河川事務所 

札幌市環境局 

みどりの管理課 

５８１－３２３５ 

２１１－２５３６ 

３５ 

豊平川緑地 

（南 22 条大橋

上流右岸芝広

場） 

豊平区 

中の島１条７

丁目豊平川右

岸 

急患空輸 

石狩川開発建設部札

幌河川事務所 

札幌市環境局 

みどりの管理課 

５８１－３２３５ 

２１１－２５３６ 
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番号 名 称 所在地 使用目的 緊急連絡先 

３６ 
農業試験場（野

球場） 
豊平区 羊ケ丘１番地 その他 

農林水産省北海道農業試

験場 
８５１－９１４１ 

３７ 
白旗山距離競技

場 
清田区 真栄５０２番地 待機 

札幌市観光文化局スポー

ツ部 
２11－３０４５ 

３８ 
里塚霊園(芝生

広場） 
清田区 里塚４６８番地 物資空輸Ｂ 

札幌市衛生局保険衛生部

生活環境課 
２１１－２８６２ 

３９ 清田高校 清田区 北野３条４丁目 その他 

札幌市教育委員会生涯学

習部 

清田高校 

２１1－３８２５ 

８８２－１８１１ 

４０ 
旧清田高校サブ

グランド 
清田区 清田１条２丁目 物資空輸Ｂ 清田区土木部管理課 ８８８－３３０３ 

４１ 
札幌国際スキー

場  駐車場 
南 区 

定山渓９３７番

地 
その他  札幌リゾート開発公社 ２８１－５８６５ 

４２ 

滝野すずらん公

園 

（ 中 央 口 駐 車

場） 

南 区 滝野２４７番地 その他 

北海道開発局札幌開発建

設部総務課札幌市環境局 

みどりの管理課 

６１１－０１１１ 

２１１－２５３６ 

４３ 
バーバリアンズ

定山渓グランド 
南 区 定山渓３１番地 

空 中 消 火  

物資空輸Ｂ  

北海道バーバリアンズラ

クビーフットボールチー

ム 

６３１－３１２５ 

４４ 

豊平川緑地 

（藻南橋上流左

岸川沿公園） 

南 区 
川沿１３条１丁

目豊平川左岸 
急患空輸 

石狩川開発建設部札幌河

川事務所 
５８１－３２３５ 

北海道札幌土木現業所 ６６２－１６１１ 

札幌市環境局みどりの管

理課 
２１１－２５３６ 

南区土木センター ５８１－３８１１ 

４５ 
農試公園（野球

場） 
西 区 

八軒４条西６丁

目 
物資空輸Ｂ 公園管理事務所 ６４２－１８３５ 

４６ 札幌市消防学校 西 区 
八軒１０条西１

３丁目 
待機 札幌市消防学校 ６２２－５３５６ 

４７ 
手稲福井野球グ

ランド 
西 区 福井４７９番地 

空 中 消 火  

物資空輸Ｂ  
リゾートサッポロ ６６１－５３５５ 

４８ 山の手小学校 西 区 
山の手５条６丁

目 
急患空輸 

札幌市教育委員会生涯学

習部 

山の手小学校 

２１1－３８２５ 

６２１－０４３９ 

４９ 稲雲高校 手稲区 
手稲本町６条４

丁目 
物資空輸Ｂ 

北海道教育庁石狩教育局 

稲雲高校 

２３１－４１１１ 

６８１－３３９２ 

５０ 
千尺スキー場駐

車場 
手稲区 

手稲本町 

５９２番地 

空 中 消 火  

物資空輸Ｂ 

手稲オリンピア     

森観光株式会社 
６８１-３１９１ 

５１ 前田森林公園 手稲区 
手稲前田 

５９１番地 

夜 間 運 航  

物資空輸Ｂ 

みどりの推進部 

みどりの管理課 

管理事務所 

２１１－２５３６ 

６８１－３９４０ 

５２ 手稲鉄北小学校 手稲区 
前田２条１２丁

目 
急患空輸 

札幌市教育委員会生涯学

習部 

手稲鉄北小学校 

２１1－３８２５ 

６８１－２２８７ 

 
【使用目的】 

物資空輸Ａ 物Ａ 市域外からの受け入れ 

物資空輸Ｂ 物Ｂ Ａから各区への空輸 

空中消火  空消 

急患空輸  急患 

待機    待機 

その他   他 

夜間    夜間 
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２２ 障害物除去計画資料 
（１）土木車両管理台数 （建設局雪対策室車両管理事務所） 

区       分 
中
央
区 

北 

区 

東 

区 

白
石
区 

厚
別
区 

豊
平
区 

清
田
区 

南 

区 

西 

区 

手
稲
区 

道
路
管
理
課 

車
両
管
理 

 

事
務
所 

合 
計 

除雪グレーダ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 

除雪ドーザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

除雪トラック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

ロータリ除雪車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

小型ロータリ除雪

車 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 167 

小型除雪車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 

凍結防止剤散布車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 

普通作業車（中型） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 

パトロールカー 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 0 26 

排水ポンプ車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

フォークリフト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

合       計 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 1 423 462 

 

（２）配車計画表 （建設局雪対策室事業課） 

区名 

市  有  車 民  有  車 

合 
 

計 

除
雪
グ
レ

ダ 
除
雪
ト
ラ

ク 

除
雪
ド

ザ 

計 

除
雪
グ
レ

ダ 

除
雪
ト
ラ

ク 

除
雪
ド

ザ 

計 

中央 17 0 4 21 30 0 89 119 140 

北 18 2 3 23 24 2 133 159 182 

東 14 2 2 18 17 0 95 112 130 

白石 15 0 2 17 13 0 68 81 98 

厚別 7 1 3 11 15 0 56 71 82 

豊平 10 0 2 12 8 0 56 64 76 

清田 10 0 0 10 6 0 49 55 65 

南 14 2 2 18 8 1 72 81 99 

西 11 2 3 16 15 0 74 89 105 

手稲 12 1 5 18 6 0 64 70 88 

計 128 10 26 164 142 3 756 901 
1,06

5 
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２３ 令和４年度雪堆積場計画 （建設局雪対策室事業課） 
（１）雪堆積場一覧 

区

別 
雪堆積場名 住所 

占用面積 計画搬入量 
所有者 

（㎡） （㎥ ） 

中

央

区 

■ 雁来大橋下流左岸第 2 東区東雁来町 205 地先 31,620 120,000 国 

■ 一条大橋下流左岸 中央区大通東 9丁目地先 15,846 40,000 国 

■ 南七条大橋上流右岸 豊平区水車町 1丁目地先 48,930 100,000 国 

 南 22 条橋上下流左岸 中央区南 24 条西 7丁目地先 61,983 50,000 国 

■ 五輪大橋上流左岸 南区川沿 3条 1丁目先 27,428 80,000 道 

■ 南 22条橋下流右岸 豊平区中の島1条5丁目地先 44,313 40,000 国 

 盤渓地区 中央区盤渓 264 81,400 400,000 私 

■ 盤渓東部地区 中央区盤渓 501-10 25,400 140,000 私 

 計 8 箇所   336,920 970,000  

北 

区 

 屯田西部地区 北区屯田町 855-1 36,363 180,000 市 

■ 拓北地区 北区篠路町拓北 162-27 51,520 670,000 市 

■ 屯田地区 北区屯田町 969-2 17,860 130,000 市 

■ 新琴似 5番西 北区新琴似町 1019-1 32,532 180,000 私 

■ 新琴似 5番 北区新琴似町 1014-1 26,409 250,000 私 

■ 新琴似 3番 北区新琴似町 554 32,916 230,000 私 

☆ 新琴似 8横 北区新川 807-1 65,000 1,200,000 私 

■ 上篠路第 2地区 北区篠路町上篠路 373 63,253 520,000 私 

☆ 拓北第 2地区 北区篠路町拓北 1-2 62,372 750,000 私 

■ 石狩市緑苑台地区 
石狩市緑苑台西 1条 3丁目

600 
40,288 300,000 石狩市 

 計 10 箇所   428,513 4,410,000  

東

区 

■ モエレ公園南地区 東区モエレ沼公園 596-1 17,100 130,000 市 

☆ 雁来大橋下流左岸 東区中沼町 44-2 地先 411,804 940,000 国 

■ 中沼中央地区 東区中沼町 45番地 72,000 170,000 市 

☆ 上篠路地区 北区篠路町上篠路 356 111,133 1,200,000 私 

■ モエレ地区 東区丘珠町 595-3 20,984 280,000 私 

■ モエレ東地区 東区中沼町 13-72 44,206 230,000 私 

 計 6 箇所   677,227 2,950,000   

白

石

区 

■ 豊水大橋上流右岸 白石区米里 1条 1丁目地先 21,214 60,000 国 

 開栄橋下流左岸 白石区流通ｾﾝﾀｰ 4 丁目地先 5,789 20,000 道 

★ 厚別橋下流左岸 白石区流通ｾﾝﾀｰ 5 丁目地先 18,002 90,000 道 

■ 豊水大橋下流右岸 白石区米里 5条 1丁目地先 52,339 100,000 国 

■ 東雁来第 2地区 東区東雁来 14条 3丁目 17,465 80,000 市 

 環状北大橋下流右岸 白石区菊水元町 6条 1丁目 57,911 140,000 国 

■ 東米里地区 白石区東米里 2172 64,365 60,000 市 

 計 7 箇所  237,085 550,000  

厚

別

区 

■ 山本地区 厚別区厚別町山本 1063-31 69,000 300,000 市 

■ 厚別融雪槽隣接地 厚別区厚別町山本 762-8 21,161 230,000 市 

 厚別地区 厚別区下野幌ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ 2 丁目 11,312 140,000 市 

 大曲地区 北広島市大曲 681-1 137,500 800,000 私 

■ もみじ台南地区 北広島市西の里 583 107,560 300,000 私 

 計 5 箇所   346,533 1,770,000  
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区

別 
雪堆積場名 住所 

占用面積 計画搬入量 
所有者 

（㎡） （㎥ ） 

豊

平

区 

■ 月寒東地区 豊平区月寒東 3条 11 丁目 52,253 300,000 市 

 月寒東第 2地区 豊平区月寒東 3条 11 丁目 10,000 70,000 市 

■ 藻岩橋下流右岸 豊平区平岸 1条 23 丁目 46,791 50,000 国 

■ 五輪大橋下流右岸 南区真駒内公園地先 22,645 100,000 道 

■
ミュンヘン大橋下流

右岸 

豊平区中の島 1条 11 丁目地

先 
43,525 40,000 国 

■ 南大橋上流右岸 豊平区水車町 5丁目地先 25,147 50,000 国 

☆ 澄川南地区 豊平区真駒内 634 114,924 700,000 私 

■ 真駒内第 2地区 南区真駒内 174-2 52,585 140,000 私 

■ 西岡第２地区 豊平区西岡 545-1 29,042 220,000 私 

■
真栄ハイテクヒル地

区 
清田区真栄 363-26 32,113 90,000 私 

 計 10 箇所   429,025 1,760,000   

清

田

区 

■ 真栄地区 清田区真栄 359-1 21,889 180,000 私 

 北野橋上流両岸 清田区清田 1条 2丁目地先 24,014 30,000 道 

■ 真栄芙蓉地区 清田区真栄 277番 2 24,000 170,000 私 

■ 白旗山第 3地区 清田区真栄 473番 1 12,089 100,000 私 

■ 有明地区 清田区有明 77-5 19,408 140,000 私 

☆ 有明第 2地区 清田区有明 274-1 40,061 240,000 私 

 白旗山第 2地区 清田区真栄 488-4 21,230 240,000 私 

 白旗山地区 清田区真栄 466-1 31,193 100,000 私 

 計 8 箇所   193,884 1,200,000  

南

区 

■ 石山大橋上流右岸 南区石山 1条 4丁目地先 18,457 30,000 道 

★ 五輪大橋上流右岸 南区真駒内公園地先 16,165 70,000 道 

 藻南橋上流左岸 南区川沿 12 条 1 丁目地先 48,393 50,000 道 

 小金湯地区 南区小金湯 558-2 26,000 150,000 市 

■ 五輪大橋下流左岸 南区川沿 1条 1丁目地先 18,444 120,000 道 

■ 澄川地区 南区澄川 456-3 23,528 250,000 市 

■ 南沢地区 南区白川 1814-414 24,000 180,000 市 

 藤野地区 南区藤野 617-1 13,309 90,000 私 

 駒岡地区 南区真駒内 606 17,640 110,000 私 

 簾舞地区 南区簾舞 611-1 15,982 100,000 私 

 真駒内地区 南区真駒内 381-1 45,000 100,000 私 

 計 11 箇所   266,918 1,250,000  

西

区 

 五天山地区 西区福井 423 11,000 60,000 市 

■ 発寒地区 西区発寒 12条 14 丁目 11,270 80,000 市 

■ 森林公園橋下流右岸 手稲区手稲前田 457-8 地先 15,611 60,000 道 

■ 平和第 2地区 西区平和 337-1 12,209 120,000 私 

■ 福井地区 西区福井 474 20,091 250,000 私 

■ 前田第 2地区 手稲区手稲前田 614-1 24,793 300,000 私 

■ 平和地区 西区平和 314-5 8,218 70,000 私 

■ 西野平和地区 西区平和 386-1 18,000 250,000 私 

 計 8 箇所   121,192 1,190,000  
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区

別 
雪堆積場名 住所 

占用面積 計画搬入量 
所有者 

（㎡） （㎥ ） 

手

稲

区 

■ 第一新川橋下流左岸 手稲区手稲山口 271-2 地先 14,691 60,000 道 

★ 石狩新港西地区 石狩市新港西 3丁目 27-1 131,403 750,000 私 

 前田地区 手稲区手稲前田 440 67,931 900,000 私 

 手稲山口地区 手稲区手稲山口 264 66,121 600,000 私 

 前田第 3地区 手稲区手稲前田 609 66,118 800,000 私 

■ 山口東地区 手稲区手稲山口 265-1 21,043 150,000 私 

★ 前田第 5地区 手稲区手稲前田 447 26,098 210,000 私 

 計 7 箇所   393,405  3,470,000  

全

市 
 合計 80 箇所   3,430,702  19,520,000    

一般日中雪堆積場 21 箇所 

★一般夜間雪堆積場 4 箇所 

☆24 時間開設雪堆積場 6 箇所 

■公共専用雪堆積場 49 箇 

 

（２）所有区分別集計表 

所 有 者 箇 所 数 
計画搬入量 構成率 

（㎥） （％） 

国（河川) 12 箇所 1,730,000 8.9 

道（河川) 11 箇所 710,000 3.6 

市 有 地 17 箇所 3,180,000 16.3 

石狩市有地 1 箇所 300,000 1.5 

私 有 地 39 箇所 13,600,000 69.7 

合    計 80 箇所 19,520,000 100.0 

 

（３）雪処理施設一覧 

雪処理施設名 
処理能力 

（㎥） 

厚別融雪槽 315,000 

新川融雪槽 390,000 

都心北融雪槽 100,000 

創成川融雪管 125,000 

伏古川融雪管 200,000 

発寒下水道管投雪施設 84,000 

八軒下水道管投雪施設 70,000 

月寒公園地域密着型雪処理施設 40,000 

伏古公園北地域密着型雪処理施設 30,000 

ｱｸｾｽｻｯﾎﾟﾛ地域密着型雪処理施設 100,000 

合      計 1,454,000 
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１ 情報提供報道機関一覧表 （総務局広報部広報課） 

機関名 所在地 
電話 ＦＡＸ 

市役所内
線 会社 会社 

北海道新聞 中央区大通西 3丁目 3313 210-5555 210－5592 

朝日新聞 中央区北 1 条西１丁目 
さっぽろ創成スクエア 9 階 

3317 222-1601 221-5824 

読売新聞 中央区北 4 条西 4 丁目 3319 231-1775 222-0490 

毎日新聞 中央区北 4 条西 6 丁目 3318 231-3085 222-1049 

日本経済新聞 中央区北 1 条西 6 丁目 
アーバンネット札幌ビル 2 階 3321 281-3212 210-1527 

共同通信 
中央区大通西 3丁目 
道新ビル 6Ｆ 3328 231-0825 221-8898 

時事通信 中央区北 4 条西 6 丁目 
毎日札幌会館 8階 3327 231-0827 241-2862 

産経新聞 
中央区北 4 条西 4 丁目 
MMS 札幌駅前ビル 1 階 3320 241-0360 241-0361 

日刊工業新聞 中央区南 9 条西 5 丁目 
SAKURA-S9 J 室 3322 596-9428 596-9429 

北海道建設新聞 中央区北 4 条西 19 丁目 3336 611-6315 640-2625 

報知新聞 中央区北 4 条西 4 丁目 
読売ビル 3 階 

3358 251-3671 251-2312 

北海道日刊スポーツ新聞 
中央区北 3 条東 3 丁目 
KN ビル 5 階 3332 242-3920 231-5470 

スポーツニッポン新聞 中央区北 4 条西 6 丁目 
毎日札幌会館 3階 

3334 251-1755 251-7346 

北海道新聞（道新スポーツ） 中央区大通西 3丁目  241-1230 251-7587 

日本放送協会（ＮＨＫ） 中央区北 1 条西 9 丁目 3323 221-5097 232-5190 

北海道放送(ＨＢＣ） 中央区北 1 条西 5 丁目 3324 232-5876 221-6807 

札幌テレビ放送（ＳＴＶ） 中央区北 1 条西 8 丁目 3325 272-8295 271-1535 

北海道テレビ放送（ＨＴＢ） 中央区北 1 条西 1 丁目 3326 205-7676 233-6008 

北海道文化放送（ｕｈｂ） 中央区北 1 条西 14 丁目  214-5321 272-5506 

テレビ北海道（ＴＶｈ） 中央区大通東 6丁目 3308 232-7160 232-7173 

北海道放送ラジオ局 
（ＨＢＣラジオ） 

中央区北 1 条西 5 丁目   232-5851 232-4403 
232-1287 

ＳＴＶラジオ 中央区北 1 条西 8 丁目  272-8354 272-8392 

エフエム北海道 
（ＡＩＲ－Ｇ’） 

中央区北 1 条西 2 丁目 
時計台ビル 14 階  241-0844 251-6305 

ＦＭノースウェーブ 北区北 7条西 4丁目 
新北海道ビル 8階   707-8250 707-8311 

札幌コミュニティ放送局 
（ラジオカロスサッポロ） 中央区宮の森 1条 11 丁目  622-2300 622-5201 

エフエムとよひら 
（ＦＭアップル） 

豊平区平岸 2条 5 丁目 
第 5 平岸グランドビル 2 階  813-2233 813-6767 

三角山放送局 西区八軒 1 条西 1 丁目  640-3330 640-3331 

さっぽろ村ラジオ 東区北 9条東 7丁目  299-5444 299-5484 

ＦＭドラマシティ 厚別区厚別中央 2 条 5丁目 
サンピアザ 3 階  846-5505 890-7766 

エフエムしろいし 白石区南郷通 8丁目北 
ストーンヒル南郷 8 2 階 

 867-3000 867-8383 

Ｊ：ＣＯＭ 豊平区月寒 2条 18 丁目  300-2221 300-2222 
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２ 災害に関する問い合わせ先一覧 （危機管理局） 

種 類 収 集 先 電  話 備 考 

被害状況 

災害対策本部事務局  211‐3062  

中央区災害対策本部 ㈹ 231‐2400 区総務企画課 

北区災害対策本部 ㈹ 757‐2400 区総務企画課 

東区災害対策本部 ㈹ 741‐2400 区総務企画課 

白石区災害対策本部 ㈹ 861‐2400 区総務企画課 

厚別区災害対策本部 ㈹ 895‐2400 区総務企画課 

豊平区災害対策本部 ㈹ 822‐2400 区総務企画課 

清田区災害対策本部 ㈹ 889‐2400 区総務企画課 

南区災害対策本部 ㈹ 582‐2400 区総務企画課 

西区災害対策本部 ㈹ 641‐2400 区総務企画課 

手稲区災害対策本部 ㈹ 681‐2400 区総務企画課 

消防局 
 215‐2080 警防部指令課 

 215‐2060 警防部消防救助課 

北海道警察本部 ㈹ 251‐0110 警備部警備課 

災害関係 

情報 
札幌市コールセンター 

 222‐4894 
札幌市が提供するサービスに関する情報提供 

 221‐4894（ｆａｘ） 

 電子メール ｉｎｆｏ4894＠ｃｉｔｙ.ｓａｐｐｏｒｏ.ｊｐ 

  
【日本語、英語対応：年中無休/８:00～21:00】 

【中国語、韓国語対応：年中無休/9:00～17:00】 

気象状況 札幌管区気象台  611‐6127  技術部業務課 

交通機関運

行状況 

北海道旅客鉄道㈱  222‐7111 JR 北海道電話案内センター 

交通局  232‐2277 札幌交通案内センター 

JR 北海道バス 

 272‐2111 本社 

 681‐3637 手稲営業所 

 241‐3771 札幌営業所 

 631‐4111 琴似営業所 

 891‐2544 厚別営業所 

中央バス 

 221‐5161 札幌事業部 

 782‐6125 札幌東営業所 

 766‐6560 新川営業所 

 751‐2637 北営業所 

 584‐3105 西岡営業所 

 881‐2156 平岡営業所 

 231‐0500 札幌ターミナル 

 376‐2424 大曲営業所 

 0133‐74‐2325 石狩営業所 
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種類 収 集 先 電 話 備 考 

交通機関 

運行状況 

じょうてつバス 
 0120-37-2615 川沿営業所 

 0120-60-8109 藻岩営業所 

丘珠空港事務所  781‐4162   

日本航空株式会社 

（JAL）札幌支店 

 0120‐255‐971  

 232-3690 携帯・PHS 

全日本空輸株式会社 

（ANA）札幌支店 
 011-726-6100  

エア・ドゥ  242‐5533 本社総務部広報担当 

北海道エアシステム（HAC）  330-0220 予約センター 

スカイマークエアラインズ  050-3116-7370 予約・運行状況案内 

道路通行状

況 

日本道路交通情報センター  050-3369-6601   

建設局（市道・道道）  211‐2452 管理部道路管理課 

北海道開発局札幌開発建設

部札幌道路事務所 
 854‐6111   

NEXCO 東日本北海道支社  896-5211  

北海道警察本部 ㈹ 251‐0110  

電気停電状

況 
北海道電力㈱札幌支店  0120-285-121 停電情報 

ガス供給状

況 
北海道ガス㈱  231‐9511 お客さまセンター  

水道遮断状

況 
水道局 

 211-7770 24 時間年中無休 

㈹ 762‐7300 北部配水管理課（北・東区） 

㈹ 891‐7300 東部配水管理課（白石・厚別） 

㈹ 572‐7300 中部配水管理課（中央・南区） 

㈹ 812‐7300 南部配水管理課（豊平・清田） 

㈹ 618-7300 西部配水管理課（西・手稲区） 

小・中学校施

設及び休校

状況 

教育委員会 

 211‐3831 施設被害…学校施設担当部管理課 

 211‐3851 休校…学校教育部教育推進課 

自衛隊 

派遣要請 

自衛隊 ㈹ 581‐3191 陸上自衛隊第１１師団第 3 部防衛班 

北海道  204‐5818 石狩振興局地域政策部地域政策課 

河川水位等

の状況 

北海道開発局 

札幌開発建設部 
 581‐3235 札幌河川事務所 

北海道札幌建設管理部  662-1161 事業課 

災害対策本

部設置連絡

先 

北海道  204‐5818 石狩振興局地域政策部地域政策課 
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第1章  「札幌市危機管理基本指針」の策定にあたって 

  策定の背景 

日本は、アジア大陸の東側に位置し、四季が明瞭で豊かな自然に恵まれた国です。しかし、世界有数の火山国でも

あることや、その地下深くで重なりあう多くのプレートの割れやずれにより、過去たびたび大地震に見舞われ、また、

毎年のように台風の直撃を受けてきました。 

地震についていえば、関東大震災の例を出すまでもなく、１９９５年１月に起きた「阪神・淡路大震災」では、６，

４００人以上の方が亡くなっており、つい最近では、２００３年７月の宮城県北部で震度６強、２００４年１０月の新

潟県中越地震においては、震度７から震度５弱の地震が連続して発生しました。北海道でも、十勝沖、根室沖において、

地震が頻発しています。 

一方、台風では、従来、日本本土に上陸する数は６個が最高でしたが、２００４年には１０個に達し、札幌でも、

瞬間最大風速５０．２ｍ／ｓという記録的な暴風を伴う台風１８号によって大きな被害を経験しました。 

また、自然災害以外の危機に目を転じますと、社会の国際化、複雑化に伴って、今まで経験や想定もしなかった事

件、事故が発生してきています。例を挙げますと、１９９５年３月の東京での「地下鉄サリン事件」、海外に端を発し

た SARS や鳥インフルエンザ騒動などがあります。 

さらには、２００３年２月には、韓国のテグ市で、地下鉄での放火により、１９６人が死亡するという都市ならで

はの事例、米国の同時多発テロ、バリ島やロシアでのテロ等多くの例を見聞きします。 

札幌市は比較的災害の少ない都市といわれてきており、１９８１年（昭和５６年）のいわゆる「５６水害」以来地

震や台風、その他の災害、大規模な事件事故もほとんどなく、これまでがたまたま危機の少ない幸運な時期だったとい

えるかもしれません。 

しかし、国のレベルを越えて人的、物的交流が広がる昨今の社会情勢を考えると自然災害の頻発ばかりではなく、

今まで経験したことのない危機の発生は、札幌市民にとっても、決して無縁ではありません。米国同時多発テロ後の白

い粉騒動や２００４年のイラク邦人拘束事件等があり、今後、この札幌においても、いつ何が起きてもおかしくなく、

安全確保のために備えなければならない時代が来ています。 

このような背景から、市民の身体、生命及び財産の安全確保を目指す体制を整備するための指針として「札幌市危

機管理基本指針」を策定しました。 

 

 

 

  指針の位置付け 
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図 1 札幌市危機管理基本指針の位置付け 

第2章  基本的な考え方 

一番の危機管理は、「危機に至らないこと」といわれ、そのためには危機を予測し、事前に十分な対応策を準備し、

実践することとされています。 

しかしながら、札幌市において想定されるすべての危機に対応するには、人的、物的資源に限りがあり、その限ら

れた中で対応しなければならないのが現実です。 

また、要配慮者（高齢者、障がい者等）への避難支援のように、自助や共助といった、地域の支えあいによる取組

と連動することが求められます。 

これらを踏まえ、市民の身体、生命及び財産の安全を確保するために、日ごろから危機に備え、素早く対応できる、

市役所全体の体制づくりを目指します。 

なお、札幌市への通勤・通学者や情報の入手手段をもたない観光客などの一時滞在者などの身体、生命及び財産の
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安全を確保する緊急時の対応も視野に入れておく必要があります。 

 

  基本目的 

この指針は、危機から市民の身体、生命及び財産の安全を確保するための体制の整備及び対応の基本を示すことを

目的とします。 

 

 

  目標 

この指針の運用を通じて、札幌市職員のすべてが危機管理に関する共通の認識をもち、市民の身体、生命及び財産

の安全を確保するために、常に危機に備え、不断の努力と研鑚により、迅速かつ適切に対応できる能力の向上を図り、

計画的な体制を整備することを目標とします。 

 

 

  対象とする危機の範囲 

この指針における「危機」とは、「市民の身体、生命及び財産に重大な被害が生じ、又は生じる恐れがある緊急の事

態」をいいます。 

この指針が対象とする危機として、以下のものを想定しています。 

 

 

 

 

 

 

(1) 自然災害 

地震、暴風雨、洪水や土砂災害、大雪による雪害等の自然災害その他の異常

な自然現象に起因する危機事象 

 
 

(2) 市民生活に重大な影響を及ぼす事件・事故等 

原子力災害、放射性同位元素等の漏洩事故や航空機事故、大規模な道路上の

事故等の災害、危険物等の漏洩、爆発等の事故や感染症の発生等に起因する危

機事象 

 

 

(3) 武力攻撃等 

「武力攻撃事態等におけるわが国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確

保に関する法律」で定める「武力攻撃事態」、「武力攻撃予測事態」及び「緊急

対処事態」 
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  危機マネジメントシステムの導入 

市民を取り巻く危機への対応や取組は、これまで地域防災計画及び国民保護計画の枠組みを基本として行ってきま

した。 

その他にも、各局等において、感染症対策等の法令に基づく取組、平常時における交通安全運動や火災予防運動と

いった運動的な取組、また、災害時に重要な役割を果たす公共施設の耐震化や緊急時の輸送路確保の役割も果たす道路、

トンネル、橋梁等の日常的な保守管理業務等によって、さらには、対応事象ごとに各関係機関との連携を図りながら取

組を進めてきました。 

こうした取組を踏まえて、地域防災計画を始め、各局等で策定している災害や危機対応の個別計画、マニュアル等

の実効性を確保するとともに、新たに対応すべき事象への取組を進める必要があります。 

このため、危機管理体制の実効性の確保を主眼として、危機管理に関する責任の所在を明確にするとともに、平常

時から緊急時における組織の問題点や課題を事前に抽出し、評価、見直しを行って、常に適切な対応体制を整えておく

手法として、「危機マネジメントシステム」を導入することとしました。このシステムを確実に運用することにより、

市役所の全組織の危機対応力向上を目指します。 

 

 

 

 

 

第3章  危機マネジメントシステム 

「危機マネジメントシステム」は、「危機管理責任者制度」と「危機管理対応力評

価」からなります。これは、各局等の危機を管理する危機管理責任者が、平常時に

「所管業務において想定される危機の予知・発見に努め、対応マニュアルを整備（Ｐ）

するとともに、マニュアルに基づいて訓練・研修を行い（Ｄ）、対応策が機能するか

を自ら検証（Ｃ）し、見直し（Ａ）を行い、常に緊急時に備える」システムです。 

危機マネジメントシステムの具体的な運用等については、別に「危機マネジメン

トシステム要綱」において定めます。 
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ＰＬＡＮ 

○危機の把握 

○対応マニュアルの整備 

 
 Ｄ

 
ＤＯ 

○情報連絡体制の確立 

○訓練・研修の実施 

○緊急時対応 
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図 2 危機マネジメントシステムの概要 

 

 

 

 

 

  危機管理責任者制度 

危機管理責任者制度とは、各局等に危機管理責任者（各局等の長（危機管理局に

あっては危機管理監）をもって充てる。以下「責任者」という。）を置き、危機管理

局を担当する副市長が担う統括危機管理責任者（以下「統括責任者」という。）の下、

責任者が主体的に所管業務における危機管理を行うものです。 

責任者は、平常時には、各局等における対応マニュアルの策定、改善や職員の訓

練、研修等の進行管理を行います。また、緊急時には、各局等において収集した情

報を一元的に管理して、局内または関係局、関係機関との報告、連絡、調整を行い

ます。 

責任者の平常時の主な役割としては、次のものがあげられます。 

 

 

(1) 危機の把握 

所管する業務において、市民の生命や財産に重大な影響を与える要素がどこ

にあるのかを把握することが、危機管理の第一歩です。 

責任者は、あらかじめ所管業務において想定される危機を日常的に把握する

必要があります。そのためには、さまざまな手段を活用して、情報の収集を行

い、組織を上げて情報の収集・分析能力の向上を図ります。 

 

(2) 危機管理対応マニュアルの整備 

緊急時において、市民の生命及び財産を守るためには、組織として統制のと

報告 

指示 

危機管理対応力評価 

Ｃ
 

ＣＨＥＣＫ 
○ 訓練等実施後の評価 

 

危機管理責任者制

Ａ 
ＡＣＴＩＯＮ 

○対応マニュアルの見直し 
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れた対応が求められます。 

このため、責任者は、所管業務において想定される危機に関する対応マニュ

アルを整備する必要があります。対応マニュアルには、職員の緊急時の役割や

関係連絡先、連絡方法などを定めます。 

 

(3) 情報連絡体制の確立 

緊急時において、迅速で的確な判断、対応を行うためには、情報の速さと正

確さが求められます。 

責任者は、事態の正確な把握とともに、対応体制の発動や情報錯綜による混

乱を減少するために、情報を集約し体系的に整理し、分析された的確な情報を

迅速に伝達できる体制を整備する必要があります。 

 

(4) 危機管理訓練・研修の実施 

緊急時において、迅速で的確な判断、対応を行うために、職員は日ごろから、

対応マニュアルに基づく緊急時対応の習熟に努める必要があります。 

責任者は、所属職員に対して緊急時を想定した実践的な訓練･研修を行います。 

 

(5) 市民等の意識啓発 

大規模な危機の発生時には、行政だけでは十分な対応は困難で、市民、企業

の理解と協力が不可欠です。また、市民、企業自らも備えを講ずる必要があり

ます。 

このため、責任者は、市民等に対し、所管業務に係る危機管理への積極的な

理解や協力を求めるとともに、市民等の危機管理対応力の向上を図るための支

援を行います。 

また、危機発生の予測や注意喚起、安全対策と札幌市の危機管理に関する情

報を、広報誌やマスコミ等さまざまな手段を活用して積極的に情報提供します。 

 



－ 7 － 

図 3 危機管理責任者の役割
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（２）危機管理対応マニュアルの整備 

（３）情 報 連 絡 体 制 の 確 立 

（４）危機管理訓練・研修の実施 

（５）市 民 等 の 意 識 啓 発 

情 報 活 動 

対 策 活 動 

危機管理責任者の役割 
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  危機管理対応力評価 

危機管理対応力評価とは、責任者が、平常時において、危機の把握、連絡体制の整備、訓練・研修の実施等あらか

じめマニュアル等で定めた緊急時における対応体制について、毎年自己評価を行い、不適合な部分の見直しを行うもの

です。 

評価すべき項目として、主に次の諸点を想定しています。 

① 所管業務で想定される危機の把握、被害想定を行っているか 

② 対応マニュアル等は整備されているか 

③ 緊急時の情報連絡体制は確立されているか 

④ 訓練・研修を実施しているか 

⑤ 緊急時の初動対応・情報活動・対策活動は適切だったか 

⑥ 訓練・研修及び緊急時対応の実施後、評価を行ったか 

⑦ 訓練・研修及び緊急時対応の実施後の評価に基づき、対応マニュアル等を

見直したか など 

 
責任者は、これらの項目による評価結果を、危機管理監を通じ統括責任者に報告します。統括責任者はこれを市長

に報告するとともに、必要に応じ、改善又は見直しの指示を行います。 

また、市長は必要に応じ、危機マネジメントシステム全般の改善や危機管理に関する施策全体の見直しを行います。 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 4 危機管理対応力評価の概要
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評価項目（例） 

○危機の把握、被害想定 

○対応マニュアルの整備 

○情報連絡体制の確立 

○訓練・研修の実施 

○緊急時対応 

○訓練等実施後の評価 

○対応マニュアルの見直し 

 他 

危機管理対応力評価 
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  危機管理局の役割 

危機管理局は、危機管理に関し、統括責任者、危機管理監のもとで、円滑な危機管理施策を進めるため、札幌市の

取組を統括し、各局等との調整を行います。 

平常時においては、情報の収集や関係機関との連絡調整等を行うとともに、全市的な危機管理に関する体制の整備

を進め、適切な進行管理を行って実効性を確保し、札幌市全体の危機対応力の向上を目指します。 

 

(1) 危機マネジメントシステムの運用管理 

危機マネジメントシステムの運営に関する事務を行うとともに、全市的な運

用の統括管理を通じ、各局等の緊急時対応への備えを促進します。 

 

(2) 情報の共有化 

札幌市において想定される危機に関する情報について、自ら又は各責任者か

ら、さらには関係機関と連携して収集にあたり、分析し、情報の共有化を図り

ます。 

 

(3) 札幌市危機管理会議の運営 

危機管理体制の強化を図るため、危機管理業務に関連する部局等で構成する

札幌市危機管理会議の運営を通して、全庁的な危機管理施策に関する合意の形

成や情報の共有化等を図るとともに、関係部局間の緊密な連携のもとに危機管

理施策の総合的な推進に努めます。 

 

(4) 危機管理訓練・研修の実施 
全市的な危機対応力の向上を目指して、各責任者の行う訓練・研修を支援す

るとともに、職員への階層別研修と個別研修を実施します。 

   ＜主な支援・研修等＞ 

・ 各区等の災害対策本部訓練（図上訓練） 

・ 危機管理に関する職階層別研修 

・ イントラネットを活用した職員向け個別研修（学習） など 

(5) 市民等の意識啓発 
各責任者が行うもののほか、広報誌等を活用して、危機管理に関する情報提

供を積極的に行い、市民等の意識啓発を進めます。 

＜主な手立て等＞ 

・ 広報誌、テレビ、ラジオ等のマスコミ活用による情報提供 

・ ホームページによる情報提供 

・ 各種ハザードマップの作成 

・ 出前講座の実施 

・ 地下施設の避難確保計画作成の支援 など 
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第4章  緊急時の対応等 

  予兆時の対応 

 

(1) 局等 

ア 情報活動 

責任者は、予兆時には、被害の発生防止及び軽減を目的として、速やかに危

機に関する情報の収集、分析を行い、危機管理局及び関係する局等への伝達を

行って、情報の共有化を図ります。 

また、関係機関、市民・報道機関等へ適時、適切な情報を提供する必要があ

るため、緊急時の広報体制をあらかじめ準備します。 

なお、的確な対応の確保、事象の拡大や混乱の防止のためにも、情報の伝達

や提供にあたっては、その信頼性や影響度を分析、評価したうえで、広報等を

行います。 

イ 対策活動 

所管業務に関わる危機対応にあたって、責任者は警戒体制をとり、監視、警

戒等を実施します。複数局に係る事象については、関係局間で連携を取り、主

管局等を中心に対応します。 

また、責任者は、危機管理監を通じ、統括責任者に措置状況を報告します。 

 

(2) 危機管理局 

ア 情報活動 

主管局等からの予兆に関する情報に基づき、関係する機関等への情報収集活

動を行い、被害予測等の分析を行い、組織の内外との情報の共有化を図ります。 

イ 対策活動 

主管局等からの情報に基づき、対応等の統括行うとともに、単独局等で対応

できない危機については、関係局等との統括的な調整を行います。 

また、主管局等が不明な場合には、危機管理局において初期対応体制を取り、

所管する局等を決定した後、速やかに主管局等へ引き継ぎます。 

 

危機に関する情報には、次のものがあります。 

（１）危機の予兆や発生、被害等に係る具体的な情報である「危機

情報」 

（２）避難に関する勧告や指示等対策、対応に係る「対策情報」 

 

  緊急時の対応体制 

市民生活に重大な影響を及ぼすことが想定される危機の対応体制は、全庁的
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な対応を前提とする「危機対策本部レベル」と、主管局等が中心となって対応

する「危機対策実施本部レベル」とで構成します。 

(1) 地域防災計画で想定する災害等の発生時には「災害対策本部」又は「緊急 

災害対策実施本部」を設置して対応します。 

(2) 国民保護計画で想定する災害等の発生時には、「国民保護対策本部（又は緊急対処事態対策本部）」、「緊急事

態連絡室」又は「情報連絡室」を設置して対応します。 

(3) その他の危機事象に対しては、危機対応に関する「危機対策本部」又は「危機対策実施本部」を設置します。 

 

本部等では、情報の収集・分析を行い、対応方針の決定や関係機関、市民・

報道機関等への情報提供、局等の役割などを決定します。 

 

 

  事後の対応（復旧、復興、再発防止） 

責任者は、緊急事態に対しては、全力で被害の軽減に努めるとともに、危機

の収束後は、市民生活の回復を図るため、関係局間で連携を図り、復旧のため

の貸付や補助、証明等の必要な支援策を実施します。 

市の対策だけでは復旧が不十分な場合には、国、道、関係機関等と相互に協

力をして被災者等の生活援護、地域経済の復興支援等を行うとともに、発生し

た危機について、対応状況等を検証し、再発防止対策に努めます。 
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第5章  今後の取組 

  危機マネジメントシステムの進め方 

時代や社会的背景、市民の意識の変化に伴い、私たちを取り巻く「危機」も

また、変化していきます。 

今、想定されている危機ばかりではなく、中長期的に札幌市にとって、どの

ような事象が危機となりうるか常に調査・研究をし、危機の把握に努め、対応

力の向上を進めていきます。 

さまざまな危機が想定される中で、自然災害は発生頻度も高く、身近で市民

生活に大きな影響を及ぼすこと、多くの局等の業務に係わり、情報の共有や連

携が必要となること等から、これに対する緊急時体制を充実させることは、札

幌市の危機対策として最も重要なことと判断されます。 

このため、全市的な危機管理の取組にあたっては、地域防災計画で定める災

害等の対応体制及び現在、すでにマニュアル化されている事象の対応体制の確

立を中心とした危機マネジメントシステムの運用を進め、さらに、その他の危

機へと拡大していきます。 

また、危機マネジメントシステムの実効性を確保するために、必要に応じて

システムの見直しを行っていきます。 
 

  多様化する危機事象への対応 

「武力攻撃事態等、緊急対処事態」については、国民保護計画で定める対応・

体制の確立に取り組んでいきます。 

また、従来から取り組んできた、感染症対策、水道水への人為的事象対策な

どに対しても体系的に取り組んでいきます。 
 

  指針の見直し 

｢危機｣の定義や認識の変化や、実際の業務における運用や対応の過程で、指

針が実態と不適合を生じていくことが考えられます。実際に機能することが重

要ですので、現実に即するよう必要に応じ弾力的に見直しを行っていきます。 
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２ 札幌市危機マネジメントシステム要綱 （危機管理局）  

 
平成 28年 12 月 20 日  

町田副市長決裁  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の危機マネジメントシステム（以下「システム」という。）に関

し、基本的な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 局等 札幌市事務分掌条例第 1 条に規定する局及び会計室、交通局、水道局、病院

局、消防局、区、教育委員会事務局、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、

監査事務局及び議会事務局をいう。 

 (2) 危機 市民の身体、生命及び財産に重大な被害を生じ、又は生じるおそれがある緊

急の事態のうち、次に掲げる事態をいう。 

  ア 自然災害 

  イ 市民生活に重大な影響を及ぼす事件・事故等 

  ウ 武力攻撃事態等 

 (3) 市民等 市民、企業、住民団体（町内会、自主防災組織等）、ＮＰＯ等をいう。 

 

（運営対象） 

第３条 システムの運営対象は、各局等の危機への対応に関する業務とする。 

 

（組織） 

第４条 システムを運営するための組織については、次のとおりとする。 

 (1) 統括危機管理責任者（以下「統括責任者」という。）は、危機管理局を所管する副市

長をもって充てる。 

 (2) 危機管理責任者（以下「責任者」という。）は、局等の長（危機管理局にあっては危

機管理監）をもって充てる。 

 (3) システム運営の事務は危機管理局が行い、危機管理監がこれを総括する。 

 

 （対応策及びマニュアルの策定） 

第５条 責任者は、札幌市地域防災計画等に規定される災害予防及び応急対策に係る業務

について、対応策を定めるものとする。 

２ 責任者は、前項で定めた対応策ごとに、マニュアル等を策定するものとする。 

３ 責任者は、第１項の業務以外に、局等の所管業務における危機を把握した場合は、そ

の対応策を定めるとともに、マニュアル等を策定するものとする。 

４ 統括責任者は、札幌市全体のマニュアル等策定の進捗状況の管理を行うものとする。 

 

（情報収集・連絡体制の整備） 

第６条 責任者は、危機が発生したときに備え、平素から、緊急時における情報収集・連

絡体制を整備するものとする。この場合、各局等及び関係機関等と必要な連絡調整に努

めるものとする。 

 

（訓練研修の実施） 
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第７条 責任者は、危機管理に関する意識改革と対応力の向上を図るため、職員に対し必

要な訓練研修（以下「訓練等」という。）を実施するものとする。 

２ 責任者は、前項の訓練等の内容を明記した訓練計画を定め、危機管理監に報告するも

のとする。 
 

（市民等への意識啓発） 
第８条 責任者は、市民等に対し危機管理意識の高揚及び本市が行う危機管理対策への理
解及び協力を得るため、積極的に啓発活動を実施するものとする。 

 

（取組目標等の設定） 

第９条 統括責任者は、年度取組目標を定めるほか、責任者が重点的に取り組むべき項目

を指定することができる。 

２ 責任者は、前項の取組目標並びに災害時対応に係る所管局等の課題を踏まえ、危機対

応力向上のために取り組むべき項目を設定する。 

 

 （実施結果等の評価及び改善） 

第１０条 責任者は、第７条の訓練計画に基づく訓練等、第９条で設定した項目の実施結

果等について自ら評価を行い、その結果、不十分な事項が認められる場合は、改善を図

るものとする。 

２ 責任者は、前項で実施した評価及び改善の結果を、危機管理監に報告するものとする。 

３ 危機管理監は、各責任者から報告を受けた取組結果等について評価を行い、その結果

を統括責任者に報告するものとする。 

４ 統括責任者は、前項の報告に基づき、危機管理監及び責任者に対して必要な指示を行

うことができる。 

 

（市長による指示等） 

第１１条 統括責任者は、毎年１回、システムの運用状況に関して市長に報告するものと

する。 

２ 市長は、前項の報告を受け、緊急時対応の結果、取組の実施状況、その他危機管理上

の課題等を踏まえ、統括責任者に対して必要な指示を行うことができる。 

 

 

（連絡調整） 

第１２条 統括責任者及び責任者は、システムの運用に関して、相互に必要な連絡調整に

努めるものとする。 

 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、システムの運営管理に関し必要な事項は、危機

管理監が別に定める。 

 

   附 則 

 １ この要綱は、平成２８年１２月２０日から施行する。 

 ２ 札幌市危機マネジメントシステム要綱（平成１６年６月２３日田中副市長決裁）を

廃止する。 

 

   附 則 

 １ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 １ この要綱は、令和４年６月９日から施行する。 
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３ 札幌市防災会議条例  （危機管理局）  

昭和 38 年３月９日 

条例第１号 

(目的) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 16 条第６

項 の規定に基づき、札幌市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌

事務及び組織を定めることを目的とする。 

 

(所掌事務) 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 札幌市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 32 条第１項に規定する水防計画に

関し調査審議すること。 

(3) 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議

すること。 

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権

限に属する事務 

 

(会長及び委員) 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

2 会長は、市長をもつて充てる。 

3 会長は、会務を総理する。 

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理

する。 

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

(2) 陸上自衛隊の部隊又は機関の長 

(3) 北海道の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者 

(4) 北海道警察の警察官のうちから市長が委嘱する者 

(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

(6) 教育長 

(7) 消防長及び消防団長 

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する

者 

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要と認める者 

6 委員の定数は、70 人以内とする。 

7 第５項第８号及び第９号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委

員の任期は、その前任者の残任期間とする。 

8 前項の委員は、再任されることができる。 

 

(専門委員) 

第４条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことが

できる。 

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、市の職員、関係指

定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のう

ちから市長が委嘱する。 
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3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任される

ものとする。 

 

(幹事) 

第５条 防災会議に幹事若干名を置く。 

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱する。 

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、会長、委員及び専門委員を補佐す

る。 

 

(部会) 

第６条 防災会議に、必要に応じ、部会を置くことができる。 

2 部会所属の委員は、会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらか

じめ指名する者がその職務を代理する。 

 

(庶務) 

第７条 防災会議の庶務は、危機管理局において行う。 

 

(議事等) 

第８条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営

に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（以下省略） 

 

附 則（令和４年条例第 10 号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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４ 札幌市防災会議運営規程 （危機管理局）  

           昭和 38 年 8 月 6 日  
第１回札幌市防災会議議決 

 
（目的） 
第１条 札幌市防災会議（以下「防災会議」という。）の運営について、災害対策基本法（昭

和 36 年法律第 223 号）、災害対策基本法施行令（昭和 37 年政令第 288 号）及び札幌市

防災会議条例（昭和 38 年札幌市条例第１号）に定めるもののほか、この規定の定めると

ころによる。 
 
（会長の職務代理） 
第２条 防災会議の会長（以下「会長」という。）に事故があるときは、防災会議委員（以

下「委員」という。）である札幌市副市長がその職務を代理する。 
 
（防災会議の招集） 
第３条 防災会議は、会長が招集する。 
２ 委員は必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができ

るものとする。 
 
（代理出席） 
第４条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させ

ることができる。 
２ 前項の代理者は、委員とみなす。 
 
（議事） 
第５条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができな

い。 
 
（会長の専決処分） 
第６条 防災会議の権限に属する事務のうち、札幌市地域防災計画に係る軽微な修正に関

することについては、会長において、これを処分することができる。 
２ 前項の規定により専決処分をしたときは、会長は、次の会議に報告しなければならな

い。 
 
（決定事項の記録） 
第７条 防災会議において決定した事項などの記録、その他の庶務は、危機管理対策室に

おいて行うものとする。 
 
附 則 

この規程は、平成 25 年 3 月 21 日より施行する。 
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５ 札幌市防災会議組織図 （危機管理局）  

北海道開発局、北海道財務局、北海道農政事務所、

北海道森林管理局、北海道経済産業局、北海道運輸

局札幌運輸支局、東京航空局丘珠空港事務所、札幌

管区気象台、北海道総合通信局、札幌中央労働基準

監督署 

陸上自衛隊第 11 旅団第 18 普通科連隊 

 

北海道石狩振興局、北海道空知総合振興局 

 

北海道警察本部 

 

副市長、危機管理監、市長政策室長、総務局長、区

長（代表） 

教育長 

 

消防長、各区消防団長 

 

北海道旅客鉄道株式会社、東日本電信電話株式会社

北海道支店、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北

海道支社、ＫＤＤＩ株式会社北海道総支社、日本郵

便株式会社北海道支社、日本赤十字社北海道支部、

東日本高速道路株式会社北海道支社、日本放送協会

札幌放送局、日本通運株式会社札幌支店、北海道電

力株式会社札幌支店 

北海道放送株式会社、札幌テレビ放送株式会社、北

海道テレビ放送株式会社、北海道文化放送株式会社、

株式会社テレビ北海道、株式会社エフエム北海道、

株式会社エフエム・ノースウェーブ、株式会社ＳＴ

Ｖラジオ、北海道ガス株式会社、社団法人北海道エ

ルピーガス協会、社団法人札幌市医師会、社団法人

札幌歯科医師会、社団法人北海道看護協会、社団法

人札幌地区トラック協会、社団法人北海道警備業協

会、社団法人札幌薬剤師会、社団法人北海道獣医師

会石狩支部 

札幌地区バス協会、札幌市女性団体連絡協議会、 

社団法人札幌市消費者協会、札幌商工会議所 

指定地方行政機関 
（条例第 3 条第 5 項第 1 号） 

陸上自衛隊 
（条例第 3 条第 5 項第 2 号） 

北海道 
（条例第 3 条第 5 項第 3 号） 

北海道警察 
（条例第 3 条第 5 項第 4 号） 

札幌市 
（条例第 3 条第 5 項第 5 号） 

教育長 
（条例第 3 条第 5 項第 6 号） 

消防長及び消防団長 
（条例第 3 条第 5 項第 7 号） 

指定公共機関 
（条例第 3 条第 5 項第 8 号） 

指定地方公共機関 
（条例第 3 条第 5 項第 8 号） 

市長が防災上必要と認める者 
（条例第 3 条第 5 項第 9 号） 

会
長

札
幌
市
長
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６ 札幌市防災会議委員一覧 （危機管理局） 

 

  
委員 

６４名 

幹事 

４０名 

地震対策部会委員 

３８名 

機 関 名  委員（ 職 ） 幹事（ 職 ）  委員（ 職 ） 

北海道開発局札幌開発建設部 札幌開発建設部長 防災課長 札幌開発建設部長 

北海道財務局 総務部長 総務課長   

北海道農政事務所 企画調整グループ長 農政推進課課長補佐（防災）   

北海道森林管理局 企画調整部長 企画課長   

北海道経済産業局 総務企画部長 総務課長   

北海道運輸局札幌運輸支局 支局長 首席運輸企画専門官   

東京航空局丘珠空港事務所 事務所長 管理課長   

札幌管区気象台 技術部長 業務課長 技術部長 

北海道総合通信局 防災対策推進室長 防災対策推進室課長補佐   

札幌中央労働基準監督署 署長 安全衛生課長   

陸上自衛隊第 11 師団第 18 普通科連隊 連隊長 副連隊長 連隊長 

北海道石狩振興局 地域政策部長 地域政策課主幹 地域政策部長 

北海道空知総合振興局 副局長 札幌建設管理部事業室長   

北海道警察本部 警備部長 札幌方面中央警察署長 警備部長 

    札幌方面東警察署長   

    札幌方面西警察署長   

    札幌方面南警察署長   

    札幌方面北警察署長   

    札幌方面白石警察署長   

    札幌方面豊平警察署長   

    札幌方面厚別警察署長   

  札幌方面手稲警察署長  

札幌市 副市長   副市長（部会長） 

  危機管理監 危機管理局危機管理部長 危機管理監 

  市長政策室長 市長政策室秘書部長 市長政策室長 

  総務局長 総務局行政部長 総務局長 

  豊平区長 豊平区市民部長 代表幹事区（豊平区長） 

  市民まちづくり局長  市民まちづくり局長 

   財政局長 

   保健福祉局長 

   子ども未来局長 

   環境局長 

   経済局長 

   観光文化局長 

   建設局長 
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  委員 幹事 地震対策部会委員 

機 関 名  委員（ 職・氏名 ） 幹事（ 職・氏名 ）  委員（ 職・氏名 ） 

    都市局長 

   交通局長 

   水道局長 

    病院局長 

札幌市教育委員会 教育長 生涯学習部長 教育長 

札幌市 消防長（消防局長） 消防局警防部長 消防長（消防局長） 

札幌市中央消防団 団長     

札幌市北消防団 団長     

札幌市東消防団 団長     

札幌市白石消防団 団長    

札幌市厚別消防団 団長     

札幌市豊平消防団 団長     

札幌市清田消防団 団長     

札幌市南消防団 団長     

札幌市西消防団 団長     

札幌市手稲消防団 団長    団長 

北海道旅客鉄道株式会社 工務部長 
工務部専任部長 

（新幹線兼工務部管理課長） 
  

東日本高速道路㈱北海道支社 道路事業部長 事業統括課長  

東日本電信電話株式会社北海道支店 設備部長 災害対策室長 設備部長 

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ北海道 ネットワーク部長 災害対策室長   

ＫＤＤＩ株式会社北海道総支社 札幌テクニカルセンター長   

日本郵便株式会社北海道支社 総務部長 総務担当課長   

日本赤十字社北海道支部 事業部長    

日本通運株式会社札幌支店 支店長 総務課長   

北海道電力株式会社札幌支店 副支店長 企画総務グループリーダー 副支店長 

日本放送協会札幌放送局 放送部長 放送部専任部長 放送部長 

北海道放送株式会社 報道部長     

札幌テレビ放送株式会社 報道部長     

北海道テレビ放送株式会社 報道部長     

北海道文化放送株式会社 報道部長     

株式会社テレビ北海道 報道制作局次長     

株式会社ＳＴＶラジオ 経営管理部長   

株式会社エフエム北海道 編成部長     

株式会社エフエム・ノースウェーブ 常務取締役     

北海道ガス株式会社 供給企画部長 供給企画グループマネージャー 供給企画部長 

一般社団法人北海道ＬＰガス協会 会長   
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  委員 幹事 地震対策部会委員 

機 関 名  委員（ 職・氏名 ） 幹事（ 職・氏名 ）  委員（ 職・氏名 ） 

一般社団法人札幌市医師会 会長 理事 会長 

一般社団法人札幌歯科医師会 会長 理事  

一般社団法人札幌薬剤師会 副会長   

公益社団法人北海道看護協会 会長  会長 

公益社団法人北海道獣医師会石狩支部 事務局長   

一般社団法人札幌地区トラック協会 会長   

一般社団法人北海道警備業協会 会長 専務理事  

札幌地区バス協会 会長   

札幌市女性団体連絡協議会 会長  会長 

一般社団法人札幌消費者協会 会長  会長 

札幌商工会議所 常議員  常議員 

札幌市ボランティア連絡協議会 副会長  副会長 

社団法人札幌青年会議所   理事長 

札幌中央区連合町内会連絡協議会   会長 

札幌防火委員会連合会   会長 
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７ 札幌市災害対策本部条例 （危機管理局） 

昭和 38 年 3 月 9 日 

条例第２号 

 

(目的) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、

札幌市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

(災害対策本部長等の職務) 

第２条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総理し、所属の職員を

指揮監督する。 

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故がある

ときは、その職務を代理する。 

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員は、本部長の命を受け、本部の事

務に従事する。 

 

(部及び区災害対策本部) 

第３条 本部に部を置くことができる。 

2 前項に規定するもののほか、区の区域ごとに総合的な災害予防及び災害応急対策を実施す

るため、本部に区災害対策本部を置くことができる。 

3 部及び区災害対策本部(以下「部等」という。)に属すべき本部員その他の職員は、本部長

が定める。 

4 部等に長(以下「部長等」という。)を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

5 部長等は、部等の事務を掌理する。 

 

(現地災害対策本部) 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置

き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。 

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

 

(雑則) 

第５条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成9年条例第41号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則(平成 24 年条例第 40 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 



Ⅳ-5-25 

８ 札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程 （危機管理局）  

平成10年３月５日訓令第２号 

札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程 

札幌市災害対策本部運営規程（昭和39年訓令第25号）の全部改正（昭和48年９月訓令第20号） 

札幌市災害対策本部運営規程（昭和48年訓令第20号）の全部改正（平成10年３月訓令第２号） 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 本部の設置及び廃止（第３条・第４条） 

第３章 本部の組織及び所掌事務（第５条―第16条） 

第４章 配備体制・情報連絡（第17条―第22条） 

第５章 その他の災害対策実施体制（第23条―第25条） 

第６章 補則（第26条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、札幌市災害対策本部条例（昭和38年条例第２号。以下「条例」という。）第５

条の規定に基づき、災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるほか、本部を設置しない場合の災害予防及び災害応急対策（以下「災害対策」という。）の実

施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義等） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 局等 札幌市事務分掌条例（昭和46年条例第40号）第１条に規定する局並びに会計室、交通

局、水道局、病院局、消防局、区、教育委員会事務局、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事

務局、監査事務局及び議会事務局をいう。 

(２) 局長等 局等の長（危機管理局にあっては危機管理監、教育委員会事務局にあっては 教育

長）をいう。 

(３) 消防署長等 消防署長、清掃事務所長及び料金課長をいう。 

２ この訓令の適用に当たっては、消防署は消防局、教育委員会が所管する教育機関は教育委員会事

務局（公民館にあっては、区）の内部組織とみなす。 

第２章 本部の設置及び廃止 

（本部の設置及び廃止の基準） 
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第３条 本部は、次の各号のいずれかに該当する場合に設置されるものとする。 

(１) 本市域内で震度５弱以上の地震が発生した場合 

(２) 札幌市に、気象警報（気象業務法施行令（昭和27年政令第471号。以下「政令」という。）第

４条に規定する気象警報をいう。以下同じ。）又は洪水警報（同条に規定する洪水警報をいう。

以下同じ。）が発表され、市長が総合的な災害対策を実施する必要があると認める場合 

(３) 札幌市に、気象特別警報（政令第５条に規定する気象特別警報をいう。）が発表された場合 

(４) 北海道電力株式会社泊発電所に関して、内閣総理大臣が、原子力災害対策特別措置法（平成

11年法律第156号）第15条第２項に規定する原子力緊急事態宣言をした場合又は市長が総合的な原

子力災害対策を実施する必要があると認める場合 

(５) 本市域内で大規模な火災、爆発その他の重大な災害が発生し、市長が総合的な災害対策を実

施する必要があると認める場合 

２ 本部は、災害対策本部長（以下「本部長」という。）が災害の発生するおそれが解消したと認め

る場合又は災害対策がおおむね完了したと認める場合に廃止されるものとする。 

（本部の設置場所） 

第４条 本部は、札幌市役所本庁舎内に設置する。ただし、これにより難いと本部長が認める場合は、

本部長が適当と認める場所に設置する。 

第３章 本部の組織及び所掌事務 

（災害対策副本部長等） 

第５条 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、副市長をもって充てる。 

２ 副本部長が条例第２条第２項の規定により本部長の職務を代理する場合の順序は、あらかじめ本

部長が定める。 

３ 危機管理監は、本部長及び副本部長を補佐し、本部長及び副本部長の全てに事故があるときは、

危機管理監が本部長の職務を代理する。 

４ 危機管理監は、札幌市事務分掌規則（昭和47年規則第23号）第４条の２第２項の応急的な対策そ

の他市長が特に指定する事務に限り、災害対策本部員（以下「本部員」という。）その他の職員を

指揮監督する。 

５ 危機管理監に事故があるときは、危機管理部長がその職務を代理する。 

６ 本部員は、局長等（市選挙管理委員会事務局長を除く。）をもって充てる。 

（事務局） 

第６条 本部に条例第３条第１項の規定に基づき事務局を置く。 

２ 事務局の所掌事務は、別表１のとおりとする。 



Ⅳ-5-27 

３ 事務局の長（以下「事務局長」という。）及び事務局の職員は、それぞれ危機管理監及び危機管

理局に所属する職員をもって充てる。 

４ 事務局長は、事務局の事務を総括する。 

５ 事務局に事務局次長を置き、危機管理局において部長職である者のうちから本部長が指定する。 

６ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。この場

合において、事務局次長が２人以上いるときの代理する順序は、あらかじめ事務局長が定める順序

による。 

７ 事務局の所掌事務を分掌するため、事務局に班を置き、その名称及び分担事務は、事務局長が定

める。 

８ 前項 の班に班長、副班長その他必要な職員を置き、事務局に所属する職員のうちから事務局長

が指名する。 

（本部情報連絡員） 

第７条 事務局に本部情報連絡員を置き、次条第１項の部に所属する職員のうちから当該部の長が指

名する者が兼ねるものとする。 

２ 本部情報連絡員は、事務局長の命を受け、災害情報及び被害状況（以下「災害情報等」という。）

の収集及び受理、災害対策に係る各部への指令の伝達等の事務を行う。 

（部） 

第８条 第６条第１項の事務局のほか、本部に条例第３条第１項の規定に基づき別表２に掲げる部（以

下「部」という。）を置き、その所掌事務、部の事務を担当する局等及び部の長（以下「部長」と

いう。）に充てられる職員は、同表に掲げるとおりとする。 

２ 部長は、部の事務を総括する。 

３ 部の所掌事務を分掌するため、部に班を置き、その名称及び分担事務は、本部長が定める。 

４ 部に副部長を置き、当該部の事務を担当する局等において部長職である者のうちから本部長が指

定する。 

５ 第６条第６項の規定は、副部長について準用する。 

６ 第３項の班に班長、副班長その他必要な職員を置く。 

（災害対策本部会議） 

第９条 災害対策の総合調整その他防災に関する重要事項を協議するため、本部に災害対策本部会議

（以下「本部会議」という。）を置く。 

２ 本部会議は、本部長、副本部長、危機管理監、本部員及び本部長が指名する本部の職員をもって

構成する。 
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３ 本部長は、被害状況の報告等に際し必要があると認めるときは、自衛隊、警察その他の防災関係

機関（以下「防災関係機関」という。）の職員等の本部会議への出席を要請することができる。 

４ 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。 

５ 本部長は、本部会議の議長となり、会務を統括する。 

（防災関係機関情報連絡室） 

第10条 本部長は、本市域内で震度５弱以上の地震が発生した場合その他特に必要と認める場合は、

本部内に防災関係機関で構成する防災関係機関情報連絡室を置く。この場合において、本部長は、

当該防災関係機関に対し情報の収集、伝達等を行う要員の派遣を要請するものとする。 

（区災害対策本部の設置等） 

第11条 第３条第１項の規定により本部が設置される場合は、条例第３条第２項の規定に基づき区ご

とに区災害対策本部（以下「区本部」という。）を設置する。ただし、区本部の長（以下「区本部

長」という。）は、当該区の区域内において災害の発生がなく、又は発生のおそれがないと認める

ときは、本部長の承認を得て、区本部を設置せず、又はこれを廃止することができる。 

（区本部の設置場所） 

第12条 区本部は、各区役所庁舎内に設置する。ただし、これにより難いと区本部長が認める場合は、

区本部長が適当と認める場所に設置する。 

（区本部の所掌事務等） 

第13条 区本部の所掌事務は、別表３のとおりとする。 

２ 区本部の所掌事務を分掌するため、区本部に班を置き、その名称及び分担事務は、本部長が定め

る。 

３ 区本部長は、区長をもって充てる。 

４ 区本部に区災害対策副本部長（以下「区副本部長」という。）を置き、その区において部長職で

ある者のうちから本部長が指定する。 

５ 第６条第６項の規定は、区副本部長について準用する。 

６ 第２項の班に班長、副班長その他必要な職員を置く。 

（区情報連絡員） 

第14条 区本部に区情報連絡員を置き、その区の区域を所管する消防署長等があらかじめその所属す

る職員のうちから指名する者をもって充てる。 

２ 区情報連絡員は、区本部長の命を受け、災害情報等の収集及び受理、災害対策に係る指令の伝達

等の事務を行う。 

（区災害対策本部会議） 
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第15条 区の災害対策に関する重要事項を協議するため、区本部に区災害対策本部会議（以下「区本

部会議」という。）を置く。 

２ 区本部会議は、区本部長、区副本部長及び区本部長が指名する区本部の職員並びに当該区を所管

する消防署長等（区本部長が必要と認める場合にあっては、当該区を所管する消防署長等及び当該

区を所管する料金課の係長職その他の水道局総務部の係長職の職員）をもって構成する。 

３ 区本部長は、被害状況の報告等に際し必要があると認めるときは、防災関係機関の職員等の区本

部会議への出席を要請することができる。 

４ 区本部会議は、区本部長が必要に応じて招集する。 

５ 区本部長は、区本部会議の議長となり、会務を統括する。 

（現地災害対策本部） 

第16条 第３条第１項の規定により本部が設置される場合において、災害の状況等からみて本部長が

必要と認めるときは、災害の発生した現地又は本部長が適当と認める場所に現地災害対策本部（以

下「現地本部」という。）を設置する。 

２ 現地本部の所掌事務は、災害の状況等に応じて本部長が定める。 

３ 現地本部に現地災害対策副本部長を置く。 

４ 第６条第６項の規定は、現地災害対策副本部長について準用する。 

５ 前各項に規定するもののほか、現地本部について必要な事項は、本部長が定める。 

第４章 配備体制・情報連絡 

（警戒配備） 

第17条 局長等は、本部が設置される前において別表４に定める基準に該当する場合は、同表に定め

るところにより必要な職員を配置する警戒配備を行わなければならない。 

２ 危機管理監は、災害対策の実施上緊急を要すると認める場合は、関係する局長等に対し、前項の

警戒配備を行うよう要請することができる。 

３ 局長等は、災害情報等を収集したときは、速やかに危機管理監に報告するとともに、災害対策本

部が設置された場合に備えるものとする。 

（非常配備） 

第18条 本部長は、本部が設置された後、直ちに部長及び区本部長（以下「部長等」という。）に対

し種別を指定して非常配備を指令するものとする。 

２ 非常配備の種別及びその活動内容は、別表５のとおりとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第３条第１項第１号の規定により本部が設置された場合は、その設

置された時に別表５に定める非常配備の指令があったものとみなす。 
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４ 第１項の場合において、本部長は、災害の状況等により必要があると認めるときは、特定の部長

等に対して異なる種別の指定を行うことができる。 

５ 本部長は、被害状況又は災害対策の実施状況から非常配備の種別の変更の必要があると認めると

きは、部長等に対してその指令をすることができる。 

６ 部長等は、災害対策の実施状況等からみて特に支障がないと認めるときは、本部長の承認を得て、

非常配備に配置する職員を減ずることができる。 

（動員すべき職員の指定等） 

第19条 局長等は、あらかじめ、別表５に掲げる非常配備の種別に応じ、動員すべき職員及びその職

員の参集すべき場所を指定しておかなければならない。 

２ 前項の規定は、次に掲げるところにより区分する。 

(１) 特別動員 別表５に掲げる第３非常配備のうち、職員の勤務時間外、休日等において震度６

弱以上の地震が発生した場合の職員の動員 

(２) 通常動員 前号以外の場合の非常配備による職員の動員 

３ 前項第１号の特別動員による職員の参集すべき場所を指定する場合は、次に掲げる区分によるも

のとする。 

(１) 所属参集 当該職員の勤務場所への参集 

(２) 直近参集 当該職員の居住地の最寄りの区本部の設置場所への参集 

(３) 避難場所参集 当該職員の居住地の最寄りの屋内の避難場所への参集 

（配備編成計画等の作成） 

第20条 局長等は、前条第２項に規定する職員の動員区分ごとの配備編成計画表及び連絡系統図を作

成し、所属職員に周知しておかなければならない。 

２ 前項の配備編成計画表は、危機管理監の定めるところにより作成するものとする。 

（応援職員の派遣） 

第21条 部長等は、所管する部又は区本部における災害対策の実施状況からみて必要があると認める

ときは、本部長に他の部又は区本部の職員の派遣を要請することができる。 

２ 前項の規定により派遣された職員は、派遣を受けた部長等の指揮の下に行動するものとする。 

（災害情報等の収集・報告） 

第22条 部長等は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合は、災害情報等の収集を

行い、その収集した災害情報等を、事務局長を経て本部長に報告しなければならない。 

２ 部長等は、国又は北海道に対し災害情報等の報告を行う場合は、事前に事務局長と調整を行うと

ともに、当該報告後に、報告書の写しを事務局長に提出するものとする。 
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第５章 その他の災害対策実施体制 

（区本部単独での災害対策） 

第23条 区長は、本部が設置されていない場合でも、所管する区の区域内において災害が発生し、又

は発生するおそれがある場合で、その状況等からみて特に早期に総合的な災害対策を実施する必要

があると認めるときは、市長の承認を得て区本部を設置し、必要な災害対策を実施することができ

る。 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、区長に対し区本部を設置し、必要な災害対策を実施す

るよう命ずることができる。 

３ 前２項の規定により区本部が設置された場合は、関係する局長等は、本部が設置された場合に準

じて災害対策を実施しなければならない。 

（緊急災害対策実施本部による災害対策） 

第24条 市長は、本部を設置しない場合であっても、雪害その他の災害が発生し、又は発生するおそ

れがあり、かつ、その状況等からみて特に早期に災害対策を実施する必要があると認めるときは、

緊急災害対策実施本部（以下「実施本部」という。）を設置し、必要な災害対策を実施することが

できる。 

２ 前条第３項の規定は、前項の規定により実施本部が設置された場合について準用する。 

３ 実施本部の組織及び運営について必要な事項は、その都度市長が定める。 

４ 前項の規定にかかわらず、局長等は、必要があると認める場合は、市長の承認を得たうえで、あ

らかじめ実施本部の設置基準、運営基準等を定めておくことができる。この場合において、局長等

は、その定めた設置基準、運営基準等を速やかに危機管理監に通知するものとする。 

（その他の災害対策） 

第25条 前２条に規定する場合のほか、市長は、本部を設置しない場合であっても、災害の状況等か

らみて適当と認めるときは、第３章及び前章の規定のうち必要と認めるものを準用して、災害対策

を実施することができる。 

第６章 補則 

（委任） 

第26条 この訓令に定めるもののほか、本部の組織及び運営等について必要な事項は、事務局長が定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成10年３月５日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この訓令の施行の際現に設置基準、運営基準等が定められている災害対策に係る組織で市長が指

定するものについては、実施本部であるものとみなし、その実施本部とみなされる組織に係る設置

基準、運営基準等は、第24条第４項の規定により定められたものとみなす。この場合において、同

項後段の規定は適用しない。 

附 則（平成10年訓令第７号）～附 則（平成23年訓令第６号） 

省略 

附 則（平成25年訓令第７号） 

１ この訓令は、平成25年９月20日から施行する。 

附 則（平成28年訓令第５号抄） 

１ この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年訓令第４号） 

１ この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表１（第６条関係） 

  

(１) 本部の事務の総合調整並びに各部及び各区本部との連絡に関する事項 

(２) 本部会議の運営に関する事項 

(３) 防災関係機関との連絡調整に関する事項 

(４) 災害情報等の取りまとめに関する事項 

(５) 各部及び各区本部の所管に属さない事項 

別表２（第８条関係） 

  

部の名称 所掌事務 局等 部長に充てられる

職員 

会計部 (１) 関係金融機関等との連絡調整に関

する事項 

(２) 災害関係経費の出納に関する事項 

会計室 会計室長 

総務部 (１) 本庁舎の管理保全及び災害対策車

両の確保等に関する事項 

総務局 総務局長 
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(２) 災害に係る中央関係機関及び各国

大使館等との連絡調整に関する事項 

(３) 災害に係る職員の公務災害補償に

関する事項 

(４) 災害に係る派遣職員の身分取扱い

に関する事項 

(５) 災害に係る広報及び広聴の総合調

整に関する事項 

デジタル戦略

推進部 

(１) 情報システム及び通信ネットワー

クの保全に関する事項 

デジタル戦略推進

局 

デジタル戦略推進

局長 

まちづくり政

策部 

(１) 災害復旧及び災害復興の総合調整

に関する事項 

(２) 災害に係る渉外に関する事項（他部

の所管に属するものを除く。） 

まちづくり政策局 まちづくり政策局

長 

財政部 (１) 災害関係の予算措置、税の減免措置

等財務に関する事項 

(２) 被災状況の調査に関する事項（別に

定めるものに限る。） 

財政局 財政局長 

市民文化部 (１) 災害時における地域住民組織その

他の民間団体との協力体制に係る事務

の総合調整に関する事項（他部の所管に

属するものを除く。） 

(２) 義えん金品の受付、保管及び配布の

総合調整に関する事項 

(３) 災害時における生活必需物資等の

需給安定対策に関する事項 

(４) 文化施設に係る災害対策に関する

事項 

市民文化局 市民文化局長 

スポーツ部 (１) スポーツ施設に係る災害対策に関

する事項 

スポーツ局 スポーツ局長 
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保健福祉部 (１) 災害救助法（昭和22年法律第118号）

に基づく申請事務に関する事項 

(２) ボランティアの受入れ及び配置計

画に関する事項 

(３) 国民健康保険料等の減免及び徴収

猶予の総合調整に関する事項 

(４) 所管施設の被害状況の調査及び応

急対策並びに入所者の救護対策に関す

る事項 

(５) 災害に係る保健衛生に関する事項 

(６) 関係医療機関等との連絡調整及び

これらに対する支援の要請に関する事

項 

保健福祉局 保健福祉局長 

子ども未来部 (１) 所管施設の被害状況の調査及び応

急対策並びに入所者の救護対策に関す

る事項 

子ども未来局 子ども未来局長 

経済観光部 (１) 緊急生活物資等の調達及び輸送に

関する事項 

(２) 商業、工業、農業及び中央卸売市場

に係る災害対策に関する事項 

(３) 観光に係る災害対策に関する事項 

経済観光局 経済観光局長 

環境部 (１) 災害に係る廃棄物の処理に関する

事項 

(２) 災害時における環境保全及び公害

防止対策に関する事項 

(３) 円山動物園の災害対策の総合調整

に関する事項 

(４) 円山動物園の被害状況の調査及び

応急対策に関する事項 

環境局 環境局長 

建設部 (１) 道路、公園、緑地等の災害対策の総建設局 建設局長 
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合調整に関する事項 

(２) 道路、公園、緑地等（本部長が定め

るものに限る。）の被害状況の調査及び

応急対策に関する事項 

(３) 災害時における雪対策の総合調整

に関する事項 

下水道河川部 (１) 河川等の災害対策の総合調整に関

する事項 

(２) 河川等（本部長が定めるものに限

る。）の被害状況の調査及び応急対策に

関する事項 

(３) 下水道施設の被害状況の調査及び

災害復旧に関する事項 

下水道河川局 下水道河川局長 

都市部 (１) がけ地及び急傾斜地に係る災害対

策に関する事項 

(２) 公営住宅の被害状況の調査及び応

急対策に関する事項 

(３) 土地区画整理事業施行区域内に係

る被害状況の調査及び応急対策に関す

る事項 

(４) 応急仮設住宅の建設に関する事項 

(５) 被災建築物の応急危険度の判定に

関する事項 

都市局 都市局長 

交通部 (１) 緊急輸送対策に関する事項 

(２) 所管する車両及び施設の被害状況

の調査並びに応急対策に関する事項 

交通局 交通局長 

水道部 (１) 応急給水に関する事項 

(２) 所管施設の被害状況の調査及び災

害復旧に関する事項 

水道局 水道局長 

医療部 (１) 災害に係る医療に関する事項 病院局 病院局長 
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消防部 (１) 消防及び水防に関する事項 

(２) 救急及び救助に関する事項 

(３) 災害現場における緊急避難対策に

関する事項 

(４) 危険物の除去及び処理に関する事

項 

消防局 消防局長 

教育部 (１) 園児、児童及び生徒の保護及び応急

教育に関する事項 

(２) 所管施設の被害状況の調査及び応

急対策に関する事項 

(３) 所管施設の避難場所としての供用

に関する事項 

教育委員会事務局 教育長 

第一応援部 (１) 緊急応援に関する事項 議会事務局 

市選挙管理委員会

事務局 

議会事務局長 

第二応援部 (１) 緊急応援に関する事項 人事委員会事務局 人事委員会事務局

長 

第三応援部 (１) 緊急応援に関する事項 監査事務局 監査事務局長 

別表３（第13条関係） 

  

(１) 区の区域における災害対策の総合調整に関する事項 

(２) 区民に対する災害に係る広報及び広聴に関する事項 

(３) 区内の地域住民組織その他の民間団体との連絡調整に関する事項 

(４) 区内の被災状況の調査に関する事項 

(５) 区内の道路、公園、緑地等（建設部の所管に係るものを除く。）の被害状況の調査及び

応急対策に関する事項 

(６) 区内の河川等（下水道河川部の所管に係るものを除く。）の被害状況の調査及び応急対

策に関する事項 

(７) 避難所の開設及び運営管理に関する事項 

(８) その他区の区域における災害対策に関する事項 
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別表４（第17条関係） 

  

基準 警戒配備を行う局等 警戒配備の内容 

本市域内で震度４の地震が発生した場

合 

危機管理局、総務局、デジタ

ル戦略推進局、保健福祉局、

建設局、下水道河川局、都市

局、水道局、交通局、消防局

及び区 

(１) 気象に関する情

報及び災害情報等の

収集及び伝達 

(２) 防災関係機関と

の連絡調整 

(３) 災害危険地域等

の警戒巡視 

(４) 災害応急対策 

(５) 本部体制への移

行準備 

次の各号のいずれかに該当する場合 

(１) 札幌市に大雨若しくは暴風に関す

る気象警報又は洪水警報が発表された

場合 

(２) 札幌市に大雨若しくは強風に関す

る気象注意報（政令第４条に規定する気

象注意報をいう。以下同じ。）又は同条

に規定する洪水注意報が発表され、か

つ、石狩地方に大雨、洪水、強風、低気

圧又は台風に関する情報が発表された

場合で、相当の大雨、洪水又は強風にな

ると予想されるとき。 

危機管理局、総務局、デジタ

ル戦略推進局、保健福祉局、

子ども未来局、建設局、下水

道河川局、都市局、交通局、

消防局及び区 

次の各号のいずれかに該当する場合 

(１) 札幌市に大雪又は暴風雪に関する

気象警報が発表された場合 

(２) 札幌市に大雪又は風雪に関する気

象注意報が発表された場合で、降雪予測

以上の降雪があり、相当の積雪となると

予想されるとき。 

危機管理局、総務局、市民文

化局、保健福祉局、子ども未

来局、環境局、建設局、交通

局、消防局、区及び教育委員

会事務局 

北海道から震度５警戒事象（泊村で震度

５弱又は震度５強の地震が発生した場合

をいう。）の発生通報を受けた場合 

危機管理局及び総務局 
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次の各号のいずれかに該当する場合 

(１) 北海道から特別警戒事象（後志管内

で震度６弱以上の地震が発生した場合

等をいう。）の発生通報を受けた場合 

(２) 北海道から特定事象（原子力災害対

策特別措置法に基づき原子力防災管理

者が通報すべき事象等に関する省令（平

成24年文部科学省、経済産業省令第２

号）第２条第１項第１号に規定する特定

事象をいう。以下同じ。）の発生通報を

受けた場合 

危機管理局、総務局、保健福

祉局、子ども未来局、環境局、

下水道河川局、水道局、消防

局、区及び教育委員会事務局 

次の各号のいずれかに該当する場合（特

定事象に該当する場合を除く。） 

(１) 放射線施設等で災害が発生し、又は

発生するおそれがある場合 

(２) 放射線施設等又はその他の場所か

ら放射線が検知された場合 

(３) 放射性物質等を輸送中に事故が発

生した場合 

(４) 放射性物質等の敷地外への放置又

はばらまき等が発見された場合 

(５) 放射線障害が発生した場合 

(６) 上記以外の放射線に係る災害が発

生し、又は発生するおそれがある場合 

危機管理局、総務局、保健福

祉局、環境局、建設局、下水

道河川局、水道局、消防局及

び区 

航空機の墜落等により、死傷者が発生

し、又は発生するおそれがある場合 

危機管理局、総務局、保健福

祉局、環境局、建設局、下水

道河川局、消防局及び区 

次の各号のいずれかに該当する場合 

(１) 交通事故等による死者及び負傷者

の合計が15名以上になると予想される

危機管理局、総務局、保健福

祉局、建設局、下水道河川局、

消防局及び区 
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場合 

(２) トンネル、橋りょう等の崩落、落下

等により相当の被害が予想される場合 

(３) 大規模なトンネル火災が発生した

場合 

(４) 道路上へ危険物、毒劇物等が大量に

流出し、被害が拡大するおそれがある場

合 

(５) 上記以外の社会的な影響の大きい

事故災害が発生した場合 

鉄道事故により死傷者が発生し、又は発

生するおそれがある場合 

危機管理局、総務局、保健福

祉局、※環境局、※建設局、

※下水道河川局、※水道局、

消防局及び区 

次に掲げる危険物等に係る事故が発生

し、又は発生するおそれがある場合 

(１) 危険物等の製造、取扱い、貯蔵、販

売等を行う事業所、施設等における危険

物等の漏出、爆発、炎上等の発生 

(２) 危険物等積載車両の事故による危

険物等の漏出、爆発、炎上等の発生 

危機管理局、総務局、保健福

祉局、環境局、建設局、下水

道河川局、水道局、消防局及

び区 

 次の各号のいずれかに該当する場合 

(１) 市内でおおむね10,000戸以上の停

電が発生し、又は発生するおそれがある

場合 

(２) 社会的な影響の大きい大規模停電

災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合 

(３) 大規模停電災害が発生し、これが長

期に及ぶおそれがある場合 

危機管理局、総務局、デジタ

ル戦略推進局、保健福祉局、

環境局、建設局、下水道河川

局、水道局、消防局及び区 
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上記のほか、災害により被害が発生し、

又は発生するおそれがある場合 

市長が指定する局等 

備考 ※を付した局等は、化成品に係る事故が発生した場合に警戒配備を行うものとする。 

別表５（第18条関係） 

  

種別 種別の基準 活動内容 

第１非常配備 次の各号のいずれかに該当する場合 

(１) 本市域内で震度５弱の地震が発

生した場合 

(２) 札幌市に気象警報又は洪水警報

が発表され、局地的に災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合 

(３) 本市域内で大規模な火災、爆発そ

の他の重大な災害が発生した場合 

(１) 部及び区本部に所属する職員の

３分の１以上の者で所掌する災害対

策を実施する。 

(２) 事態の推移に伴い、速やかに第２

非常配備に移行し得る態勢とする。 

第２非常配備 次の各号のいずれかに該当する場合 

(１) 本市域内で震度５強の地震が発

生した場合 

(２) 複数の区の区域で相当規模の災

害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合 

(３) 第３条第１項第３号に掲げる場

合 

(１) 部及び区本部に所属する職員の

３分の２以上の者で所掌する災害対

策を実施する。 

(２) 事態の推移に伴い、速やかに第３

非常配備に移行し得る態勢とする。 

第３非常配備 次の各号のいずれかに該当する場合 

(１) 本市域内で震度６弱以上の地震

が発生した場合 

(２) 本市域の全域に甚大な被害をも

たらす災害が発生し、又は発生するお

それがある場合 

(３) 第３条第１項第４号に掲げる場

合 

部及び区本部に所属する職員の全員

で所掌する災害対策を実施する。 
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９ 札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程事務取扱要領 （危機管理局）  

 

 

 

 
目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 
第２章 本部の設置及び廃止（第３条） 
第３章 本部の組織及び所掌事務（第４条－第１４条） 
第４章 配備体制・情報連絡（第１５条－第２５条） 
第５章 その他の災害対策実施体制（第２６条・第２７条） 
第６章 補則（第２８条） 
附則 

 
第１章 総則 

 （趣旨） 
第１条 この要領は、札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程（平成１０年訓令第２号。

以下「規程」という。）第２６条の規定に基づき、災害対策本部（以下「本部」という。）の組織
及び運営等の細目に関し必要な事項を定めるものとする。 
（用語の定義） 

第２条 この要領で使用する用語の意義は、規程で使用する用語の例による。 
 

第２章 本部の設置及び廃止 
（本部の設置及び廃止等） 

第３条 規程第６条第３項に規定する事務局の長（以下「事務局長」という。）は、本部が設置され
た場合は、設置日時、設置場所等を部の長（以下「部長」という。）及び区災害対策本部（以下「区
本部」という。）の長に通知するものとする。 

２ 前項の場合において、勤務時間外又は休日（以下「勤務時間外等」という。）に本部が設置され
たときは、事務局長は、部及び区本部の庶務担当班長及び庶務担当副班長へ電話等により伝達す
るものとする。 

３ 第２項の規定は、本部が廃止された場合について準用する。 
４ 本部を設置又は廃止したときは、事務局が規程第９条第３項に規定する自衛隊、警察その他防

災関係機関（以下「防災関係機関」という。）に通知するとともに、総務部広報班が市民に対して
報道機関及び市の広報媒体等により周知するものとする。 

 
第３章 本部の組織及び所掌事務 

（災害対策本部長の職務代理） 
第４条 規程第５条第２項に規定する災害対策本部長（以下「本部長」という。）の職務を代理する

副市長の順序は、札幌市副市長の事務分担及び市長職務代理に関する規則（平成１３年規則第３
０号）に定める順序によるものとする。 
（事務局の班の分担事務等） 

第５条 規程第６条第７項に規定する事務局の班の名称及び分担事務は、別表１のとおりとする。 
（本部情報連絡員） 

第６条 局長等（区長及び市選挙管理委員会事務局の長を除く。）は、あらかじめ庶務担当課の係長
職の職員のうちから本部情報連絡員を指名しておくものとする。この場合において、総務局長は、
広報課の職員のうちからも本部情報連絡員を指名しておくものとする。 

２ 部長は、本部が設置されたときは、本部情報連絡員を事務局に派遣するものとする。 
３ 部長は、指名している本部情報連絡員を災害時にやむを得ず事務局に派遣することができない

と認めるときは、別に職員を指名して事務局に派遣するものとする。 
４ 事務局長は、災害の状況等により、本部情報連絡員の一部を事務局に置かないことができる。 

（部の班の分担事務等） 
第７条 規程第８条第３項に規定する部の班の名称及び分担事務は、別表２のとおりとする。 
２ 部長は、区本部が実施する災害対策のそれぞれの事務についての総合調整を行うとともに、分

担事務に関する災害対策を実施するものとする。 
３ 副部長は、所管する班の運営に関し必要な事項を定める。 

平成１６年４月１日 

危機管理対策室長決裁 
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４ 部長は、当該部の分担事務に関する災害対策を実施するため必要と認めるときは、その権限の
一部をあらかじめ指定する副部長に委任することができる。 
（災害対策本部会議） 

第８条 災害対策本部会議（以下「本部会議」という。）において協議する重要事項は、別表３のと
おりとする。 

２  災害対策本部員（以下「本部員」という。）又は本部長が指名する本部の職員は、本部会議の円
滑な運営を図るため、災害予防及び災害応急対策（以下「災害対策」という。）に係る必要な資料
を事前に事務局長に提出するものとする。 

３ 本部会議は、災害の状況等により、一部の構成員をもって開くことができる。 
４ 本部会議の招集の通知は、庁内放送、防災行政無線、電話等（以下「庁内放送等」という。）を

用いて行う。 
５ 本部会議の運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。 

（防災関係機関の要員の派遣要請） 
第９条 本部長は、規程第１０条の規定により防災関係機関に対する要員の派遣の要請をするとき

は、事前に当該防災関係機関へ電話等により連絡をした後に、「防災関係機関情報連絡室の要員の
派遣要請について（依頼）」（様式１）により通知するものとする。 
（区本部の班の分担事務等） 

第１０条 規程第１３条第２項に規定する区本部の班の名称及び分担事務は、別表４のとおりとす
る。 

２ 区災害対策本部長（以下「区本部長」という。）は、当該区の区域における災害対策の総合調整
にあたるとともに、各部と緊密な連絡を図るものとする。 

３ 区災害対策副本部長（以下「区副本部長」という。）は、所管する班の運営に関し必要な事項を
定める。 

４ 区本部の名称は、当該区の名称を冠するものとする。 
（消防署長等への措置要請） 

第１１条 区本部長は、その区の区域を所管する消防署長等に対し、災害対策上必要な措置の要請
をすることができる。 
（区情報連絡員） 

第１２条 消防署長等は、区本部が設置されたときは、区情報連絡員を区本部に派遣するものとす
る。 

２ 消防署長等は、指名している区情報連絡員を災害時にやむを得ず区本部に派遣することができ
ないと認めるときは、別に職員を指名して区本部に派遣するものとする。 

３ 区本部長は、災害の状況等により、区情報連絡員の一部を区本部に置かないことができる。 
（区災害対策本部会議） 

第１３条 区災害対策本部会議（以下「区本部会議」という。）において協議する重要事項は、別表
５のとおりとする。 

２ 区本部会議は、災害の状況等により、一部の構成員をもって開くことができる。 
３ 第８条第４項の規定は、区本部会議の招集の通知について準用する。 
４ 区本部会議の運営に関し必要な事項は、区本部長が定める。 

（現地災害対策本部） 
第１４条 現地災害対策本部長は、災害の発生した現地又は本部長が適当と認める場所において、

本部長の指示により、その所掌事務の一部を代行する。 
２ 本部長は、現地災害対策本部を設置又は廃止したときは、事務局長を通じて直ちに部長及び区

本部長（以下「部長等」という。）に通知するものとする。 
 

第４章 配備体制・情報連絡 
（警戒配備） 

第１５条 局長等は、警戒配備を行ったときは、危機管理監に報告するものとする。 
２ 危機管理監は、規程別表４に定める警戒配備の基準に係る情報等（以下「警戒配備情報等」と

いう。）を収受したときは、関係する局長等に伝達するものとする。 
３ 前項の場合において、勤務時間外等に警戒配備情報等を収受したときは、危機管理監は、関係

局等の庶務担当課長及び庶務担当係長へ電話等により伝達するものとする。 
（非常配備の伝達等） 

第１６条 事務局長は、非常配備が指令されたときは、部長等に対して速やかに伝達するものとす
る。 

２ 第３条第２項の規定は、非常配備の伝達について準用する。 
３ 部長等は、非常配備が指令されたときは、規程第２０条の規定に基づき作成した連絡系統図に

より所属職員に連絡するものとする。 
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（非常配備の特例） 
第１７条 部長等は、緊急に応急活動等を行う必要のある班において所属職員の参集状況等から要

員が不足すると認める場合は、他の班の職員を指名して非常配備につけ、応急活動に従事するよ
う指令することができる。 
（自主参集） 

第１８条 職員は、地震の発生又は天候の悪化を感知した場合は、直ちにテレビ、ラジオ等により
震度情報、気象情報等を確認し、規程別表５に定める非常配備の基準（以下「非常配備基準」と
いう。）に該当する場合又は該当することが予測される場合は、規程第２０条第１項に規定する配
備編成計画表等により指定された場所に参集するものとする。 
（非常配備における職員の動員） 

第１９条 非常配備における動員の対象となる職員は、次の各号に掲げる職員以外の全職員とする。 
(1) 本市以外の機関に派遣中の職員 
(2) 休職又は停職中の職員 
(3) 出産休暇（産前・産後）を取得中の職員 
(4) 育児休業中の職員 
(5) その他局長等が災害時に応急活動を行うことが困難であると認める職員 
（参集区分） 

第２０条 規程第１９条第３項に規定する特別動員の参集区分により配備される職員は、原則とし
て、次に掲げるとおりとする。 
(1) 所属参集 地域防災計画に定める応急活動を実施するため欠くことのできない次に掲げる職

員 
ア 局等の係長職以上の職員 
イ 局等および部の庶務担当課庶務担当係 
ウ その他、危機管理監が定める職員 

 (2) 直近参集及び避難場所参集 前条及び前号に掲げる職員以外の職員 
２ 前項の場合において、局長等は、職員の参集すべき場所を指定した「個人動員票」（様式２）を

作成し、当該所属職員に配布するものとする。 
３ 規程第１９条第２項第２号に規定する通常動員による職員の参集は、所属参集とする。 
４ 人事異動又は転居等により、個人動員票に指定された参集場所への参集が困難となった職員の

参集場所については、新たに個人動員票が配布されるまでの間、所属参集又は直近参集のうちか
ら局長等が指定するものとする。 
（配備編成計画等） 

第２１条 局長等は、規程第２０条の規定に基づき様式３により配備編成計画表を作成するととも
に、各課ごとに連絡系統図を作成しておくものとする。 

２ 前項の配備編成計画表及び連絡系統図は、前条第２項に定める個人動員票の配布時期に合わせ
て更新するものとする。 

３ 配備編成計画表を作成するに当たっては、各課ごとにその職務の性質を勘案するとともに、概
ね次の事項に配慮するものとする。 
(1) 各配備種別ごとの役職者の比率 
(2) 居住地及び参集に要する時間 
(3) 介護を要する家族又は保育園等の送り迎えを要する乳幼児若しくは児童の有無 
(4) 特殊車両の運転免許等の資格保有の有無 

４ 区長は、勤務時間内に震度６弱以上の地震が発生した場合において、所属職員を当該区の区域
内における屋内の避難場所へ配備することができるよう、あらかじめ第１項の規定による配備編
成計画表とは別の職員の配置に係る計画表を作成しておくものとする。 

なお、配備編成計画表の作成にあたり、様式３により難い場合には、この様式に準じた別の様
式を使用することができる。 

５ 局長等は、第１項の規定により配備編成計画表を作成した場合は、速やかに危機管理監に通知
しなければならない。 
（応援職員の派遣要請） 

第２２条 部長等は、災害発生時に他の部又は区本部の職員の応援を必要とする場合は、事務局長
を通じて本部長に要請するものとする。 

２ 前項に基づく要請に関し必要な事項は、別途定めるものとする。 
（区本部長の管理代行者の指名） 

第２３条 区長は、勤務時間外等に震度６弱以上の地震が発生した場合において、区本部長及び区
副本部長のすべてが速やかに区本部に参集することが困難であるとあらかじめ予測されるときは、
当該区の所属職員のうち課長職の職員のうちから、区本部長の職務を代行する者（以下「管理代
行者」という。）を指名しておくことができる。 
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２ 区長は、前項における管理代行者を確保することが困難と認める場合には、本部が設置された
場合に緊急応援班となる部 

に所属する部長職又は課長職の職員のうちから、管理代行者を指名することができる。 
３ 区長は、前項の規定により管理代行者を指名した場合は、危機管理監に通知するものとする。 

（災害情報及び被害状況の収集） 
第２４条 部長等は、別表６に定める「災害情報の収集分担」に基づき、その所管に係る災害情報

を収集するものとする。 
２ 部長等は、前項の規定により収集した災害情報をもとに、別表７に定める「被害状況の調査・

報告分担」に基づき、その所管に係る被害状況を調査し、及び把握しなければならない。この場
合において、被害の区分及び判断基準は、別表８の「被害状況判定基準」によるものとする。 

３ 部長等は、前２項の規定により収集及び把握した災害情報及び被害状況（以下「災害情報等」
という。）の中で、他部に係るものを掌握したときは、その内容を所管の部長等に通報しなければ
ならない。 
（災害情報等の報告） 

第２５条 部長等は、次に掲げる災害情報等を、その時点における効率的な通信手段を用いて事務
局長を通じて本部長に報告しなければならない。 
(1) 災害情報（被害速報） 

前条第１項の規定により収集した災害情報を、「災害情報（被害速報）」（様式４）により速や
かに報告する。 

(2) 被害状況 
前条第２項の規定により把握した被害状況を、次に掲げるところにより報告するものとする。

この場合において、部長等は、相互に連絡調整を図り、被害件数等の重複計上がないように努
めなければならない。 
ア 中間報告 

本部長が指定する時間ごとに、「被害状況報告書」（様式５）及び「被害状況内訳表」（様式
６）により報告する。 

イ 最終報告 
応急措置が完了した後、概ね７日以内に、「被害状況報告書」（様式５）及び「被害状況内

訳表」（様式６）により報告する。 
２ 前項に規定するもののほか、災害情報等の収集について必要な事項は、事務局長が定める。 
 

第５章 その他の災害対策実施体制 
（区本部単独での設置等） 

第２６条 区長は、規程第２３条第１項の規定による市長の承認を得た場合は、危機管理監に報告
するものとする。 

２ 危機管理監は、前項の報告を受けたときは、局長等にその旨を通知するものとする。 
３ 区本部長は、本部が設置されていないときに区本部を設置した場合は、非常配備基準に準じて

必要な職員の配備を行うものとする。 
（緊急災害対策実施本部） 

第２７条 局長等は、緊急災害対策実施本部（以下「実施本部」という。）の設置が必要と認めると
きは、担当副市長と協議のうえ市長に報告するものとする。 

２ 実施本部の庶務は、その災害対策を主として行う局等において行う。 
 

第６章 補則 
（委任） 

第２８条 この要領に定めるもののほか、本部の組織及び運営等の細目について必要な事項は、事
務局長が定める。 

 
  附 則 
１ この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 
２ 札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程事務取扱要領（平成１０年１２月１４日消

防局長決裁）は、廃止する。 
  附 則 
１ この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 
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１ この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２５年１０月２５日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２８年８月２日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２９年８月２４日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成３０年８月３１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和元年８月３０日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和２年６月２３日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和３年９月３０日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和４年６月１３日から施行する。 
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別表１ 

本部事務局の班の名称及び分担事務 

事務局長 事務局次長 班の名称 班  長 分 担 事 務 

危機管理監 

 

危機管理部長 統括班 危機管理課長 

 

(1) 本部の事務の総合調整に関すること。 

(2) 本部事務局の庶務に関すること。 

(3) 本部に係る災害対策予算の統括に関すること。 

(4) 本部事務局使用物品の調達に関すること. 

(5) 本部事務局使用車両の統制確保に関すること。 

(6) 本部員等の給食支給に関すること。 

(7) 他機関との渉外に関すること。 

(8) 本部会議の運営に関すること。 

(9) 応援者受入本部に関すること。 

(10) 災害救助法の救助要請発議に関すること。 

(11) 自衛隊等の災害派遣要請及び派遣部隊の受入れに関すること。

(12) 他の地方公共団体等に対する応援要請及び応援職員の受入れに

係る総合調整に関すること。 

(13) 応急公用負担に関すること。 

(14) 激甚災害の指定の要請に関すること。 

(15) 非常配備指令の伝達に関すること。 

(16) 本部会議での決定に伴う実行指示・連絡調整に関すること。 

(17) 各部・各区本部の主管に属さないこと。 

情報班 防災推進担当課長 

 

(1) 無線通信の統制及び機器の保守に関すること。 

(2) 統制台機器の運用に関すること。 

(3) 気象予警報などの受理・収集等及び各部・各区本部への伝達に

関すること。 

(4) 防災関係機関との連絡調整（情報の収集、伝達等）に関するこ

と。 

(5) 各種通報の受理等に関すること。 

(6) 各部・各区本部の動員状況などの収集に関すること。 

対策班 計画・原子力災害対

策担当課長 

(1) 災害対策活動の総合調整に関すること。 

(2) 災害情報及び被害状況の分析に関すること。 

(3) 災害情報及び被害状況の取りまとめ並びに報告に関すること。 

(4) 本部会議協議事項の調整に関すること。 

(5) 本部会議資料の作成に関すること。 

(6) 災害応急対策の方針作成及び実施に関すること。 

(7) 災害応急対策実施状況等の進行管理に関すること。。 

(8) 警戒区域の設定及び当該区域への立ち入り制限に関すること。 

(9) 避難勧告又は指示等に関すること。 

本
部
情
報
連
絡
員

 

（各部庶務班の係長職） (1) 所管部及び各区本部からの災害情報などの受理、収集等に関す

ること。 

(2) 所管部及び各区本部からの被害状況報告（速報及び中間報告）

の受理、収集等に関すること。 

(3) 所管部及び各区本部との連絡調整並びに所管部の災害対策に係

る指令等の伝達に関すること。 

（総務部広報班の職員） (1) 市民及び報道機関への提供情報の収集に関すること 

(2) 総務部広報班との連絡調整に関すること。 

※ 事務局員は、班長、副班長に充てられる職員及び危機管理監が指名する職員をもって充てるものとする（ただし、本部情報連絡員を除

く。）。 
※  災害の状況等により、班間の人員や事務を調整する必要が生じたときは、事務局次長が必要に応じて指示するものとする。
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別表３  

 

本 部 会 議 が 協 議 す る 重 要 事 項 

 

１ 災害対策活動の総合調整に関すること。 

２ 非常配備の指令に関すること。 

３ 警戒区域の設定及び当該区域への立ち入り制限に関すること。 

４ 避難勧告又は指示等に関すること。 

５ 職員の応援に関すること。 

６ 自衛隊の派遣要請依頼及び派遣部隊の受入れに関すること。 

７ 他の地方公共団体等に対する応援要請及び応援職員の受入れに関すること。 

８ 応急対策に要する予算及び資金に関すること。 

９ 応急公用負担に関すること。 

10 災害救助法の適用に関すること。 

11 激甚災害の指定の要請に関すること。 

12 義援金品の募集及び配分に関すること。 

13 国会及び政府関係に対する要望、陳情等に関すること。 

14 その他本部長が必要と認める事項及び各部、各区本部の災害対策に関する重要 

事項 
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別表５  

 

区災害対策本部会議が協議する重要事項 

 

１ 区内の災害対策活動の総合調整に関すること。 

２ 被害状況調査及び応急対策に関すること。 

３ 災害に係る広報及び広聴に関すること。 

４ 緊急を要する避難勧告又は指示に関すること。 

５ 避難場所の開設及び住民の救援に関すること。 

６ 職員の応援に関すること。 

７ 緊急を要する災害対策に関する事項 

  ただし、指定地方行政機関その他の地方公共団体、公共機関等に対する応援に 

関すること並びに自衛隊の災害派遣に関する事項を除く。 

 なお、本部が設置されていない場合は、市長に報告し承認を得なければならな 

い。 

８ その他、区本部長が必要と認める事項及び区の災害対策に関する重要事項 
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別表６ 
災 害 情 報 の 収 集 分 担 

 
担当部 情 報 の 内 容 備   考 

 

 

 

各 部 

区 本 部 

(本部事務局

も含む) 

(1) 人的、住家等に関するもの 

(2) 道路等の不通の状況 

(3) 河川の水位等の状況 

(4) 電話、電気、ガス等のライフラインに関する状況 

(5) 急傾斜地等の崩壊、がけ崩れ、地すべり等の状況 

(6) 所管する公共施設等に係る状況 

(7) 応急措置の状況、出動人員等の状況 

(8) 必要な対策の要求に係る情報 

(9) その他、他の部の所管に関する情報 

 

(2)、(3)は、国及び

北海道が管理する

道路及び河川を含

む。 

区 本 部 (1) 避難場所の開設、運営等の状況  

水 道 部 (1) 断水戸数、断水地域、非常給水の状況  

交 通 部 (1) 市営交通、ＪＲ、私バスの運行状況  

教 育 部 
(1) 学校の休校の状況 国立、道立、私立の

学校を含む。 

消 防 部 (1) 警防活動に伴う情報  
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別表７ 
被 害 状 況 の 調 査 ・ 報 告 分 担 

担当部 被 害 の 内 容 報 告 区 分 等 

各 部 

区 本 部 

(本部事務局も含む) 

(1) 入所する施設等に係る被害 

(2) 人的被害（各部聴取情報は所管区本部に通報すること） 

(1) 非住家被害又はその他の被害

（都市施設） 

本 部 事 務 局 

 

(1) 電話、電気、ガス等のライフラインの被害（電話の不通件数、

電気・ガスの供給停止戸数、地区等） 

(1) その他の被害（都市施設） 

区 本 部 (1) 死亡者、行方不明者、重傷者、軽傷者等の人的被害 

(2) 住家の全半壊、全半焼、床下浸水、床上浸水等の被害 

(3) 非住家の全半壊に係る被害 

(4) 土木に係る被害（必ず建設部に通報すること。） 

(1) 人的被害 

(2) 住家被害 

(3) 非住家被害 

(4) 土木被害 

市 民 文 化 部 (1) コミュニティセンター、エルプラザ等の公共建物に係る被害 

(2) 市有文化財施設等に係る被害 

(1) 非住家被害 

 

ス ポ ー ツ 部 (1) 体育館等のスポーツ施設に係る被害 (1) その他の被害 

(2) 非住家被害 

保 健 福 祉 部 (1) 本市、その他公益法人等が維持管理する社会福祉施設（児童

福祉施設を除く。）に係る被害 

(2) 火葬場、病院に係る被害（ただし、市立病院を除く。） 

(1) 社会福祉施設被害 

(2) 衛生被害 

子ども未来部 (1) 児童福祉施設に係る被害 (1) 社会福祉施設被害 

経 済 観 光 部 (1) 観光施設等に係る被害 

(2) 農地、農業用施設、農産物、家畜等、農業に係る被害 

(3) 商業、工業等に係る被害 

(1) その他の被害 

(2) 非住家被害 

(3) 農業被害 

(4) 商工被害 

環 境 部 (1) 林業に係る被害 

(2) ごみ処理施設等、一般廃棄物処理施設に係る被害 

(3) 一般廃棄物処理施設以外の類似施設等に係る被害 

(4) 動物園等の社会教育施設に係る被害 

(1) 林業被害 

(2) 衛生被害 

(3) その他の被害 

(4) 社会教育施設被害 

建 設 部 (1) 道路等の土木に係る被害 

(2) 公園、街路樹等に係る被害 

(1) 土木被害 

(2) その他の被害 

下水道河川部 (1) 河川、堤防、樋門等の土木に係る被害 

(2) 下水道施設等の都市施設に係る被害 

(1) 土木被害 

(2) その他の被害 

都 市 部 (1) 宅地、区画整理事業等に係る被害 

(2) 市営住宅、道営住宅等に係る被害 

(1) その他の被害 

(2) 住家被害として計上する必要

があるので、区本部に情報を伝

達すること。 

医 療 部 (1) 市立病院等に係る被害 (1) 衛生被害 

交 通 部 (1) 所管車両及び施設に係る被害 (1) その他の被害 

水 道 部 (1) 給水施設、送・配水施設、浄水施設等、水道関連施設の被害 (1) 衛生被害 

教 育 部 (1) 小学校、中学校、高校等の学校に係る被害（国立、道立、私

立を含む） 

(2) 公民館、図書館等の社会教育施設に係る被害 

(1) 公立文教被害〔私立学校につ

いては、その他（学校）として

扱う。〕 
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(2) 社会教育施設被害 

別表８ 
被 害 状 況 判 定 基 準 

被害区分 判    断    基    準 

人 
 

 
 

的 
 

 
 

被 
 

 
 

害 

死   者 

当該災害が原因で死亡した死体を確認したもの。又は死体を確認することができないが死亡し

たことが確実なもの。 

(1) 当該災害により負傷し、死亡した者は、当該災害による死亡者とする。 

(2) 本市のものが隣接の他市町村に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、他市町村の死亡

者として取り扱う。（行方不明、重傷、軽傷についても同じ） 

(3) Ａ区のものがＢ区に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、Ｂ区の死亡者として取り扱

う。（行方不明者、重傷者、軽傷者についても同じ） 

(4) 氏名、性別、年齢、職業、住所、原因を調査し、区と警察調査が一致すること。 

行方不明者 
当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの。 

(1) 死者欄の(2)、(3)、(4)を参照。 

重 傷 者 

災害のため負傷し、１ヵ月以上医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもの。 

(1) 負傷の程度の診断は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が１ヵ月以上に及

ぶものを重傷者とする。 

(2) 死者欄の(2)、(3)、(4)を参照。 

軽 傷 者 

災害のため負傷し、１ヵ月未満の医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもの。 

(1) 負傷の程度の診断は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が１ヵ月未満であ

るものを軽傷者とする。 

(2) 死者欄の(2)、(3)、(4)を参照。 

住 
 

 
 

家 
 

 
 

被 
 

 
 

害 

住   家 

現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 

(1) 物置、倉庫等を改造して居住している場合は、住家とみなす。 

(2) 商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、商品倉庫、管理人宿舎ともに半

壊した場合、住家の半壊１、商工被害１として計上すること。 

(3) 住家は社宅、公宅（指定行政機関及び指定公共機関のもの）を問わず全てを住家とする。 

世   帯 

生活を一にしている実際の生活単位。寄宿舎、下宿その他これ等に類する施設に宿泊するもの

で共同生活を営んでいる者は、原則としてその寄宿舎等を１世帯とする。 

(1) 同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は、２世帯とする。 

全   壊 

住家の損壊、焼失若しくは流出した部分の床面積がその住家の延面積の７０％以上に達した程

度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住

家の損害割合が５０％以上に達した程度のもの。（家財道具は含まない。） 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価とし、家財道具の被害は含まない。 

半   壊 

住家の損害が甚だしいが補修すれば元通りに再使用できる程度のもの、具体的に損壊部分が、

その住家の延面積の２０％以上７０％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住

家全体に占める被害割合で表し、その住家の損害割合が２０％以上５０％未満のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具

の被害は含まない。 

一 部 破 損 

全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって、建物の一部が破損した状態で、

居住するためには、補修を要する程度のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具

の被害は含まない。 

床 上 浸 水 

住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができない状

態となったもの。 

(1) 被害額の算出は、床上浸水によって家屋（畳、建具を含む）が破損した部分の損害額とし、

家財道具の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。 

床 下 浸 水 

住家が床上浸水に達しないもの。 

(1) 被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、土砂及び汚物等の除

去に要する経費は含まない。 



Ⅳ-49 

非 

住 

家 

被 

害 

非 住 家 

非住家とは住家以外の建物で、この報告中他の被害項目に属さないものとする。これらの施設

に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

(1) 公共建物とは、庁舎、集会施設等の公用又は公共の用に供する建物をいう。 

なお、指定行政機関及び指定地方公共機関の管理する建物は含まない。 

(2) その他は、公共建物以外の神社、仏閣、土蔵、物置等をいう。 

(3) 土蔵、物置等とは、生活の主体をなす主家に附随する建物の意味であって、営業用の倉庫等

は、その倉庫の用途に従って、その他の項目で取り扱う。 

(4) 被害額の算出は、住家に準ずる。 

 
 

被害区分 判    断    基    準 

農 
 

 
 

業 
 

 
 

被 
 

 
 

害 

農   地 

農地被害は、田畑が流失、埋没等のため農耕に適さなくなった状態をいう。 

(1) 流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ１０％以上が流出した状態をいう。 

(2) 埋没とは粒径１mm 以下にあっては２cm、粒径０.２５mm 以下の土砂にあっては５cm 以上流入

した状態をいう。 

(3) 埋没等の等とは、地震による土砂の隆起、陥没又は干ばつ等をいう。 

(4) 被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用又は、農耕を維持するための最小限度の復旧に

要する費用とし、農作物の被害は算入しない。 

農 作 物 

農作物が農地の流失、埋没等及び浸冠水、倒伏によって生じた被害をいう。 

(1) 浸冠水とは、水、土砂等によって相当期間（２４時間以上）作物等が地面に倒れている状態

をいう。 

(2) 倒伏とは、風のために相当期間（２４時間以上）作物等が地面に倒れている状態をいう。 

(3) 被害額の算出は、被害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定算出すること。 

農業用施設  頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、その他農地保全施設の被害をいう。 

共同利用施設 

 農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共同作業場、産地市場施設、種

苗施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、家畜診療施設等及び農家の共同所有に係る営農施設の被

害をいう。 

営 農 施 設 
 農家個人所有に係る農舎、畜舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機械類、温室、育苗施設等

の被害をいう。 

そ の 他  上記以外の農業被害、家畜、果樹（果実は含まない）草地畜産物等をいう。 

土
木
被
害 

河   川 

河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止め又は沿岸を保全するため防護することを必

要とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

道   路 

道路法第２条の規定により道路管理者が維持管理する道路が損壊し復旧工事を要する程度の

被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

橋   梁 

道路法第２条の規定により道路管理者が維持する道路に架設した橋梁が流失又は損壊し、復旧

工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

林
業
被
害 

林   地  新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等をいう。 

治 山 施 設  既設の治山施設等をいう。 

林   道  林業経営基盤整備の施設道路をいう。 

林 産 物  立木、素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特殊林産物等をいう。 

そ の 他  苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他の施設（飯場、作業路を含む）等をいう。 

衛
生
被
害 

水   道  水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設をいう。 

病   院  病院、診療所、助産所等をいう。 

一般廃棄物処理施設  ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場をいう。 

火 葬 場  火葬場をいう。 

商
工
被
害 

商   業 店舗、商品、原材料等をいう。 

工   業 工場等の建物、原材料、製品、生産機械器具等をいう。 

公 立 文 教 被 害 
公立の小、中、高校のほか、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園等をいう。 

（私学関係はその他の項目で扱う。） 

社 会 教 育 施 設  図書館、公民館、博物館、文化会館等の施設。 

社 会 福 祉 施 設 
 老人福祉施設、身体障害者（児）福祉施設、知的障害者（児）福祉施設、児童母子福祉施設、

生活保護施設等をいう。 
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そ
の
他 

都 市 施 設  街路、公園、下水道等の都市施設をいう。 

  上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。 

（注） 

 (1) 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建

物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

 (2) 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を

復元し得ない状況に至ったものをいう。 

 (3) 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を

含む。 
※ この基準は、北海道の「災害情報等報告取扱要領」に定める被害状況判定基準によるものである。  
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様式１ 
札    第    号   

年  月  日   
 
                様 
 

市  長  名   
（公   印）   

 
 

防災関係機関情報連絡室の要員の派遣要請について（依頼） 
 
本市は、    年  月  日発生の         災害において、貴機関との

間における情報の相互提供を実施するため、本市災害対策本部に防災関係機関情報連絡室

を設置することとなりましたので、下記により要員の派遣をお願い申し上げます。 
 
記 

 
１ 災害の状況及び派遣要請を要求する理由 
   

災害の状況 
派遣要請を要求する理由 

 
 
２ 派遣を必要とする期間 
       年  月  日（ ）から （派遣が開始される年月日のみを記入） 
 
３ 派遣を希望する人員 
 
４ 派遣を希望する場所 
   中央区北１条西２丁目 札幌市役所庁舎  階 防災関係機関情報連絡室 
 
５ 派遣を希望する活動内容 
 
６ その他参考となるべき事項 
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様式２

氏名 指定

動
員
先

　個人動員票　（勤務時間外の震度６弱以上の地震発生時）

職員コード

・参集の際は、食糧、水、着替え等を携帯すること。
・参集途上に火災や事故に遭遇した場合は、関係機関に連絡するとともに、
 適切な処置をとること。
・参集途上の被害状況を把握し、報告すること。
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３
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計
  

画
  

表
  

（
 職

 員
 名

 簿
 ）

　
　

　
　

　
　

　
　

局
（区

）
　

　
　

　
　

　
　

部
（　

　
　

/
　

　
　

枚
）

課 （ 　 　 　 班 ）

部
長

・
区

本
部

長

　
副

部
長

・

　
　

　
区

副
本

部
長

　
　

班
　

　
　

　
　

長

　
　

（
各

課
長

職
）

　
　

副
　

　
班

　
　

長

　
　

（
各

係
長

職
）

名
名

　
所

属
人

員

　
　

　
　

　
　

　
名

合
（
小

）
計

名
　

（
事

務
 　

　
・
技

術
 　

　
・
業

務
 　

　
・
技

能
 　

　
）

名
　

（
事

務
 　

　
・
技

術
 　

　
・
業

務
 　

　
・
技

能
 　

　
）

名
　

 地
震

(震
度

６
弱

以
上

)

 時
の

参
集

場
所

　
 　

②
　

職
種

欄
に

は
、

事
務

・
技

術
・
業

務
・
技

能
の

種
別

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
 　

③
　

勤
務

時
間

外
等

に
お

け
る

地
震

（
震

度
６

弱
以

上
）
時

の
参

集
場

所
〔
特

別
動

員
〕
に

つ
い

て
は

、
各

人
が

指
定

さ
れ

て
い

る
種

別
に

○
印

で
示

す
も

の
と

す
る

。

名
名

注
：
①

　
本

配
備

計
画

に
は

、
臨

時
職

員
、

非
常

勤
職

員
及

び
他

機
関

へ
の

派
遣

職
員

等
は

除
く

も
の

と
す

る
。

名
名

名
名

課 名 （ 班 名 ）　
　

  
 配

備
職

員

配
備

区
分

　

　
　

　
　

　
　

　
 職

・

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
氏

名
第

１
非

常
配

備
（
職

員
の

１
/
３

以
上

）
 地

震
(震

度
６

弱
以

上
)

 時
の

参
集

場
所

第
２

非
常

配
備

（
職

員
の

２
/
３

以
上

）
 地

震
(震

度
６

弱
以

上
)

 時
の

参
集

場
所

第
３

非
常

配
備

（
全

職
員

）
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様式４ 
札    第    号   

年  月  日   
 

災 害 対 策 本 部 長  様 
 

主 管 部 長 名   
 
 

職 員 の 応 援 要 請 に つ い て（依 頼） 
 
標記について、当部の災害対策を実施する上で、次により職員の応援を要請します。 

 
記 

 
１ 応援を要請する理由 
 
２ 応援の期間          年  月  日 ～   年  月  日 
 
３ 応援の従事場所 
 
４ 応援の従事内容 
 
５ 必要人員 
(1) 職 種 
(2) 人 員 
 

６ その他必要事項  
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第
報

月
日

時
分

◇
：

区
：

◇
◇

◇

：
戸

：

：
件

：

：
戸

：

：
戸

：

：
：

□
件

・
・

月
日

時
分

・

□
件

・

□
件

・
：

・
：

□
所

・
：

指
示

・
勧

告
（
有

）

自
主

避
難

（
有

）

避
難

先

地
区

地
区

地
区

地
区

地
区

（
か

所
）

（
か

所
）

避
難

の
必

要
（
有

）

（
損

壊
）

〈
そ

の
他

〉
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン

水
道

（
断

水
）

か
所

崖
く
ず

れ
地

す
べ

り

場
所

対
象

物
（

河
川

名
等

）

被
害

の
種

別
と

状
況

死
亡

行
方

不
明

負
傷

人
　

的
（
人

）

全
壊

様
式

５

局
・
区

災
　

害
　

情
　

報
　

（
　

被
　

害
　

速
　

報
　

）

概
況

応
急

対
策

状
況

（
災

害
発

生
の

お
そ

れ
、

災
害

の
概

要
、

被
害

の
拡

大
減

衰
の

傾
向

等
）

住
　

　
　

　
　

　
　

　
家

（
棟

）

半
壊

一
部

破
損

床
上

浸
水

床
下

浸
水

一
部

破
損

道
路

（
か

所
）

※
通

行
不

能
は

重
複

可
非

　
　

住
　

　
家

（
棟

）

決
壊

隘
水

河
川

（
か

所
）

全
壊

半
壊

情
報

の
伝

達
先

〈
関

係
局

、
関

係
機

関
名

）
覚

知
日

時

浸
水

（
不

通
）

ガ
ス

覚
知

方
法

電
気

（
停

電
）

（
供

給
停

止
）

下
水

通
報

者
氏

名

機
関

名
又

は
住

所

消
防

・
警

察
・

防
災

関
係

機
関

・
被

害
調

査

住
民

（
加

入
電

話
・

駆
け

つ
け

）
そ

の
他

電
　

話

（
　

　
　

）

（
出

動
機

関
、

人
員

、
応

急
対

応
の

内
容

な
ど

）

橋
梁

（
か

所
）

通
行

不
能

損
壊

冠
水

流
失

損
壊

電
話

男
・

女
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 様
式

６

被
害

金
額

被
害

金
額

被
害

金
額

（
千

円
）

（
千

円
）

（千
円

）
　

Ｔ
Ｅ

Ｌ

人
死

　
者

人
農

農
地

田
ｈ
ａ

商
商

業
件

的
行

方
不

明
者

〃
業

畑
〃

工
工

業
〃

被
重

症
者

〃
　

被
農

作
物

田
〃

被
そ

の
他

〃

害
軽

傷
者

〃
　

害
畑

〃
　

　
害

計
〃

　
　

件
数

件

〃
　

　
　

件
公

立
文

教
小

学
校

〃
　

世
帯

数
世

帯

住
全

壊
棟

数
棟

〃
中

学
校

〃
人

員
人

家
世

帯
数

世
帯

〃
　

　
高

校
〃

件
数

件

被
人

員
人

〃
そ

の
他

〃
世

帯
数

世
帯

害
半

壊
棟

数
棟

〃
　

　
計

〃
　

　
人

員
人

世
帯

数
世

帯
土

河
川

〃
〃

人
員

人
木

〃
公

立
〃

千
円

一
部

棟
数

棟
　

被
〃

法
人

〃

破
損

世
帯

数
世

帯
　

害
〃

　
　

　
計

〃
　

　
市

職
員

名

人
員

人
　

道
路

〃
そ

〃
消

防
職

員
名

床
上

棟
数

棟
〃

の
〃

　
消

防
団

員
名

浸
水

世
帯

数
世

帯
〃

　
　

他
　

　
　

名

人
員

人
橋

梁
〃

　
　

床
下

棟
数

棟
〃

　
　

浸
水

世
帯

数
世

帯
〃

　
　

　
　

人
員

人
〃

　
　

棟
数

棟
　

　
〃

　
　

　

計
世

帯
数

世
帯

　
　

林
林

地
〃

　

人
員

人
　

　
業

治
山

施
設

〃
　

非
全

壊
公

共
建

物
棟

被
林

道
〃

　

住
そ

の
他

〃
害

林
産

物
〃

　

家
半

壊
公

共
建

物
〃

そ
の

他
〃

　

被
そ

の
他

〃
〃

　
　

　

害
一

部
公

共
建

物
〃

衛
水

道
〃

　

破
損

そ
の

他
〃

　
生

病
院

公
立

〃
　

浸
水

公
共

建
物

〃
被

個
人

〃
　

　

そ
の

他
〃

害
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

〃
　

計
公

共
建

物
〃

　
　

〃
　

そ
の

他
〃

　
　

〃
　

　
　単

位
件

数

被
害

社
会

教
育

施
設

被
害

被
　

　
害

　
　

状
　

　
況

　
　

報
　

　
告

　
　

書

第
　

　
報

／
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

／
　

　
　

時
　

　
分

／
　

　
　

　
　

局
・
区

　

被
害

区
分

単
位

件
数

被
害

区
分

単
位

件
数

被
害

区
分

報 告 書

共
同

利
用

施
設

農
業

用
施

設

営
農

施
設

そ
の

他

計

決
壊

そ
の

他

　

溢
水

は
ん

濫

計

火
葬

場

計計

流
出

損
壊

小
計

都
市

施
設

崖
く

ず
れ小

計

損
壊

そ
の

他

小
計

　私
立

学
校

等

　 　 　

出
動

人
員

延

社
会

福
祉

施
設

被
害

避
難

勧
告

避
難

指
示

被
害

総
額

応
急

対
策

そ
の

他

１
　

被
害

箇
所

図
面

を
添

付
す

る
こ

と
。

２
　

被
害

状
況

内
訳

表
（
様

式
７
）を

添
付

す
る

こ
と

。

計

所
属

担
当

者

摘
　

　
要
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被
害

区
分

1
　

　
年

　
　

月
　

　
日

時
　

　
分

2
　

　
年

　
　

月
　

　
日

時
　

　
分

3
　

　
年

　
　

月
　

　
日

時
　

　
分

4
　

　
年

　
　

月
　

　
日

時
　

　
分

5
　

　
年

　
　

月
　

　
日

時
　

　
分

6
　

　
年

　
　

月
　

　
日

時
　

　
分

7
　

　
年

　
　

月
　

　
日

時
　

　
分

8
　

　
年

　
　

月
　

　
日

時
　

　
分

9
　

　
年

　
　

月
　

　
日

時
　

　
分

1
0

　
　

年
　

　
月

　
　

日
時

　
　

分

備
　

　
考

※
　

被
害

区
分

欄
に

は
、

様
式

６
の

被
害

区
分

を
記

入
す

る
こ

と
。

発
生

日
時

様
式

７

№
場

　
　

　
所

被
　

　
害

　
　

状
　

　
況

　
　

内
　

　
訳

　
　

表

第
　

　
報

　
／

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
／

　
　

　
時

　
　

分
　

／
　

　
　

　
　

　
　

局
・
区

　

被
害

状
況

応
急

対
策

状
況

被
害

金
額

　
　

（
千

円
）
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１０ 災害時等における標識について （危機管理局）  

 
 災害時において使用する標識は，標示板・腕章・標旗とする。 
 
１ 標示板について 

札幌市災害対策本部，各区災害対策本部，札幌市現地災害対策本部，緊急災

害対策実施本部を設置したときは，別段の定めがある場合の他，別紙に定める

規格の標示板を掲げることとし，必要に応じて標示板に災害名を併記する。 

 
２ 腕章について 

本部長（市長），副本部長（副市長），その他の職員は，災害時において災害対策活

動に従事するときは，別段の定めがある場合の他，別紙に定める規格の腕章を着用す

る。 

 
３ 標識の整備について 

標識は，各局（区）等において整備することとし，毎年，破損等の状況を確認して，

必要がある場合は適時更新する。 
 
４ 標識規格の準用について 

雪害などの緊急災害対策実施本部が設置された場合，これに使用する標識について

は，前各項に定める標識の規格等を準用して整備する。 
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１１ 災害情報等報告取扱要領（「北海道地域防災計画」より抜粋） （危機管理局）  

 
市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、次に定めるところにより

災害情報及び被害状況報告（以下「災害情報等」という。）を所轄総合振興局長又は振興

局長に報告するものとする。 

１ 報告の対象 

災害情報等の報告の対象は、おおむね次に掲げるものとする。 

(1) 人的被害、住家被害が発生したもの。 

(2) 災害救助法の適用基準に該当する程度のもの。 

(3) 災害に対し、国及び道の財政援助等を要すると思われるもの。 

(4) 災害が当初軽微であっても、今後拡大し発展するおそれがある場合、又は広域的

な災害で当該市町村が軽微であっても総合振興局又は振興局地域全体から判断し

て報告を要すると認められるもの。 

(5) 地震が発生し、震度４以上を記録したもの。 

(6) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告の必要があると認めら

れるもの。 

(7) その他特に指示があった災害。 

２ 報告の種類及び内容 

(1) 災害情報 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表１の様式により速やかに

報告すること。この場合災害の経過に応じ把握した事項を逐次報告すること。 

(2) 被害状況報告 

被害状況報告は、次の区分により行うものとする。ただし、指定行政機関及び指

定公共機関の維持管理する施設等（住家を除く)については除くものとする。 

ア速報 

被害発生後直ちに別表２の様式により件数のみ報告すること。 

イ中間報告 

被害状況が判明次第、別表２の様式により報告すること。 

なお、報告内容に変更を生じたときは、その都度報告すること。ただし、報告

の時期等について特に指示があった場合はその指示によること。 

ウ最終報告 

応急措置が完了した後、15日以内に別表２の様式により報告すること。 

(3) その他の報告 

災害の報告は、(1)及び(2)によるほか、法令等の定めに従い、それぞれ所要の報

告を行うものとする。 

３ 報告の方法 

(1) 災害情報及び被害状況報告（速報及び中間報告）は、電話又は無線等により迅速

に行うものとする。 

(2) 被害状況報告のうち最終報告は、文書により報告するものとする。 

総合振興局又は振興局においては、管内市町村分を別表３の集計表によりとりま

とめ、道（危機対策課）に報告するものとし、市町村から報告のあった別表２の写

を添付するものとする。 

４ 被害状況判定基準 

被害状況の判定基準は、別表４のとおりとする。 
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別表１ 
 
※災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、本様式により速やかに報告すること。  

災 害 情 報 
報 告 日 時  月  日  時 現在 発 受 信 日 時  月  日  時  分 

発 信 機 関  
(振興局・市町村名等) 

 
 

受 信 機 関  
(振興局・市町村名等) 

 
 

発 信 者  
(職・氏名) 

 
受 信 者  

(職・氏名) 
 

発 生 場 所   

発 生 日 時     月  日   時  分 災害の原因   

気 
象 
等 
の 
状 
況 

雨量 

河川水位 

潮位波高 

風速 

その他 

 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
関
係
の
状
況 

道路 

鉄道 

電話 

水道(飲料水) 

電気 

その他 

 

(１)災害対策本部等

の設置状況 
 
 
 
 
 

 
（名称）                       
 
（設置日時）    月    日    時  分設置 
 
（名称）                       
                                                     
（設置日時）    月    日    時  分設置 

(２)災害救助法の適用

状況 
 
 
  

地区名 被害棟数 り災世帯 り災人数 

    

（救助実施内容） 



Ⅳ-62 

応

急

措

置

の

状

況

 

(３)避難の状況 

 地区名 避難場所 人数 日時 

自
主
避
難 

 

 

 

 

 

 

 

 

避
難
勧
告 

 

 

 

 

 

 

 

 

避
難
指
示 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４ )自衛隊派遣

要請の状況 
 
 

(５ )その他措置

の状況 
 
 

(６ )応急対策出

動人員 

        出動人員           主な活動状況 

市町村職員     名  

消防職員      名  

消防団員      名  

その他 ( 住民

等) 
     名  

計 名  

その他 （今後の見通し等） 

注）欄に記入しきれない場合は、適宜別葉に記載し報告すること。
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別表２

中間 最終 ）

件数等 被害金額(千円) 件数等 被害金額(千円)

人  河　　川 箇所

人 道 海　　岸 箇所

人 工 砂防設備 箇所

人 事 地すべり 箇所

人 急傾斜地 箇所

棟 道　　路 箇所

世帯 橋　　梁 箇所

人 小　　計 箇所 0 0

棟 河　　川 箇所

世帯 道　　路 箇所

人 橋　　梁 箇所

棟 小　　計 箇所 0 0

世帯 箇所

人 箇所

棟 箇所

世帯 箇所

人 箇所

棟

世帯 箇所 0 0

人 沈没流出 隻

棟 0 破　　損 隻

世帯 0 小　計 隻 0 0

人 0 箇所

棟 箇所

棟 箇所

棟 件

棟 件

棟 0 0 件

棟 0 0 0 0

流失･埋没等 ha 林　　地 箇所

浸冠水 ha 道 治山施設 箇所

流失･埋没等 ha 有 林　　道 箇所

浸冠水 ha 林 林 産 物 箇所

ha そ の 他 箇所

ha 小    計 箇所 0 0

箇所 一 林　　地 箇所

箇所 般 治山施設 箇所

箇所 民 林　　道 箇所

箇所 有 林 産 物 箇所

箇所 林 そ の 他 箇所

小    計 箇所 0 0

0 0 箇所 0 0

速報被 害 状 況 報 告（

災害発生日時 月　 日　 時 　分 災害の原因

災害発生場所

機関(市町村)名

発信日時 月　　日　　時　　分 受信日時

機関(市町村)名

職・氏名 職・氏名

項　　目　 項　　目

死　　者 ※個人別の氏
名、性別、年
令、原因は、補
足資料で報告

行方不明

重　　傷

軽　　傷

計

②
住
家
被
害

漁　　港

0

計

下 水 道

公  　園

崖くずれ

公共建物 共同利用施設

その他 その他 施設

水 産 製 品

⑥
水
産
被
害

漁
船

漁 港 施 設

公共建物

その他

計

そ　 の 　他

その他 計

⑦
林
業
被
害

発
信

農業用施設

共同利用施設

営農施設

田

畑

①
人
的
被
害

半壊
公共建物

全壊③
非
住
家
被
害

④
農
業
被
害

計

農地

計

畜産被害

その他

      計

農作物
田

畑

受
信

  漁　具 （網）

月　　日　　時　　分

市

町

村

工

事

港　　湾

      月　　日　　時現在 

全　　壊

半　　壊

⑤
土
木
被
害

一部破損

床上浸水

床下浸水
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件数等 被害金額(千円) 件数等 被害金額(千円)

箇所 箇所

公 立 箇所 公　立 箇所

個 人 箇所 法　人 箇所

一般廃棄物処理 箇所 計 箇所

し尿処理 箇所 箇所 －

箇所 箇所

箇所 隻

件 箇所

件 戸 －

件 回線 －

件 戸 －

箇所 戸 －

箇所 箇所 －

箇所 箇所

箇所

箇所

団体 建 　物 件

世帯 危険物 件

人 その他 件

人 人

廃止日時

商　　業

工　　業

そ の 他

項　　　　　目   項　　　　　目

計

水      道

⑧
衛
生
被
害

病 院

清 掃
施 設

火  葬  場

計

⑨
商
工
被
害

り災世帯数

り災者数

小 学 校

中 学 校

高　　校
⑩公立
文教施
設被害 その他文教施設

計

公共施設被害市町村数

消防職員出動延人数

⑪社会教育施設被害

⑫社会
福祉施
設等被
害

⑬
そ
の
他

鉄道不通

鉄道施設

被害船舶(漁船除く)

空　　港

水　　道

電　　話

消防団員出動延人数

火災発生

電　　気

ガ　　ス

ブロック塀等

都市施設

計

被　害　総　額

設置日時市町村名 名　称

災害対
策本部
の設置
状況○

道（振興局）

　○人的被害（個人別の氏名、性別、年令、住所、職業、被災場所、原因）→個人情報につき取扱い注意

　○応急対策の状況

災害救助法
適用市町村

名

補足資料（※別葉で報告）

　○災害発生場所

　　・自衛隊の派遣要請、出動状況

　　・災害ボランティアの活動状況　　ほか

　　・避難の勧告・指示の状況

　　・避難所の設置状況

　　・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況

　　・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況

　○災害発生年月日

　○災害の種類概況
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別表３ 

被害状況（中間・最終）報告集計表 
災害・事故名  
石狩振興局  平成  年     月  日  時現在 

項目 件数等 被害金額(千円) 項目 件数等 被害金額(千円) 
①

人 
的 
被 
害 

死  者 人   ※個人別の氏名、性別、

年令、原因は、別紙で 
整理報告 
 
 

 
 
 
⑤ 
土 
 
 
木 
 
 
被 
 
 
 
害 
 

 
道 
工 
事 
 

河  川 箇所   

行方不明 人  海  岸 箇所   

重  傷 人  砂防設備 箇所   

軽  傷 人  地すべり 箇所   

計 人  急傾斜地 箇所   

 
 
 
②

住 
 
 
家 
 
 
被 
 
 
害 
 
 
 
 

 
全  壊 

棟   道  路 箇所   

世帯  橋  梁 箇所   

人  小  計 箇所   

 
半  壊 

棟   
 
 

市
町
村
工
事 

河  川 箇所   

世帯  道  路 箇所   

人  橋  梁 箇所   

 
一部破損 

棟   
 
 

小  計 箇所   

世帯  港  湾 箇所   

人  漁  港 箇所   

 
床上浸水 

棟   
 
 

下 水 道 箇所   

世帯  公   園 箇所   

人  崖くずれ 箇所   

 
床下浸水 

棟   
 
 

    

世帯  計 箇所   

人   
⑥

水 
 
産 
 
被 
 
害 
 

漁 
 

船 

沈没流出 隻   

 
計 

棟   
 
 

破  損 隻   

世帯  計 隻   

人  漁港施設 箇所   

③

非

住

家

被 
害 

全壊 
 

公共建物 棟   共同利用施設 箇所   

その他 棟   その他施設 箇所   

半壊 
 

公共建物 棟   漁具（網） 件   

その他 棟   水産製品 件   

計 
 

公共建物 棟   その他 件   

その他 棟   計    

 
 
④ 
農 
 
業 
 
被 
 
害 
 
 
 

 
農地 

 
 

田 
 

流出･埋没 ha    
 
⑦ 
林 
 
業 
 
被 
 
害 
 
 
 

 
道 
有 
林 
 
 

林  地 箇所   

冠水 ha   治山施設 箇所   

畑 
 

流出･埋没 ha   林  道 箇所   

冠水 ha   林 産 物 箇所   

農作

物 
田 ha   そ の 他 箇所   

畑 ha   小    計 箇所   

農業用施設 箇所   一 
般 
民 
有 
林 
 

林  地 箇所   

共同利用施設 箇所   治山施設 箇所   

営農施設 箇所   林  道 箇所   

畜産被害 箇所   林 産 物 箇所   

その他 箇所   そ の 他 箇所   

    小    計 箇所   

      計    計 箇所   
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項     目 件数等 被害金額(千円)   項     目 件数等 被害金額(千円) 
 
⑧ 
衛 
生 
被 
害 
 

水      道 箇所                 ⑪社会教育施設被害 箇所   
病 
院 

公 立 箇所   ⑫社会福

祉施設等

設害 

公 立 箇所   
個 人 箇所   法 人 箇所   

清掃 
施設 

一般廃棄物処

理 
箇所   計 箇所   

し尿処理 箇所    
 
⑬ 
そ 
 
の 
 
他 
 
 
 

鉄道不通 箇所  － 
火  葬  場 箇所                 鉄道施設 箇所   

計 箇所   被害船舶(漁船除く) 隻   
⑨ 
商工 
被害 
 

商  業 件                 空  港 箇所   
工  業 件                 水  道 戸  － 
そ の 他 件                 電  話 回線  － 

計 件                 電  気 戸  － 
⑩公

立文

教施

設被

害 

小 学 校 箇所   ガ  ス 戸  － 
中 学 校 箇所   ブロック塀等 箇所  － 
高  校 箇所   都市施設 箇所   

その他文教施設 箇所       
計 箇所   被 害 総 額  

公共施設被害市町村数 団体  火災 
 
発生 

建  物 件  
り災世帯数 世帯  危 険 物 件  
り災者数 人  そ の 他 件  

消防職員出動延人数 人  消防団員出動延人

数 
人  

 
災害対 
策本部 
の設置 
状況 
 

道（振興局） 
 

市町村名 名 称 設置日時 廃止日時 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

災害救 
助法適 
用市町 
村名 

 
 
 

補足資料（※別葉で報告） 
 ○災害発生場所 
 ○災害発生年月日 
 ○災害の種類概況 
 ○人的被害（個人別の氏名、性別、年令、住所、職業、被災場所、原因）→個人情報につき取扱い注意 
 ○応急対策の状況 
  ・避難の勧告・指示の状況 
  ・避難所の設置状況 
  ・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 
  ・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 
  ・自衛隊の派遣要請、出動状況 
  ・災害ボランティアの活動状況  ほか 
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別表４ 
被害状況判定基準 

被害区分 判定基準 

①
人
的
被
害 

死者 

 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの。又は死体を確認することができない

が死亡したことが確実なもの。 
(１)当該災害により負傷し死亡した者は、当該災害による死亡者とする。 
(２)Ａ町のものが隣接のＢ町に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、Ｂ町の死亡

者として取り扱う。(行方不明、重傷、軽傷についても同じ。) 
(３)氏名､性別､年齢､職業､住所､原因を調査し市町村と警察調査が一致すること。 

行方不明 
 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの。 
(１)取扱等については死者欄の｢(２)｣｢(３)｣を参照 

重傷者 
 災害のため負傷し、1 ヵ月以上医師の治療(入院、通院、自宅治療等)を受け、又は受

ける必要のあるもの。 
(１)死者欄の｢(２)｣｢(３)｣を参照 

軽傷者 
 災害のため負傷し、1 ヵ月未満の医師の治療(入院、通院、自宅治療等)を受け、又は

受ける必要のあるもの。 
(１)死者欄の｢(２)｣｢(３)｣を参照 

②
住
家
被
害 

住家 

 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わ

ない。 
(１)物置、倉庫等を改造して居住している場合は、住家とみなす。 
(２)商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、商品倉庫、管理人宿舎

ともに半壊した場合、住家の半壊１、商工被害１として計上すること。 
(３)住家は社宅、公宅(指定行政機関及び指定公共機関のもの)を問わず全てを住家とす

る。    

世帯 
 生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎、下宿その他これ等に類する施設に宿

泊するもので共同生活を営んでいる者は､原則としてその寄宿舎等を 1 世帯とする。 
(１)同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は、２世帯とする。 

全壊 

 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流

失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用す

ることが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積

がその住家の延床面積の 70％以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達

した程度のもの。 
(１)被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価とし、家財道具の被害は含まな

い。 

半壊 

 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が

甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分が

その住家の延床面積の 20％以上 70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済

的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合 20％以上 50％未満の

もの。 
(１)被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価に減損耗率を乗じた額とし、 

家財道具の被害は含まない。 

一部破損 

 全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって、建物の一部が破損し

た状態で、居住するためには、補修を要する程度のもの。 
(１)被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価に減損耗率を乗じた額とし、 

家財道具の被害は含まない。 

床上浸水 

 住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することがで

きない状態となったもの。 
(１)被害額の算出は、床上浸水によって家屋(畳、建具を含む)が破損した部分の損害額

とし、家財道具の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。 

床下浸水 
 住家が床上浸水に達しないもの。 
(１)被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、土砂及び汚

物等の除去に要する経費は含まない。  
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③
非
住
家
被
害 

非住家 

 非住家とは住家以外の建物で、この報告中他の被害項目に属さないものとする。 
 これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 
(１)公共建物とは、役場庁舎、集会施設等の公用又は公共の用に供する建物をいう。  

なお、指定行政機関及び指定公共機関の管理する建物は含まない。 
(２)その他は、公共建物以外の神社、仏閣、土蔵、物置等をいう。 
(３)土蔵、物置等とは、生活の主体をなす主家に附随する建物の意味であって、営業 用

の倉庫等は、その倉庫の用途に従って、その他の項目で取り扱う。 
(４)被害額の算出は、住家に準ずる。    

④
農
業
被
害 

農地 

農地被害は、田畑が流失、埋没等のため農耕に適さなくなった状態をいう。 
(１)流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ 10%以上が流出した状態をいう。 
(２)埋没とは粒径 1 ㎜以下にあっては 2 ㎝、粒径 0.25 ㎜以下の土砂にあっては 5 ㎝以

上 流入した状態をいう。 
(３)埋没等の等とは、地震による土地の隆起、陥没又は干ばつ等をいう。 
(４)被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用又は、農耕を維持するための最少限 

度の復旧に要する費用とし、農作物の被害は算入しない。    

農作物 

 農作物が農地の流失、埋没等及び浸冠水・倒伏によって生じた被害をいう。 
(１)浸冠水とは、水、土砂等によって相当期問(24 時間以上)作物等が地面に倒れている

状態をいう。 
(２)倒伏とは、風のため相当期間(24 時間以上)作物等が地面に倒れている状態をいう。  
(３)被害額の算出は、災害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算 

すること。        

農業用施設 
 頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、その他農地保全施設の被害をい

う。 

共同利用 
施設 

 農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共同作業場、産地市場

施設、種苗施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、家畜診療施設等及び農家の共同所有に

係る営農施設の被害をいう。 

営農施設 
 農家個人所有に係る農舎､蓄舎サイロ､倉庫､尿溜堆肥舎､農業機械類､温室育苗施設等

の被害をいう。   
畜産被害   施設以外の畜産被害で家畜、畜舎等の被害をいう。 
その他  上記以外の農業被害、家畜、果樹(果実は含まない)草地畜産物等をいう。 

⑤
土
木
被
害 

河川 
 河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制・床止め又は沿岸を保全するため防護する

ことを必要とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 
(１)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。   

海岸 
 海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護することを必要とする海

岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 
(１)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

砂防設備 
 砂防法第１条に規定する砂防設備、同法第３条の規定によって同法が準用される砂防

の施設又は天然の河岸等で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 
(１)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。   

地すべり 
防止施設 

 地すべり等防止法第２条第３項に規定する地すべり防止施設で復旧工事を必要とす

る程度の被害をいう。 
(１)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

急傾斜地 
崩壊防止 
施設 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第２条第２項に規定する急傾斜地崩

壊防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 
(１)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

道路 
 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第２条の道路の損壊が、

復旧工事を要する程度の被害をいう。 
(１) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。  

橋梁 
 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第２条の道路を形成する

橋が流失又は損壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。 
(１)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

港湾 
 港湾法第２条第５項に基づく水域施設、外郭施設、係留施設等で復旧工事を要する程

度の被害をいう。  
漁港  漁港法第３条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設。 
下水道  下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路。 
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⑤

土

木

被

害 

公園 
 都市公園法施行令第２５条各号に掲げる施設(主務大臣の指定するもの(植栽・いけが

き)を除く。)で、都市公園法第２条第１項に規定する都市公園をいう。 

⑥
水
産
被
害 

漁船 

 動力船及び無動力船の沈没、破損(大破、中破、小破)の被害をいう。 
(１)港内等における沈没は、引上げてみて今後使用できる状態であれば破損として取り

扱う。 
(２)被害額の算出は、被害漁船の再取得価額又は復旧額とする。  

漁港施設  外かく施設、けい留施設、水域施設で水産業協同組合の維持管理に属するもの。 

共同利用 
施設 

 水産業協同組合、同連合会、又は地方公共団体の所有する施設で漁業者の共同利用に

供する水産倉庫、加工施設、作業所、荷さばき所、養殖施設、通信施設、給水施設、給

油施設、製氷・冷凍・冷蔵施設、干場、船揚場等をいう。    
その他施設  上記施設で個人(団体、会社も含む)所有のものをいう。  
漁具(網)  定置網、刺網、延縄、かご、函等をいう。    
水産製品  加工品、その他の製品をいう。 

⑦

林

業

被

害 

林地  新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等をいう。 
治山施設  既設の治山施設等をいう。 
林道  林業経営基盤の施設道路をいう。 
林産物  製材、薪炭原木、薪、木炭、特用林産物等をいう。 
その他  苗畑､造林､地製材工場施設､炭窯､その他施設(飯場、作業路を含む。)等をいう。 

⑧

衛

生

被

害 

水道  水道のための取水施設､貯水施設､導水施設､浄水施設､送水施設及び配水施設をいう。  
病院  病院、診療所、助産所等をいう。 
清掃施設  ごみ処理施設、屎尿処理施設及び最終処分場をいう。 

火葬場  火葬場をいう。 

⑨

商

工

被

害 

商業  店舗、商品、原材料等をいう。 

工業  工場等の建物、原材料、製品、生産機械器具等をいう。 

⑩公立文教施設

被害 
 公立の小、中、高校、中等教育学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園等を

いう。(私学関係はその他の項目で扱う。) 
⑪社会教育施設

被害 
 図書館、公民館、博物館、文化会館等の施設。 

⑫社会福祉施設

等被害 
 老人福祉施設、身体障がい者(児)福祉施設、知的障がい者(児)福祉施設、児童母子福

祉施設、生活保護施設、介護老人保健施設、精神障がい者(児)福祉施設等をいう。 

⑬
そ
の
他 

鉄道不通  汽車、電車等の運航が不能となった程度の被害をいう。 
鉄道施設  線路、鉄橋、駅舎等施設の被害をいう。 

被害船舶 
（漁船除く） 

 ろ、かいのみをもって運転する船以外の船で、船体が没し、航行不能となったもの及

び流出し、所在が不明となったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を

いう。 

空港   空港整備法第２条第１項第３号の規定による空港をいう。 
水道(戸数)  上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数をいう。 
電話(戸数)   災害により通話不能となった電話の回線数をいう。 
電気(戸数)   災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数をいう。 
ガス(戸数)   一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数をいう。 
ブロック塀

等 
  倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。 

都市施設   街路等の都市施設をいう。 
   上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。 
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１２ 緊急通行車両等の事前届出制度の扱いについて （危機管理局）  
 

１ 緊急通行車両等の事前届出制度の目的 

災害発生時に災害対策基本法（以下「災対法」という。）第７６条第１項の規定に基づき，公

安委員会が道路の区間，区域を指定して車両の通行を禁止し，又は制限した場合において，本市

が所有し使用する車両の通行手続きを具体的に定め，迅速な応急対策の実施を目的とする。 

２ 緊急通行車両等の定義 

緊急通行車両等とは，以下のものである。（災対法施行令第３２条の２） 

（１）道路交通法第３９条第１項の緊急自動車（第１項） 

（２）災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対

策を実施するため運転中の車両（第２項） 

３ 緊急通行車両等事前届出対象車両 

 緊急通行車両等の内，事前届出の対象となるのは，緊急自動車以外の災対法施行令第３２条の

2 第２項に定める車両で，災対法第５０条第１項に規程する次の（１）～（９）の災害応急対策

に関する事項を実施する車両である。 

（１） 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

（２） 消防，水防その他応急措置に関する事項 

（３） 被災者の救難，救助その他保護に関する事項 

（４） 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

（５） 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

（６） 清掃，防疫その他の保健衛生に関する事項 

（７） 犯罪の予防，交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 

（８） 緊急輸送の確保に関する事項 

（９） その他災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項 

４ 緊急通行車両等の事前届出・確認制度に関する手続き（別表参照） 

（１） 事前届出の申請 

事前届出の申請に関しては，各局（区）等ごとに申請することとする。 

ア 申請者 

事前届出の申請者は，緊急通行に関わる業務の実施について責任を有する者（代行者を含

む）とし，一般部局については札幌市長，企業部局については各事業管理者とする。 

イ 申請先 

北海道警察本部を経由し，北海道公安委員会に申請することとなる。 

ウ 申請書類 

(ア) 緊急通行車両等事前届出書 

(イ) 緊急通行車両等事前届出一覧表 

(ウ) 自動車車検証の写し 

エ その他 

(ア) 緊急通行車両等事前届出一覧表の使用者等は，実際に車両を管理している課（所）の所

属長（以下「使用者」という。）とする。 

(イ) その他，詳細は緊急通行車両等事前届出書記載例（別紙１参照）及び緊急通行車両等事

前届出一覧表記載例（別紙２参照）のとおり。 

（２） 届出済証の交付等 

ア 審査 

北海道公安委員会は，申請に係る車両が緊急通行車両等に該当するかどうかの審査を行い，

審査は，次の要件について行われる。 

（ア） 災対法５０条１項に該当するか。 

（イ） 指定行政機関，指定地方行政機関，指定公共機関及び指定地方公共機関で使用する車

両か。 

イ 届出済証の交付 

審査の結果，緊急通行車両に該当すると認められるものについては，届出済証が交付され
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る。 

届出済証の交付は局（区）等に対して一括して交付される。 

ウ 届出済証の保管 

 届出済証の原本は，局（区）等において保管し，災害に備えることとする。 

（３） 緊急通行車両確認証明書（以下「確認証明書」という。）及び標章の交付に関する手続。 

ア 確認証明書及び標章の交付の流れ 

（ア） 申請については，届出済証が交付されたことにより確認済みとみなされるため，改め

て申請書類を提出する必要はない。 

（イ） 確認証明書及び標章の交付は，局（区）等が道警本部に届出済証原本を直接持参し，

即時交付を受ける。 

（ウ） 局（区）等は，速やかに交付を受けた確認証明書及び標章を使用者に対して配布する

ものとする。 

（エ） 使用者は，確認証明書を当該車両に備え付け，標章を当該車両の前面の見やすい箇所

に掲示して災害応急対策に従事するものとする。 

イ 緊急通行車両状況調査 

 局（区）等は，毎年４月１日現在における本市の緊急通行車両の状況を調査して現状把握

に努めるものとし，調査の結果，次の（ア）～（ウ）に該当する車両がある場合は道警本部

に届出する。 

（ア） 届出済証の再交付が必要となる場合。 

ａ 事前届出の内容に変更が生じた場合（申請者住所氏名を除く） 

ｂ 届出済証を亡失し，汚損し，破損した場合 

（イ） 届出済証を返還しなければならない場合。 

ａ 緊急通行車両として使用される車両に該当しなくなった場合 

ｂ 当該車両が廃車となった場合 

ｃ その他，緊急通行車両としての必要がなくなった場合 

（ウ） 新規に事前届出をしなければならない場合。 

ａ 新たに緊急通行車両として使用される車両がある場合 
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届
出

書
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成
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《
注
意
事

項
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こ
の
届
出

書
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鑑
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な
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ま

す
の
で
局
（
区
）
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1
部

作
成
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て
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緊
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通
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両
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前
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付
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さ
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。
 

（
１
）
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請
者
住
所
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氏
名
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つ
い
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は
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札

幌
市
長
又
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各

事
業

管
理
者
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。
 

（
２
）
 記

載
例
の
と
お
り
記
載
願
い
ま
す
。
 

（
３
）
 記

載
例
の
と
お
り
。
た
だ
し
，
対
象
車

両
が
複
数

有
り

，
そ

れ
ぞ
れ
使
用
者
住
所
・
氏
名
が
異
な

る
場
合
は

，
申

請
者
と
同
一
事
項
を
記
載
し
て
下
さ
い

。
 

（
４
）
 記

載
例
の
と
お
り
。
 

「
業
務
内
容
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付

」
と

は
，

緊
急

通
行
車
両
等
事
前
届
出
一
覧
表
の
こ
と
で

す
。
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１３ 自衛隊の災害派遣要請 （危機管理局）  
（１）派遣要請様式 

札危管第     号 

平成  年（    年） 月  日 

 

北海道知事 高 橋 はるみ 様 

（石狩振興局長 様） 

札幌市長 上 田 文 雄 

 

自衛隊の災害派遣要請の要求について 

 

 災害対策基本法第６８条の２に基づき、下記のとおり自衛隊の派遣要請を依頼します。 

 

記 
 

１ 災害の情況及び派遣を要請する事由 

(1) 災害の情況（特に災害派遣を必要とする区域の状況を明確にする） 

 

(2) 派遣を要請する事由 

２ 派遣を希望する期間 

 

３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

 

４ その他参考となるべき事項 

  （他の機関及び現地での活動状況） 

派遣部隊との連絡窓口 

札幌市危機管理対策室 電話 011-211-3062  



Ⅳ 条例・規定・要領等 

Ⅳ-76 

（２）撤収要請様式 

札危管第     号 

平成  年（    年） 月  日 

 

北海道知事 高 橋 はるみ 様 

（石狩振興局長 様） 

札幌市長 上 田 文 雄 

 

自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請の依頼について 

 

先に、平成○○年○月○日付札危管第○○○号において、災害対策基本法第６８条の２

第１項の規定に基づき、自衛隊の災害派遣要請の要求をし、支援を受けておりましたが、

（   事由   ）のため、下記のとおり派遣部隊の撤収要請を依頼します。 

 

記 
 

１ 撤収要請日時 

  平成○○年○月○日（時間が明らか場合は記載する） 

 

２ 派遣要請の要求日時 

平成○○年○月○日○時○分 

 

３ 撤収作業場所 

 

４ 撤収作業内容 

 

５ その他必要となるべき事項 

派遣部隊との連絡窓口 

札幌市危機管理対策室 電話 011-211-3062 
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協定書一覧 

種別 協定名 協定先 協定内容 要請担当部 

総合 大都市災害時相互応援に関

する協定 

東京都、政令指定

都市 

食料・飲料水・物資・資機材・

車両等の供給、復旧要員の派

遣 

本部事務局 

総合 災害時等における北海道及

び市町村相互の応援に関す

る協定 

北海道、北海道内

市町村 

 本部事務局 

総合 災害時における日本郵便

（株）北海道支社と札幌市

間の協力に関する協定 

日本郵便(株)北海

道支社 

施設の利用や集配業務を通

じた被災状況の情報提供、広

報活動等の協力 

本部事務局 

総合 札幌圏防災関係機関連絡会 【札幌圏】 

小樽市、江別市、

北広島市、石狩市、

当別町 

【関係機関】 

陸上自衛隊北部方

面隊、第一管区海

上保安本部、北海

道、北海道警察本

部 

消火救助救急等の連携、災害

情報の収集伝達、緊急物資の

調達、ヘリコプターの運用 

本部事務局 

総合 災害時等の連携に関する協

定書 

陸上自衛隊 第 11

旅団第 18 普通科

連隊 

情報連絡体制の充実、情報資

料の共有、防災訓練・防災に

関する会議等への参加 

本部事務局 

情報 避難場所広告付看板に関す

る協定 

ＮＴＴ北海道電話

帳(株) 

避難場所の表示 本部事務局 

情報 災害時の広報印刷物発行の

協力に関する協定 

山 藤 三 陽 印 刷

(株)、(株)須田製

版 

災害時における広報印刷物

発行 

総務部広報

班 

情報 災害時における相談業務の

応援に関する協定 

札幌地域災害復興

支援士業連絡会 

災害時市政外相談窓口等で

の相談業務 

総務部広報

班 

情報 大規模災害発生時の情報の

通報及び収集に関する協定 

(一社)札幌ハイヤ

ー協会、(一社)北

海道警備業協会 

有線回線の途絶時に災害情

報を消防局消防指令管制セ

ンターに通報 

消防部警防

班 

情報 震度情報等の提供に関する

協定 

札幌管区気象台、

北海道 

震度情報を提供し、災害応急

対策及び災害復旧等に寄与 

本部事務局 

情報 災害多言語支援センターの

設置・運営に係る協定 

(公財)札幌国際プ

ラザ 

外国籍市民の被害軽減のた

め、多言語による情報提供及

び相談対応 

総務部国際

班 

情報 大規模災害時における情報

収集に関する協定 

(一社)北海道警備

業協会 

災害情報を消防局消防指令

管制センターに通報 

消防部警防

班 

通信 札幌市防災行政無線局の設

置に関する協定 

関係機関 

災害時基幹病院 

災害対策に関する情報連絡 本部事務局 

通信 災害時等における緊急放送

等に関する協定 

(株)ジェイコム札

幌及び(株)ジュピ

ターテレコム札幌

メディアセンター 

災害時等における市民への

情報提供 

総務部広報

班 

通信 災害時における非常放送に

関する協定 

コミュニティ放送

局 

災害時における市民への情

報提供 

本部事務局 

通信 災害対策基本法施行令第 22

条に基づく協定 

北海道警察本部 災害に関する緊急通知等に

係る警察の有線電気通信設

備や無線設備の使用 

本部事務局 
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種別 協定名 協定先 協定内容 要請担当部 

通信 災害等発生時における情報

連絡体制に関する協定 

厚別消防署、北海

道札幌方面厚別警

察署、(株)BIPSC 

厚別区役所、厚別消防署、厚

別警察署が提供する災害等

情報を、株式会社 BIPSC（コ

ミュニティ FM）が放送 

厚別区本部

総務・情報

班 

通信 豊平区内の災害発生時等に

おける非常放送に関する協

定 

北海道札幌方面豊

平警察署、(株)エ

フエムとよひら 

相互の情報連絡体制を確保

し、株式会社エフエムとよひ

らが非常放送を通じて区民

に災害情報を提供 

豊平区本部

総務・情報

班 

 

消防 北海道広域消防相互応援協

定 

道内 58 消防本部 消防隊、救助隊、救急隊又は

情報収集等を行う支援隊に

よる陸上応援や航空隊によ

る航空応援 

消防部警防

班 

消防 札幌飛行場における消火救

難業務に関する協定 

東京航空局丘珠空

港事務所、陸上自

衛隊丘珠駐屯地、

北海道札幌方面東

警察署 

民間航空機の事故・火災等の

災害時における、関係機関に

よる消火救難業務 

消防部警防

班 

消防 大規模災害等発生時におけ

る傷病者の搬送業務に関す

る協定 

(株)札幌民間救急

サービス、札幌寝

台自動車(株) 

傷病者のうち、軽傷者の搬送

を支援 

消防部警防

班 

消防 震災時における消防用水等

の供給協力に関する協定 

北海道コカ･コー

ラ ボ ト リ ン グ

(株)、イオン北海

道(株)、アサヒビ

ール(株)北海道工

場 

大規模火災の消火用水等の

提供 

消防部警防

班 

消防 大規模火災発生時における

消防用水等の搬送協力に関

する協定 

札幌コンクリート

(株) 

コンクリートミキサー車に

よる消火用水の搬送 

消防部警防

班 

消防 緊急消防援助隊が宿営する

施設の活用に関する協定 

(学)札幌大学 全道、全国からの消防の応援

部隊の宿営施設等の提供 

消防部警防

班 

消防 大規模災害時における消防

活動の支援に関する協定 

(一社)札幌消防交

友会 

消防署等に避難した市民の

対応や被害情報収集等の支

援 

消防部警防

班 

消防 消防団相互応援協定 江別市、北広島市、

千歳市、恵庭市、

石狩北部地区消防

事務組合 

大規模災害時における消防

団の相互応援 

消防部消防

庶務班 

医療 札幌市地域防災計画に基づ

く災害時の医療救護活動に

関する協定 

(一社)札幌市医師

会、(一社)札幌歯

科医師会、(一社)

札幌薬剤師会 

医療救護班の派遣や応急処

置等の医療救護活動など医

療救護活動 

保健福祉部

医療救護班 

医療 札幌地域防災計画に基づく

災害時における医薬品等の

供給等に関する協定 

(一社)北海道医薬

品卸売業協会 

災害時における医薬品の供

給 

保健福祉部

医療救護班 

医療 航空搬送拠点臨時医療施設

の設置及び運営に関する協

定 

北海道、陸上自衛

隊北部方面隊、国

土交通省東京航空

局丘珠空港事務所 

札幌飛行場における航空搬

送拠点臨時医療施設の設置

及び運営 

保健福祉部

医療調整班 
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種別 協定名 協定先 協定内容 要請担当部 

輸送 災害時における自動車輸送

の協力に関する相互協定書 

(一社)札幌地区ト

ラック協会、日本

通運(株)札幌支

店、ヤマト運輸

(株)札幌主管支

店、佐川急便(株)

北海道支店 

災害時における自動車輸送

の協力 

経済観光部

経済庶務班 

輸送 災害時の輸送など安全で安

心して暮らせるまちづくり

を進める連携協定書 

暁交通(株) 災害時における緊急輸送な

ど、安全で安心して暮らせる

まちづくりを進めるもの 

北区本部総

務・情報班 

輸送 災害時における物資の輸送

協力に関する協定書 

佐川急便(株)北海

道支店 

災害時における物資の輸送

協力に関する協定 

経済観光部

経済庶務班 

輸送 災害時における物資の輸

送・荷役等に関する相互協

定書 

(一社)AZ-COM 丸

和・支援ネットワ

ーク 

災害時における自動車輸送

及び荷役等の協力に関する

協定 

経済観光部

経済庶務班 

交通 大規模な災害発生時におけ

る支援協定 

(一社)北海道警備

業協会 

市内の緊急輸送道路の交通

誘導、避難場所の警備 

本部事務局 

交通 災害時におけるシェアサイ

クルの利用等に関する協定

書 

特定非営利活動法

人ポロクル、株式

会社ドコモ・バイ

クシェア 

避難場所等への自転車の無

償貸出 

本部事務局 

交通 災害時における緊急輸送等

に関する協定書 

(一社)札幌ハイヤ

ー協会 

応急対策等に必要な機材、物

資、人員、要配慮者等の輸送

業務 

災害状況及び被害情報の収

集・通報 

本部事務局 

消防部警防

班 

保安 防災管理体制に関する協定

書 

地下鉄各駅と地下

通路で連結する接

続ビル等 

災害時における市民の安全

確保についての相互支援 

交通部高速

電車・軌道

班 

物資 災害時における資機材の供

給に関する協定 

三和物流サービス

株式会社 

災害時における資機材の供

給 

本部事務局 

物資 災害時における応急生活物

資の供給に関する協定 

合同容器(株) 災害時における段ボールベ

ッド等の供給 

本部事務局 

物資 全国中央卸売市場協会災害

時相互応援に関する協定 

都府県市 緊急・応急的措置として、生

鮮食料品の確保を図る 

経済観光部

市場班 



Ⅴ 協定書 

Ⅴ-4 

種別 協定名 協定先 協定内容 要請担当部 

物資 災害時における消費生活の

安定及び応急生活物資の供

給等に関する相互協定 

イ オ ン 北 海 道

(株)、生活協同組

合コープさっぽ

ろ、(株)伊藤園、

(同）西友、サッポ

ロホールディング

ス(株)及びサッポ

ロビール(株)、日

糧製パン(株)、

(株)ビバホーム、

(株)セブン－イレ

ブンジャパン、ス

ターフェスティバ

ル(株)、(株)セコ

マ、(株)セイコー

フレッシュフー

ズ、(株)北燦食品、

(株)サッポロドラ

ッグストアー、Ｎ

ＰＯ法人コメリ災

害センター、(株)

ローソン、(株)ラ

ルズ、コアレック

ス道栄(株) 

災害時において生活物資を

供給するとともに、価格高騰

の防止など、物資の安定供給

について 

経済観光部

経済庶務班 

物資 道内卸売市場による災害時

相互応援協定 

道内 26 市の地方

卸売市場 

生鮮食料品の安定供給のた

めの相互支援 

経済観光部

市場班 

物資 電光掲示板付き自動販売機

による協働事業に関する協

定 

北海道コカ・コー

ラボトリング(株) 

電光掲示板付き自動販売機

による防災情報の提供及び

販売機内商品の提供 

子ども育成

部子ども庶

務班、 

白石区本部

総務・情報

班、 

清田区本部

総務・情報

班、 

西区本部総

務・情報班 

燃料 災害時における燃料等供給

の協力に関する協定 

札幌地方石油業協

同組合 

自動車・庁舎等の施設におけ

る非常電源や、避難場所運営

のため燃料供給 

本部事務局 

燃料 災害時におけるＬＰガス供

給の協力に関する協定 

(一社)北海道ＬＰ

ガス協会石狩支部 

ＬＰガスの供給に必要な物

資の供給とその運搬支援の

協力 

本部事務局 

燃料 災害等の発生時における応

急・復旧活動の支援に関す

る協定 

北海道エルピーガ

ス災害対策協議会 

ＬＰガスの応急措置・復旧工

事、収容避難場所等へのＬＰ

ガス供給・関連機器工事、大

規模火災現場のＬＰガス設

備撤去等 

本部事務局 
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種別 協定名 協定先 協定内容 要請担当部 

燃料 災害時の避難所等における

次世代自動車からの電力供

給の協力に関する協定 

ト ヨ タ 自 動 車

(株)、札幌トヨタ

自動車(株)、札幌

トヨペット(株)、

トヨタカローラ

(株)、ネッツトヨ

タ札幌(株)、ネッ

ツ ト ヨ タ 道 都

(株)、日産自動車

(株)、北海道日産

自動車(株)、札幌

日産自動車(株)、

日産プリンス札幌

販売(株)、ホンダ

技研工業(株)、

(株)ホンダカーズ

札幌中央、(株)ホ

ンダ四輪販売北海

道、三菱自動車工

業(株)、北海道三

菱自動車販売(株) 

避難所等への電力供給を目

的とした市内自動車販売店

の試乗車（燃料電池自動車、

電気自動車、プラグインハイ

ブリッド自動車などの次世

代自動車）の貸与を受ける 

環境部環境

保全班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

下水道台帳システムの防災

対策に関する覚書 

京都市、大阪市、

広島市、福岡市 

下水道台帳マッピングシス

テムデータの相互保管と災

害時のデータ出力支援 

下水道河川

部下水道調

整班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害時における下水道管路

の復旧調査等に関する協定 

札幌下水道災害支

援協力会 

被災した下水道管路の復旧

に必要な調査等協力 

下水道河川

部管路施設

班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

下水道事業における災害時

支援に関するルール 

(公社)日本下水道

協会 

都道府県を越える広域的な

下水道事業関係者間の支援

体制に関するルール（全国ル

ール） 

下水道河川

部下水道調

整班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

下水道災害時における大都

市間の連絡・連携体制に関

するルール 

東京都、政令指定

都市 

大都市の下水道が被災した

場合の支援体制、役割等に関

するルール（大都市ルール） 

下水道河川

部下水道調

整班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

「北海道下水道災害対策会

議」設置要綱 

北海道、道内 14

都市 

北海道内都市の下水道が被

災した場合の支援体制、役割

等に関するルール 

下水道河川

部下水道調

整班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

北海道・東北ブロック下水

道災害時支援に関する申合

せ 

北海道、東北６県

及び各道県内下水

道事業関係団体 

災害時応援本部の体制及び

要請、応援活動等の申し合わ

せ 

下水道河川

部下水道調

整班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害時等における下水処理

施設の事業継続支援に関す

る協定 

札幌市下水処理施

設事業継続支援協

力会 

災害時等に下水処理施設の

運転管理業務を継続するた

めの支援等協力 

下水道河川

部処理施設

班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害時等における下水処理

設備の事業継続支援に関す

る協定 

ポンプ設備業者及

び電気設備業者

12 社 

災害時等に下水処理設備の

揚水機能を確保するための

支援等協力 

下水道河川

部処理施設

班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

19 大都市水道局災害相互応

援に関する覚書 

東京都、政令指定

都市(千葉市、相模

原市を除く) 

飲料水の供給、施設の応急復

旧等に必要な資器材の提供 

水道部水道

庶務班 
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ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

札幌市水道局と仙台市水道

局との現地調整隊としての

活動に関する覚書 

仙台市 被害情報の集約、応援活動に

関する指揮・命令系統の確

立、応援活動状況の把握 

水道部水道

庶務班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

札幌市水道局と川崎市上下

水道局との現地調整隊とし

ての活動に関する覚書 

川崎市 被害情報の集約、応援活動に

関する指揮・命令系統の確

立、応援活動状況の把握 

水道部水道

庶務班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

連携協力に関する基本協定 北広島市、小樽市、

江別市 

緊急時連絡管整備、その他災

害時の相互応援 

水道部水道

庶務班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

緊急時連絡管の運用及び維

持管理等に関する協定 

北広島市、小樽市、

江別市 

応援給水（水道水の相互融

通） 

水道部水道

庶務班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害時における復旧支援協

力に関する協定 

(公社)日本下水道

管路管理業協会 

災害時における下水道管路

施設機能の早期復旧のため

の巡視、点検、調査、清掃、

修繕等の業務の支援協力 

下水道河川

部管路施設

班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

大規模災害時における札幌

市土木施設等の応急対策業

務に関する協定 

(一社)札幌建設業

協会 

大規模又は広域的な災害時

における土木施設等の被害

拡大防止、被災施設の早期復

旧のための応急対策に関す

る業務協力 

下水道河川

部下水道調

整班、建設

部、 

交通部、 

水道部 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害時における下水道技術

支援協力に関する協定 

(公社)全国上下水

道コンサルタント

協会北海道支部 

災害時における下水道施設

の被害拡大防止、被災施設の

早期復旧のための技術支援

協力 

下水道河川

部下水道調

整班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害時相互応援に関する協

定 

(公社)日本水道協

会北海道地方支部 

応急給水、応急復旧及び応急

復旧用資材の提供 

水道部水道

庶務班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害時等における水道の応

急活動の応援に関する協定

書 

(一財)さっぽろ水

道サービス協会 

応急給水及び水道施設等の

応急活動 

水道部水道

庶務班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害時等における水道の応

急活動の応援に関する協定

書 

札幌市管工事業協

同組合 

応急給水、応急復旧 水道部水道

庶務班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害時等における水道の応

急給水活動の応援に関する

協定書 

札幌環境維持管理

協会 

応急給水活動 水道部水道

庶務班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害時等における水道の応

急給水活動等の応援に関す

る協定書 

札幌市水道メータ

ー検針委託事業者 

応急給水、広報活動 水道部応急

給水班 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害等の発生時における応

急・復旧活動の支援に関す

る協定 

(一財)北海道電気

保安協会 

電力復旧の応急対策・工事、

収容避難場所等への自家発

電機の手配・設置等 

本部事務局 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害時の応急対策における

解体撤去等に関する協定 

(一社)北海道解体

工事業協会 

道路等の安全が保たれない

場合の緊急輸送路等の確保

や消防活動時において支障

となる建物等の解体撤去等 

本部事務局 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

災害時等における無人航空

機の運用に関する協定書 

北海道電力ネット

ワーク(株) 

無人航空機を利用した災害

時の被害状況の共有 

本部事務局 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

大規模災害時における相互

協力に関する基本協定 

北海道電力(株)・

北海道電力ネット

ワーク(株)、東日

本電信電話(株) 

災害時の情報共有及び復旧

における相互協力 

本部事務局 
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公共 

施設 

 

北海道における災害時等の

相互協力に関する協定 

北海道開発局、北

海道 

土木施設等の被害の拡大防

止と早期復旧 

 

建設部建設

庶務班 

公共 

施設 

札幌市と札幌市全区災害防

止協力会連絡協議会との災

害時における連携協力に関

する協定 

札幌市全区災害防

止協力会 

各区災害防止協力会との協

定における各区単独の災害

防止協力会のみでは十分な

対応がとれない場合に、区を

またいだ応援協力体制を確

立 

建設部道路

維持班、み

どり班、 

下水道河川

部河川調整

班 

公共 

施設 

区域内に所在する公共土木

施設における災害時の協力

体制に関する実施協定 等 

各区災害防止協力

会 等 

区域内の公共土木施設につ

いて、被害調査・応急対策に

よる、被害の拡大防止と被災

施設の早期復旧 

区災害対策

本部  

公共 

施設 

札幌市と北海道造園緑化建

設業協会札幌支部との災害

時等における連携協力に関

する協定 

北海道造園緑化建

設業協会札幌支部 

公園及び街路樹等について、

被害調査・応急対策による、

被害の拡大防止と被災施設

の早期復旧 

建設部みど

り班 

公共 

施設 

札幌市と札幌市設計同友会

における災害時等の連携協

力に関する協定 

札幌市設計同友会 災害時等に道路施設及び河

川施設の緊急または応急対

策に係る点検・調査業務等を

行うための支援等協力 

建設部道路

維持班、 

下水道河川

部河川調整

班 

公共 

施設 

災害時における市有施設の

応急被害調査に関する協定 

(一社)北海道建築

士事務所協会 札

幌支部、(一社)北

海道設備設計事務

所協会 

市有施設の応急被害調査等

に関する協力 

 

都市部建築

班 

公共 

施設 

災害時等における連携協力

に関する協定 

(一社）北海道土木

コンクリートブロ

ック協会 

災害時に札幌市とコンクリ

ートブロック協会が協力し、

土木施設の緊急または応急

対策に係る資材の調達に関

して円滑に進め、被害の拡大

防止と土木施設の早期復旧

を図る 

下水道河川

部河川調整

班、 

建設部道路

維持班 

公共 

施設 

災害時における市有施設の

応急修理等に関する協定 

(一社)札幌建設業

協会、（一社）札幌

中小建設業協会、

(一社)北海道電業

協会、札幌電気工

事業協同組合、(一

社)札幌空調衛生

工事業協会、札幌

市管工事業協同組

合、(一社)札幌電

設業協会、札幌弱

電設備業協同組

合、札幌建具工業

協同組合 

市有施設の応急修理等に関

する協力 

都市部建築

班 
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公共 

施設 

災害等の発生時における札

幌市と札幌塗装工業協同組

合の応急・復旧活動の支援

に関する協定 

札幌塗装工業協同

組合 

避難所等での断熱シート及

びブルーシートの張付け、浸

水等による泥土の洗浄作業

等 

本部事務局 

公共 

施設 

札幌市と札幌市測友会との

災害時等における連携協力

に関する協定 

札幌市測友会 札幌市が管理する札幌市公

共基準点の緊急または応急

に係る点検・調査の実施 

建設部道路

維持班 

公共 

施設 

地理空間情報の活用促進の

ための協力に関する協定 

国土交通省国土地

理院 

国土地理院及び札幌市が保

有する地理空間情報の相互

活用及び情報、技術等の提供 

建設部道路

維持班 

公共 

施設 

災害時等における施設利用

の協力に関する協定 

大和リース(株)札

幌支店 

災害時における本庁舎その

他施設の代替施設としての

市民ホールの利用に関する

協力協定 

本部事務局 

公共 

施設 

災害時等における施設利用

の協力に関する協定 

(株)プリンスホテ

ル 

災害時における本庁舎その

他施設の代替施設としての

札幌プリンスホテルの利用

に関する協力協定 

本部事務局 

環境 災害時における仮設トイレ

の供給協力に関する協定 

片桐機械(株) 災害時における仮設トイレ

の供給協力 

環境部トイ

レ対策班 

環境 札幌圏震災等廃棄物処理に

係る相互支援協定 

道内 13 市町村及

び一部事務組合 

災害時の廃棄物処理に関す

る相互支援 

環境部庶務

班 

環境 震災等廃棄物処理の支援に

関する協定 

(公社)北海道産業

資源循環協会 

災害時に札幌市が行う廃棄

物処理への支援 

環境部がれ

き処理班 

環境 災害時における家庭系一般

廃棄物等の収集運搬に関す

る協定 

家庭ごみ収集の委

託業者８社及び札

幌環境維持管理協

会の９団体 

大規模災害が発生した場合

における家庭系一般廃棄物

等の円滑な収集運搬 

環境部清掃

班 

環境 災害時における建設機械器

具の支援に関する協定 

（一社）日本建設

機械レンタル協会

北海道支部・札幌

地区部会 

災害時に必要な資材等の提

供 

本部事務局 

保健 大都市衛生主幹局災害時相

互応援に関する確認書 

東京都、政令指定

都市 

大都市災害時相互応援に関

する協定のうち、衛生主幹局

所管業務の定め 

保健福祉部

保健福祉庶

務班 

保健 大都市民生主幹部局大規模

災害時相互応援に関する覚

書 

東京都、政令指定

都市 

高齢者や障がい者等の福祉

に係る人材・物資･施設等に

ついて支援 

保健福祉部

保健福祉庶

務班 

保健 災害時における要援護者の

緊急受入れに関する協定書 

札幌市老人福祉施

設協議会、（一社）

北海道老人保健施

設協議会 

災害時における要配慮者の

施設受入れに関する協力 

保健福祉部

高齢保健福

祉班 

保健 災害時における緊急受入れ

に関する協定書 

札幌市身体障がい

者福祉事業連絡協

議会、札幌市知的

障がい福祉協会 

災害時における障がい（知

的・身体）の施設受入れに関

する協力 

保健福祉部

障がい保健

福祉班 

保健 災害時における動物救護活

動に関する協定書 

北海道、旭川市、

函館市、(公社）北

海道獣医師会、（公

社）日本愛玩動物

協会 

被災動物救護活動 保健福祉部

動物管理班 
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保健 災害時の遺体搬送等に関す

る協定 

(一社)全国霊柩自

動車協会 

災害時における遺体の搬送 保健福祉部

保健福祉庶

務班 

保健 災害時における札幌市里塚

斎場の火葬に要する人員の

派遣と機材の提供に関する

協定書 

富士建設工業（株） 災害時における火葬に要す

る人材の派遣と機材の提供 

保健福祉部

生活衛生班 

保健 災害時における公衆浴場等

の協力に関する協定 

札幌公衆浴場商業

協同組合 

避難所生活者等の入浴及び

生活用水の提供 

保健福祉部

生活衛生班 

保健 災害時要援護者支援ネット

ワークに関する協定 

各区内の特別養護

老人ホーム及び介

護老人保健施設

（中央区計７施

設、東区計 14 施

設） 

災害時における要援護者受

入れ 

中央区本部

避難所班、 

東区本部避

難所班 

保健 災害時の福祉避難場所の設

置運営に関する協定 

札幌市内ホテル連

絡協議会、札幌ホ

テル旅館協同組

合、定山渓温泉旅

館組合 

災害時における要配慮者の

受入れ 

保健福祉部

保健福祉庶

務班 

保健 災害時の福祉避難場所の設

置運営に関する協定 

特別支援学校 災害時における在校時の児

童生徒の受入れ 

保健福祉部

保健福祉庶

務班 

保健 福祉避難場所等への学生等

ボランティアの派遣協力に

関する協定 

札幌市立大学、北

海道大学（大学院

保健科学院及び医

学部保健学科）、天

使大学、札幌保健

医療大学、日本医

療大学、北海道科

学大学 

福祉避難場所等の運営の支

援 

保健福祉部

保健福祉庶

務班 

保健 福祉避難場所等への介護福

祉士の派遣協力に関する協

定 

(一社)北海道介護

福祉士会 

福祉避難場所等の運営の支

援 

保健福祉部

保健福祉庶

務班 

帰宅困

難者 

災害時における旅行者の受

入れ等に関する協定 

札幌市内ホテル連

絡協議会、札幌ホ

テル旅館協同組

合、定山渓温泉旅

館組合 

災害時における旅行者の受

入れ等 

経済観光部

観光班 

帰宅困

難者 

災害時における帰宅困難者

等の支援に関する協定 

三井不動産(株)、

(株)さっぽろテレ

ビ塔 

災害時における一時滞在施

設の提供等 

本部事務局 

帰宅困

難者 

札幌市民交流プラザ（札幌

文化芸術劇場及び札幌文化

芸術交流センター）の一時

滞在施設運営に関する協定 

公益財団法人札幌

市芸術文化財団 

災害時における一時滞在施

設の提供等 

市民文化部

緊急応援班 

帰宅困

難者 

札幌エルプラザ公共４施設

の一時滞在施設運営に関す

る協定 

公益財団法人さっ

ぽろ青少年女性活

動協会 

災害時における一時滞在施

設の提供等 

市民文化部

市民生活班 

帰宅困

難者 

災害時における帰宅困難者

の支援に関する協定 

大和リース株式会

社札幌支店 

災害時における一時滞在施

設の提供等 

教育部教育

庶務班 
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種別 協定名 協定先 協定内容 要請担当部 

復旧 

・ 

復興 

災害時における宅地の防災

に関する協定 

（一社）地盤品質

判定士会 

災害発生時に行う宅地の災

害対策業務及び宅地の災害

予防のための啓発活動 

都市部都市

庶務班 

復旧 

・ 

復興 

災害時応急危険度判定活動

連携協定 

（一社）北海道建

築士会 札幌支部 

地震災害発生時における、札

幌市が行う応急危険度判定

活動等への協力 

都市部建築

指導班 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

Ⅵ.災害救助法 
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１ 災害救助法による救助の概要（平成２５年４月１日以降） （保健福祉局） 

 
１ 法適用基準 
 （１）住家の滅失した世帯数が当該市町村の区域内の人口に応じ、次に掲げる世帯数以上の場合。

【法施行令第１条第１項第１号】 

 

市町村区域内の人口 滅失世帯数 

5000 人未満 

5000 人以上 15，000 未満 

15,000 人 〃  30,000  〃 

30,000 人 〃  50,000  〃 

50,000 人 〃 100,000  〃 

100,000 人 〃 300,000  〃 

300,000 人以上 

30 世帯 

40 〃 

50 〃 

60 〃 

80 〃 

100 〃 

150 〃 

 
 (２）隔絶した地域での災害発生等被災者の救護を著しく困難とする特別の事情があり、かつ多

数の世帯の住家が滅失した場合【法施行令第１条第１項第３号】 

 

 (３) 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受ける恐れが生じた場合。【法施行令第１条第１

項第４号】 

  

注１） 滅失世帯数の換算方法 

全滅、全焼 １ 

半壊、半焼 1/2 

床上浸水等 1/3 

注２） 北海道全体で 2，500

世帯を越えた場合は、左

記の 1/2 の世帯数 
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２ 救助の種類及び概要 
（災害救助事務取扱要領 令和３年度災害救助基準より） 

令和３年６月１８日現在 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 

避難所の設置

（法第４条第

１項） 

 

災害により現に被害を

受け、又は受けるおそれ

のある者に供与する。 

 

（基本額） 

避難所設置費 

１人 １日当たり 

330 円以内 

高齢者等の要援護者等を収容

する「福祉避難所」を設置し

た場合、当該地域における通

常の実費を支出でき、上記を

超える額を加算できる。 

 

災害発生の日か

ら７日以内 

 

１ 費用は、避難所の設置、維持

及び管理のための賃金職員等雇

上費、消耗器材費、建物等の使用

謝金、借上費又は購入費、光熱水

費並びに仮設便所等の設置費を

含む。 

２ 避難に当たっての輸送費は別

途計上 

３ 避難所での避難生活が長期に

わたる場合等においては、避難所

で避難生活している者への健康

上の配慮等により、ホテル・旅館

など宿泊施設を借上げて実施す

ることが可能。 

 

 

避難所の設置

（法第４条第

２項） 

 

災害が発生するおそれ

のある場合において、被

害を受けるおそれがあ

り、現に救助を要する者

に供与する。 

 

（基本額） 

避難所設置費 

１人 １日当たり 

330 円以内 

高齢者等の要援護者等を収容

する「福祉避難所」を設置し

た場合、当該地域における通

常の実費を支出でき、上記を

超える額を加算できる。 

 

法第２条第２項

による救助を開

始した日から、災

害が発生しなか

ったと判明し、現

に救助の必要が

なくなった日ま

での期間（災害が

発生し、継続して

避難所の供与を

行う必要が生じ

た場合は、法第２

条第２項に定め

る救助を終了す

る旨を公示した

日までの期間） 

 

 

１ 費用は、災害が発生するおそ

れがある場合において必要とな

る建物の使用謝金や光熱水費と

する。なお、夏期のエアコンや冬

期のストーブ、避難者が多数の場

合の仮設トイレの設置費や、避難

所の警備等のための賃金職員等

雇上費など、やむを得ずその他の

費用が必要となる場合は、内閣府

と協議すること。 

２ 避難に当たっての輸送費は別

途計上 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 

応急仮設住宅

の供与 

 

住家が全壊、全焼又は流

出し、居住する住家がな

い者であって、自らの資

力では住宅を得ること

ができない者 

 

〇建設型応急住宅 

１ 規模 

応急救助の趣旨を踏ま

え、実施主体が地域の実

情、世帯構成等に応じて

設定 

２ 基本額 １戸当たり 

5,714,000 円以内 

３ 建設型応急住宅の供与

終了に伴う解体撤去及び

土地の現状回復のために

支出できる費用は、当該

地域における実費。 

 

災害発生の日か

ら２０日以内着

工 

 

１ 費用は設置にかかる原材料

費、労務費、付帯設備工事費、輸

送費及び建築事務費等の一切の

経費として 5,714,000 円以内で

あればよい。 

２ 同一敷地内等に概ね 50 戸以上

設置した場合は、集会等に利用す

るための施設を設置できる。（50

戸未満であっても小規模な施設

を設置できる） 

３ 高齢者等の要援護者等を数人

以上収容する「福祉仮設住宅」を

設置できる。 

４ 供与期間は２年以内 

 

 

〇賃貸型応急住宅 

１ 規模 建設型仮設住宅

に準じる 

２ 基本額 

地域の実績に応じた額 

 

災害発生の日か

ら速やかに借上

げ、提供 

 

１ 費用は、家賃、共益費、敷金、

礼金、仲介手数料、火災保険等、

民間賃貸住宅の貸主、仲介業者と

の契約に不可欠なものとして、地

域の実情に応じた額とすること。 

２ 伴与期間は建設型仮設住宅と

同様。 

 

 

炊き出しその

他による食品

の給与 

 

１ 避難所に収容され

た者 

２ 住家に被害を受け、

若しくは災害により

現に炊事のできない

者 

 

 

１人１日当たり 

1,160 円以内 

 

災害発生の日か

ら７日以内 

 

食品給与のための総経費を延給食

日数で除した金額が限度額以内で

あればよい。 

（１食は 1/3 日） 

 

飲食水の供給 

 

現に飲料水を得ること

ができない者（飲料水及

び炊事のための水であ

ること。） 

 

 

当該地域における通常の実費 

 

災害発生の日か

ら７日以内 

 

輸送費、人件費は別途計上 

 

被服、寝具そ

の他生活必需

品の給与又は

貸与 

 

全半壊（焼）、流失、床

上浸水等により、生活上

必要な被服、寝具、その

他生活必需品を喪失、若

しくは毀損等により使

用することができず、直

ちに日常生活を営むこ

とが困難な者 

 

１ 夏季（４月～９月）冬季

（１０月～３月）の季別は

災害発生の日をもって決定

する。 

２ 下記金額の範囲内 

 

災害発生の日か

ら１０日以内 

 

１ 備蓄物資の価格は年度当初の

評価額 

２ 現物給付に限ること 
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区分 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

６人以上 

１人増すごと

に加算 

全壊 

全焼 

流失 

夏 18,800 24,200 35,800 42,800 54,200 7,900 

冬 31,200 40,400 56,200 65,700 82,700 11,400 

半壊 

半焼 

床上浸水 

夏 6,100 8,300 12,400 15,100 19,000 2,600 

冬 10,000 13,000 18,400 21,900 27,600 3,600 

 

 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 

医療 

 

医療の途を失った者（応

急的処置） 

 

１ 救護班…使用した薬剤、

治療材料、医療器具破損等

の実費 

２ 病院又は診療所…国民健

康保険診療報酬の額以内 

３ 施術者 

協定料金の額以内 

 

災害発生の日か

ら 14 日以内 

 

患者等の移送費は、別途計上 

 

助産 

 

災害発生の日以前又は

以後７日以内に分べん

した者であって災害の

ため助産の途を失った

者（出産のみならず、死

産及び流産を含み現に

助産を要する状態にあ

る者） 

 

１ 救護班等による場合は、

使用した衛生材料等の実費 

２ 助産師による場合は、慣

行料金の 100 分の 80 以内

の額 

 

分べんした日か

ら７日以内 

 

妊婦等の移送費は、別途計上 

 

被災者の救出 

 

１ 現に生命、身体が危

険な状態にある者 

２ 生死不明な状態に

ある者 

 

 

当該地域における通常の実費 

 

災害発生の日か

ら３日以内 

 

１ 期間内に生死が明らかになら

ない場合は、以後「生体の捜索」

として取り扱う。 

２ 輸送費、人件費は、別途計上 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 

被災した住宅

の応急修理 

 

１ 住家が半壊（焼）若

しくはこれらに準ず

る程度の損傷を受け、

自らの資力により応

急修理をすることが

できない者 

２ 大規模な補修を行

わなければ居住する

ことが困難である程

度に住家が半壊（焼）

した者 

 

居室、炊事場及び便所等日常

生活に必要最小限度の部分１

世帯当り 

 

①大規模半壊、中規模半壊又

は半壊若しくは半焼の被害

を受けた世帯 

595,000 円以内 

②半壊又は半焼に準ずる程度

の損傷により被害を受けた

世帯 

300,000 円以内 

 

災害発生の日か

ら３ヵ月以内（災

害対策基本法第

23 条の３第１項

に規定する特定

災害対策本部、同

法第 24 条第１項

に規定する非常

災害対策本部又

は同法第 28 条の

２第１項に規定

する緊急災害対

策本部が設置さ

れた災害にあっ

ては、６ヵ月以

内） 

 

 

 

学用品の給与 

 

 

住家の全壊（焼）流失半

壊（焼）又は床上浸水に

より学用品を喪失又は

毀損等により使用する

ことができず、就学上支

障のある小学校児童、中

学校生徒、義務教育学校

生徒及び高等学校等生

徒。 

 

１ 教科書及び教科書以外の

教材で教育委員会に届出又

はその承認を受けて使用し

ている教材、又は正規の授

業で使用している教材実費 

２ 文房具及び通学用品は、

１人当たり次の金額以内 

小学生児童 4,500 円 

中学生生徒 4,800 円 

高等学校等生徒 5,200 円 

 

 

災害発生の日か

ら 

（教科書） 

１ヵ月以内 

（文房具及び通

学用品） 

15 日以内 

 

１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は個々の実績

に応じて支給する。 

 

埋葬 

 

災害の際死亡した者を

対象にして実際に埋葬

を実施する者に支給 

 

１体当たり 

大人（12 歳以上） 

215,200 円以内 

小人（12 歳未満） 

172,000 円以内 

 

 

災害発生の日か

ら 10 日以内 

 

災害発生 

日以前に死亡した者であっても対

象となる。 

 

死体の捜索 

 

行方不明の状態にあり、

かつ、四囲の事情により

すでに死亡していると

推定される者 

 

 

当該地域における通常の実費 

 

災害発生の日か

ら 10 日以内 

 

１ 輸送費、人件費は、別途計上 

２ 災害発生後３日を経過たもの

は一応死亡した者と推定してい

る。 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 

死体の処理 

 

災害の際死亡した者に

ついて、死体に関する処

理（埋葬を除く。）をす

る。 

 

（洗浄、消毒等） 

１体当たり、3,500 円以内 

 

一時保存： 

〇既存建物借上費：通常の実

費 

〇既存建物以外：１体当たり 

5,400 円以内 

 

検案、救護班以外は慣行料金 

 

 

災害発生の日か

ら 10 日以内 

 

１ 検案は原則として救護班 

２ 輸送費、人件費は、別途計上 

３ 死体の一時保存にドライアイ

スの購入費等が必要な場合は当

該地域における通常の実費を加

算できる。 

 

障害物の除去 

 

居室、炊事場、玄関等に

障害物が運びこまれて

いるため生活に支障を

きたしている場合で自

力では除去することの

できない者 

 

 

市町村内において障害物の除

去を行った一世帯当たりの平

均 

137,900 円以内 

 

災害発生の日か

ら 10 日以内 

 

 

輸送費及び賃

金 

職員等雇上費 

（法第４条第

１項） 

 

１ 被災者の避難に係

る支援 

２ 医療及び助産 

３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 死体の捜索 

６ 死体の処理 

７ 救済用物資の整理

配分 

 

当該地域における通常の実費 

 

救助の実施が認

められる期間以

内 

 

 

輸送費及び賃

金 

職員等雇上費 

（法第４条第

２項） 

 

避難者の避難に係る支

援 

 

当該地域における通常の実費 

 

救助の実施が認

められる期間以

内 

 

災害が発生するおそれ段階の救助

は、高齢者・障害者等で避難行動が

困難な要配慮者の方の輸送であり、

以下の費用を対象とする。 

・避難所へ輸送するためのバス借上

げ等に係る費用 

・避難者がバス等に乗降するための

補助員など、避難支援のために必要

となる賃金職員等雇上費 

 

実費弁償 

 

災害救助法施行令第４

条第１号から第４号ま

でに規定する者 

 

災害救助法第７条第１項の規

定により救助に関する業務に

従事させた都道府県知事等

（法第３条に規定する都道府

県知事等をいう。）の総括する

都道府県等（法第 17 条第１

号に規定する都道府県等をい

う。）の常勤の職員で当該業務

に従事した者に相当するもの

の給与を考慮して定める 

 

救助の実施が認

められる期間以

内 

 

時間外勤務手当及び旅費は別途に

定める額 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 

救助の事務を

行うのに必要

な費用 

 

１ 時間外勤務手当 

２ 賃金職員等雇上費 

３ 旅費 

４ 需用費（消耗品費、

燃料費、食糧費、印刷

製本費、光熱水費、修

繕料） 

５ 使用料及び貸借料 

６ 通信運搬費 

７ 委託費 

 

救助事務費に支出できる費用

は、法第 21 条に定める国庫

負担を行う年度（以下「国庫

負担対象年度」という。）にお

ける各災害に係る左記１から

７までに掲げる費用につい

て、地方自治法施行令（昭和

22 年政令第 16 号）第 143 条

に定める会計年度所属区分に

より当該年度の歳出に区分さ

れる額を合算し、各災害の当

該合算した額の合計額が、国

庫負担対象年度に支出した救

助事務費以外の費用の額の合

算額に、次のイからトまでに

掲げる区分に応じ、それぞれ

イからトまでに定める割合を

乗じて得た額の合計額以内と

すること。 

 

 

救助の実施が認

められる期間及

び災害救助費の

清算する事務を

行う期間以内 

 

災害救助費の清算事務を行うのに

要した経費も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得

た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

  

イ 3 千万円以下の部分の金額については 100 分の 10 

ロ 3 千万円を超え 6 千万円以下の部分の金額については 100 分の 9 

ハ 6 千万円を超え 1 億円以下の部分の金額については 100 分の 8 

ニ 1 億円を超え 2 億円以下の部分の金額については 100 分の 7 

ホ 2 億円を超え 3 億円以下の部分の金額については 100 分の 6 

ヘ 3 億円を超え 5 億円以下の部分の金額については 100 分の 5 

ト 5 億円を超える部分の金額については 100 分の 4 
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２ 報告様式 （保健福祉局） 

 

避
 

難
 

場
 

所
 

設
 

置
 

及
 

び
 

収
 

容
 

状
 

況
 

札
幌

市
( 

 
 

 
区

) 

避
難

場
所

の
名

称
 

種
別

 
開

 設
 期

 間
 

実
人

員
 

延
人

員
 

物
 

品
 
使

 
用
 

状
 
況

 
実

 支
 出

 額
 

備
 

 
 
考

 
品

 
名

 
数

 
量

 

 
 

月
 

日
～
 
月

 
日

 
人

 
人

 
 

 
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
注
）
 

1．
「

種
別
」

欄
は
、

既
存
建

物
、

野
外
仮
設

、
天

幕
の
別

に
記
入
す

る
こ

と
. 

2
．

物
品

の
使
用
状
況

は
、
開
設

期
間
中

に
使

用
し

た
品

目
別

、
使
用

数
量
を
記

入
す

る
こ
と

。
 

3
．

他
市
町
村

の
住

民
を
収

容
し
た

と
き

は
、
そ
の

住
所

、
氏
名

及
び
収
容

期
間

を
「
備

考
」
欄
に

記
入

す
る
こ
と
。

 



Ⅵ 災害救助法 

Ⅵ-9 

 

  

被
 

災
 

者
 

救
 

出
 

状
 

況
 

記
 

録
 

簿
 

札
幌

市
( 

 
 

 
区

) 

月
 

日
 

救
出

人
員

 

救
 

 
出
 
 

用
 

 
機

 
 

械
 

 
器
 

 
具

 

実
支

出
額

 
備

 
考

 
名

 
称

 
借
 

 
 
 
 

上
 

修
 

 
 

 
 

繕
 

燃
料

費
 

数
 

量
 

所
有

者
 

( 管
理

者
) 氏

名
 

金
額

 
修

繕
月
日

 
修

繕
費

 
修
繕

の
概
要

 

 
 

 
 

 
円

 
 

円
 

 
円

 
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
注

）
1．

他
市
町

村
に

及
ん
だ

場
合
に

は
、
備
考

欄
に

そ
の
市

町
村
名
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
2．

借
上
に

つ
い
て
は
、

有
償
、

無
償
を
問

わ
ず

記
入
す

る
も
の
と

し
、

有
償

に
よ

る
場
合

の
み

そ
の
借

上
費
を

「
金
額

」
欄

に
記

入
す

る
こ
と

。
 

 
 

 
3．
「
修

繕
の

概
要

」
欄

に
は

、
修
繕

の
原
因
及

び
主

な
修
繕

箇
所
を
記

入
す

る
こ
と

。
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飲
 

 
料

 
 

水
 

 
の

 
 

供
 

 
給

 
 

簿
 

札
幌

市
( 

 
 
 
区

) 

供
給

月
日

 
対
象

人
員

 

供
 
 
給

 
 

用
 
 

機
 
 

械
 
 

器
 
 
具

 

実
支
出
額

 
備
 

考
 

名
 

称
 

借
 

 
 

 
 

上
 

修
 

 
 

 
 

繕
 

燃
料

費
 

数
 

量
 

所
有

者
 

金
額

 
修
繕

月
日

 
修

繕
費

 
修
繕

の
概
要

 

 
 

 
 

 
円

 
 

円
 

 
円

 
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
注
）
1
．
供

給
用
機
械
器

具
は

借
上

の
有
償

・
無
償
を
問

わ
ず
記
入

す
る

も
の

と
し

、
有

償
に
よ

る
場
合

に
の
み

「
金
額

」
欄

に
額

を
記

入
す
る
こ

と
。
 

 
 
 
2
．
「
修
繕
の

概
要

」
欄

に
は
、

修
繕
の
原

因
及

び
主
な

修
繕
箇
所

を
記

入
す

る
こ

と
。
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炊
 

 
き

 
 

出
 

 
し

 
 

給
 

 
与

 
 

状
 

 
況

 
札
幌

市
( 

 
 

 
区

) 

炊
き

出
し

場
 

の
名

称
 

 
月

 
 日

 
 

月
 

 日
 

 
月

 
 日

 
 

月
 

 日
 

 
月

 
 日

 
 
月

 
 日

 
 

月
 

 日
 

合
計

 
実
支

出
額

 
備

 
 
考

 
朝

 
昼

 
夜

 
朝

 
昼

 
夜

 
朝

 
昼

 
夜

 
朝

 
昼

 
夜

 
朝

 
昼

 
夜

 
朝

 
昼

 
夜

 
朝

 
昼

 
夜

 

 
人

 
人

 
人

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
注

）
1．
「
備

考
」

欄
は

、
給

食
内

容
を
記

入
す
る
こ

と
。
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物
 

 
資

 
 

の
 

 
給

 
 

与
 
 

状
 

 
況

 
札
幌

市
(  

 
 

 
 

区
) 

住
宅
被
害

 
程

度
区
分

 
世
帯

主
氏
名

 
基
礎

と
な
っ
た

 
世
帯

構
成
人
員

 
給
与

月
日

 
物

 
資
 

給
 

与
 

の
 

品
 
名

 
実

 支
 出

 額
 

備
 

 
 
考

 
布

 
団

 
毛

 
布

 
 

 
 

 
 

人
 

月
  

日
  

 
 

 
 

 
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

計
 

全
 

 
壊

 
世

帯
 

人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

半
 

 
壊

 
世

帯
 

人
 

 
 

 
 

 
 

 
床
上

浸
水

 
世

帯
 

人
 

 
 

 
 

 
 

 

 
災

害
救

助
物
資

と
し
て

上
記
の

と
お
り
給

与
し
た

こ
と
に

相
違

な
し

 

平
成

 
 

年
 
 

月
 
 

日
 

給
与

責
任

者
 

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
印

 

（
注
）

1
．

住
宅
の

被
害

程
度

に
、

全
焼

(
焼

)
、

流
失
又

は
半

壊
(
焼

)
、

床
上
浸

水
の
別

を
記

入
す
る
こ

と
。

 

2
．

給
与
年

月
日
に

、
そ
の

世
帯
に

対
し

て
最
後

に
給
与

さ
れ

た
物
資

の
給
与

年
月
日
を

記
入

す
る
こ
と

。
 

3
．
「
物

資
給
与

の
品
名

」
欄
に

、
数
量

を
記
入

す
る
こ
と

。
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応
 

 急
  

 仮
 

 設
  

 住
  

宅
 

 台
  

帳
 

札
幌

市
( 

 
 

 
区

) 

応
急

仮
設

住
宅

番

号
 

世
帯

主
氏

名
 

家
族

数
 

所
在

地
 

構
造

区
分

 
面
 

積
 

敷
地

区

分
 

着
工

月
日

 
竣

工
月
日

 
入
居

月
日

 
実
支

出
額

 
備

 
 
 

考
 

 
 

 
 

 
 

 
月

 
日

 
月

 
日

 
月

 
日

 
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

世
帯

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 （
注
）

1
．
「
応

急
仮
設

住
宅
番

号
」
欄

は
、
応

急
仮

設
住

宅
に

附
し
た
番

号
と
し

、
設
置

箇
所

を
明
ら
か

に
し
た

簡
単
な

図
面

を
作

成
し

添
付
す

る
こ

と
。

 

2
．
「

家
族

数
」
欄

は
、
入

居
時

に
お

け
る

世
帯
主

を
含

め
て
の

人
員

数
を

記
入
す

る
こ
と

。
 

3
．
「

所
在

地
」
欄

は
、
応

急
仮

設
住

宅
を

建
設
し

た
と

こ
ろ
の

住
所

を
記

入
す
る

。
 
 

4
．
「

構
造

区
分
」

欄
は
、

木
造

住
宅

、
プ

レ
ハ
ブ

住
宅

の
別
を

記
入

す
る

こ
と
。

 

5
．
「

敷
地

区
分
」

欄
は
、

公
私

有
別

と
し

、
有
無

償
の

別
を
も

明
ら

か
に

す
る
こ

と
。

 

6
．
「

備
考

」
欄
に

は
、
入

居
後

に
お

け
る

経
過
を

明
ら

か
に
し

て
お

く
こ

と
。
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住
 

他
 

応
 

急
 

修
 

理
 

記
 

録
 

簿
 

札
幌

市
( 

 
 

 
区

) 

世
 

帯
 

主
 

氏
 

名
 

修
 

 
理

 
 

箇
 

 
所

 
 
概

 
 
要

 
完
 

了
 
月
 

日
 

実
 

支
 

出
 

額
 

摘
 

 
 

 
要

 

 
 

月
 

 
日

  
円
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救
 

 護
 

 班
 

 活
 

 動
 

 状
 

 況
 

救
護
班
 
 
 

 
 
 
 

 
 

班
長
：
医

師
 
氏
 
名
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
印

 

月
 

 日
 

市
 

( 区
)  

名
 

患
 
者
 
数

 
措
 
置
 
の
 

概
 
要

 
死
体

検
案
数

 
実
支

出
額

 
備
 
 
 
 
 

 
考

 

 
 

 
 

 
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 
 

（
注

）
「
備

考
」

欄
に

班
の

編
成
、

活
動

期
間

を
記

入
す

る
こ

と
。
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病
 

院
 

診
 

療
 

所
 

医
 

療
 

実
 

施
 

状
 

況
 

札
幌

市
(  

 
 

 
区

) 

診
 療

 機
 関

 名
 

患
 者

 氏
 名

 
診

 療
 期

 間
 

病
 

 
名

 
診

療
区
分

 
診
療

報
酬

点
数

 
金

 
額

 
備

 
 
考

 
入

 
院

 
通

 
院

 
入

 
院

 
通

 
院

 

 
 

月
 

 
日

  
 

 
 

点
 

点
 

円
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
機
関

 
人

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
注

）「
診

療
区
分

」
欄

は
、
該

当
欄
に

○
印
を
記

入
す

る
こ
と

。
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助
 

 
 

 産
 

 
  

台
 

 
 

 帳
 

札
幌

市
(  

 
 

 
区

) 

分
べ

ん
者

氏
名

 
分
べ

ん
日
時

 
助
産

機
関
名

 
分
べ

ん
機
関

 
金

 
 
額

 
備

 
 
 

 
 

 
考

 

 
 

 
月

  
日

～
 

 月
 

 日
  

円
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 
 
 

人
 

 
機
関
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輸
 

 
送

 
 

記
 

 
録

 
 

簿
 

札
幌

市
(  

 
 
 
 

区
) 

輸
送

月
日

 
目

 
的

 
輸

送
区
間

 
（

距
離
）

 

借
 
上
 

等
 

修
 

 
 

 
 

 
 
 
 

繕
 

燃
料

費
 

実
支

出
額

 
備
 

考
 

使
用

車
両

等
 

金
 

額
 

故
障

車
両

等
 

修
繕

月
日

 
修
繕

費
 

故
障

の
概

要
 

種
 類

 
台

 数
 

名
称

番
号

 
所

有
者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
（
注

）
1
．
「

目
的

」
欄

は
主

な
る
目

的
(
又
は

救
助

の
種

類
名
)
を
記
入

す
る

こ
と

。
 

2
．

都
道
府

県
又
は

市
町
村

の
車
両

等
に

よ
る
場

合
は
「

備
考

」
欄
に

車
両
番
号

を
記
入

す
る

こ
と

。
 

3
．

借
上
車

両
等
に

よ
る
場

合
有
償

無
償

を
問
わ

ず
記
入

す
る

こ
と
。

 

4
．

借
上
等

の
「
金

額
」
欄

に
は
、

運
送

費
又
は

車
両
等

の
借

上
費
を

記
入
す
る

こ
と
。

 

5
．
「
故

障
の
概

要
」
欄

に
は
、

故
障
の

原
因
及

び
故

障
箇

所
を

記
入
す
る

こ
と
。
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障
 

害
 

物
 
除

 
去
 

の
 

状
 
況

 
札
幌

市
( 

 
 

 
区

) 

住
家

被
害
程
度

区
分

 
氏
 
 
 

名
 

除
去

に
要
し
た
期
間

 
実
支

出
額

 
除

 去
 に

 要
 す

 べ
 き

 状
 態

 の
 概

 要
 

備
 
 
 
 
考

 

 
 

月
 
日
～

 
月

 
日

 
円

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

半
壊

(焼
) 

世
帯

 
 

 
 

 

床
上
浸
水

 
世
帯

 
 

 
 

 



Ⅵ 災害救助法 

Ⅵ-20 

 

埋
 

 
 

葬
 

 
 

台
 

 
 

帳
 

札
幌
市

(  
 
 
 
 
区

) 

死
亡

年
月
日

 
埋
葬

年
月
日

 
死
亡
者

 
埋
葬

を
行
っ
た
者

 
備
 
考

 
氏
 
 
名

 
年

 
令

 
死

亡
者

 
と

の
関

係
 

氏
 

 
名

 
棺

(付
属
品
を
含

む
) 

埋
葬
・
火

葬
料

 
骨
霜

 
計

 

年
 
月
 
日

  
年
 
月
 

日
 

 
 

 
 

円
 

円
 

円
 

円
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

計
 

 
人

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
注

）
1．

埋
葬
を
行
っ
た
者
が
市
(区

)
長
で
あ
る

と
き
は
、

遺
族
の
氏
名
を
「

備
考

」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 

 
2．

市
(
区
)
長
が
棺
、
骨
霜
等
を

現
物
で
給

与
し
た
と

き
は
、
そ
の
旨
「

備
考

」
欄
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
 

 
 

 
3．

埋
葬
を
行
っ
た
者
に
埋
葬
費

を
支
給
し

た
と
き
は

、
そ
の
旨
及
び
金

額
を

「
備
考
」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。
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死
 

 
体

 
 

処
 

 
理

 
 

台
 

 
帳

 
札

幌
市

(  
 
 
 
区

) 

処
理

年
月

日
 

死
体

発
見

の
 

日
時

及
び

場
所

 
死

亡
者
氏

名
 

遺
 

 
 

 
族

 
洗
 

浄
 
等
 

の
 

処
 
理

 
死

体
の

一

時
 

保
存

 
保

安
料

 
実

支
出

額
 

備
 

考
 

氏
 
名

 
死

亡
者

 
と

の
関

係
 

品
 

名
 

数
 

量
 

金
 

額
 

年
 

月
 
日

 
 

 
 

 
 

 
円

 
円

 
円

 
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
人
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学
 

用
 

品
 

の
 

給
 

与
 

状
 

況
 

札
幌

市
(  

 
 

 
区

) 

学
校

名
 

学 年
 

児
童

(生
徒

)氏
名

 
親

権
者
氏

名
 

給
与

月
日

 

給
 

与
 

品
 

の
 

内
 

訳
 

実
支

出

額
 

備
考

 
教
 

 
科
 
 

書
 

そ
 

の
 

他
 
学
 

用
 

品
 

国
語

 
算

数
 

(数
学

) 
理

科
 

社
会

 
 

 
鉛 筆

 
ﾉ
ｰﾄ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

小
学

校
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
中

学
校

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学
用

品
を
上

記
の
と

お
り

給
与
し

た
こ
と
に

相
違

な
し
 

平
成
 
 

年
 

 
月
 

 
日
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
給
与

責
任
者

(学
校
長

) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 

氏
 

名
 

 
 

（
注

）
1．

「
給

与
年
月

日
」
欄

は
、
そ

の
児

童
(
生
徒
)
に
対

し
て
最

後
に
給
与

し
た

給
与
年

月
日
を
記

入
す

る
こ
と
。
 

 
 

 
2．

「
給

与
の
内

訳
」
欄

に
は
、

数
量

を
記
入
す

る
こ

と
。
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１ 注意報・警報・特別警報等の種類 （危機管理対策室） 

 

（１）気象 

気象注意報 

風雪注意報 風雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

強風注意報 強風によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

大雨注意報 
大雨によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

雨が止んでも、土砂災害等のおそれが残っている場合には発表を継続 

大雪注意報 大雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

濃霧注意報 濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予想される場合 

雷注意報 落雷等によって被害の発生が予想される場合 

乾燥注意報 空気が乾燥し，火災の危険が大きいと予想される場合 

なだれ注意報 なだれによって災害の起こるおそれがあると予想される場合 

着氷注意報 着氷によって被害が起こると予想される場合 

着雪注意報 着雪によって被害が起こると予想される場合 

霜注意報 
早霜，晩霜等によって農作物に著しい災害が起こるおそれがあると予想される

場合 

低温注意報 低温のため農作物その他に著しい災害が起こるおそれがあると予想される場合 

融雪注意報 融雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

 

気象警報 

暴風警報 暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

暴風雪警報 暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

大雨警報 

大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

特に警戒すべき事項を標題に明示して「大雨警報（土砂災害）」、「大雨警報

（浸水害）」又は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」のように発表 

雨が止んでも重大な土砂災害等のおそれが残っている場合には発表を継続 

大雪警報 大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

 

気象特別警報 

暴風特別警報 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想され

る場合 

暴風特別雪警報 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと

予想される場合 

大雨特別警報 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

特に警戒すべき事項を標題に明示して「大雨特別警報（土砂災害）」、「大雨

特別警報（浸水害）」又は「大雨特別警報（土砂災害、浸水害）」のように発

表 

大雪特別警報 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 
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（２）地面現象 

地面現象注意報 
大雨，大雪等による山崩れ，地すべり等によって災害が起こるおそれがあると

予想される場合に気象注意報に含めて発表される 

地面現象警報 
大雨，大雪等による山崩れ，地すべり等によって重大な災害が起こるおそれが

あると予想される場合に気象警報に含めて発表される 

地面現象特別警報 
大雨，大雪等による山崩れ，地すべり等によって重大な災害の起こるおそれが

著しく大きいと予想される場合に気象特別警報に含めて発表される 

 

（３）津波 

津波注意報 
予想される津波の高さが高いところで０．２ｍ以上、１ｍ以下の場合であって、

津波による災害のおそれがある場合。 

津波警報 予想される津波の高さが高いところで１ｍを超え、３ｍ以下の場合。 

大津波警報 

（津波特別警報） 
予想される津波の高さが高いところで３ｍを超える場合。 

 

（４）高潮 

高潮注意報 台風等による海面の異常上昇について一般の注意を喚起する必要がある場合 

高潮警報 
台風等による海面の異常上昇によって重大な被害が起こるおそれがあると予想

される場合 

高潮特別警報 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想され

る場合 

 

（５）波浪 

波浪注意報 風浪，うねり等によって災害が起こると予想される場合 

波浪警報 風浪，うねり等によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

波浪特別警報 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想され

る場合 

 

（６）浸水 

浸水注意報 
浸水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合に気象注意報に含め

て発表される 

浸水警報 
浸水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合に気象警報に

含めて発表される 

 

（７）洪水 

洪水注意報 洪水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

洪水警報 洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 
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（８）その他情報 

土砂災害警戒情報 

大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度が非常に高

まったときに、市町村長が避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行えるよう、

また、住民の自主避難の判断の参考となるよう、対象となる市町村を特定して

都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報。 

記録的短時間大雨

情報 

大雨警報が発表されている時に、数年に１回程度発生する激しい短時間の大雨

を観測、または解析したことを発表する情報。  
現在の降雨がその地域にとって希な激しい状況であることを周知するために発

表される。 

竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意

を呼びかける情報で、雷注意報を補足する情報。有効期間は発表から1時間だ

が、注意すべき状況が続く場合には、竜巻注意情報を再度発表される。 

早期注意情報（警

報級の可能性） 

警報級の現象が5日先までに予想されるときに、その可能性を高さに応じて

［高］、［中］の２段階で伝える情報。 
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２ 札幌市の注意報等発表基準（引用：気象庁HP） （危機管理対策室） 

（１）注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 8 

土壌雨量指数基準 77 

洪水 

流域雨量指数基準 

琴似川流域=8，茨戸川流域=12.3，発寒川流域=6.4， 

軽川流域=5.2，旧中の川流域=3.7，琴似発寒川流域=12.2， 

伏籠川流域=11.9，篠路新川流域=5.2，旧琴似川流域=4.3， 

創成川流域=8.5，中の川流域=8.4，左股川流域=8.3， 

厚別川流域=22.8，野津幌川流域=12，小野津幌川流域=6.4， 

三里川流域=5.2，月寒川流域=14，ラウネナイ川流域=6.4， 

精進川流域=8.2，真駒内川流域=15.2，望月寒川流域=5.7， 

中の沢川流域=6.1，穴の川流域=7.2，オカバルシ川流域=7.6，

簾舞川流域=10，星置川流域=7.4，豊平川流域=30.8 

複合基準※1 

軽川流域=（5，5.2），琴似発寒川流域=（5，12.2）， 

伏籠川流域=（5，7.9），篠路新川流域=（6，4.2）， 

旧琴似川流域=（6，3.4），創成川流域=（5，8.5）， 

野津幌川流域=（5，12），三里川流域=（6，4）， 

月寒川流域=（5，9.8），精進川流域=（6，6.6）， 

望月寒川流域=（6，4.6），中の沢川流域=（5，6.1）， 

簾舞川流域=（5，9.4） 

指定河川洪水予報による基準 札幌市水防計画P.21表3-2、P.22表3-3のとおり 

強風 平均風速 13m/s※2 

風雪 平均風速 11m/s※3 雪による視程障害を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地：12時間降雪の深さ20㎝ 

山間部：12時間降雪の深さ30㎝ 

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 70㎜以上：24時間雨量と融雪量（相当水量）の合計 

濃霧 視程 200m 

乾燥 最少湿度30% 実効湿度60% 

なだれ 
①24時間降雪の深さ30㎝以上 

②積雪の深さ50㎝以上で、日平均気温5℃以上 

低温 
5月～10月：（平均気温）平年より5℃以上低い日が2日以上継続 

11月～4月：（最高気温）平年より8℃以上低い 

霜 最低気温3℃以下 

着氷 － 

着雪 気温0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続 
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（２）警報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 13 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 131 

洪水 

 雨量基準 － 

 

流域雨量指数基準 

琴似川流域=10，茨戸川流域=15.4， 

発寒川流域=8，軽川流域=6.5， 

旧中の川流域=4.7，琴似発寒川流域=15.3， 

伏籠川流域=14.9，篠路新川流域=6.5， 

旧琴似川流域=5.4，創成川流域=10.7， 

中の川流域=10.6，左股川流域=10.4， 

厚別川流域=28.5，野津幌川流域=15.1， 

小野津幌川流域=8，三里川流域=10.4， 

月寒川流域=17.5，ラウネナイ川流域=8， 

精進川流域=10.3，真駒内川流域=19， 

望月寒川流域=7.7，中の沢川流域=7.7， 

穴の川流域=9.1，オカバルシ川流域=9.5， 

簾舞川流域=12.5，星置川流域=9.3， 

豊平川流域=38.6 

 複合基準 － 

 
指定河川洪水予報による基準 

札幌市水防計画P.21表3-2、P.22表3-3のと

おり 

暴風  平均風速 18m/s※4 

暴風雪  平均風速 16m/s※5 雪による視程障害を伴う 

大雪 

 
降雪の深さ 

平地 
6時間の降雪深さ30㎝あるいは 

12時間降雪の深さ40㎝ 

 山間部 12時間降雪の深さ50㎝ 

波浪  有義波高  
高潮  潮位  

※1（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表す。 

※2：札幌管区気象台の観測値は15m/sを目安とする。 

※3：札幌管区気象台の観測値は13m/sを目安とする。 

※4：札幌管区気象台の観測値は20m/sを目安とする。 

※5：札幌管区気象台の観測値は18m/sを目安とする。 

 

（３）記録的短時間大雨情報 

記録的短時間大雨情報 1時間雨量 100㎜ 

（参考）特別警報に関する「数十年に一度」の指標 

 50年に一度の値 備考 

雨 
48時間降水量 3時間降水量 土壌雨量指数  

232㎜ 89㎜ 166  

雪 151㎝ 既往最深積雪：169㎝ 



 

 

 

 


